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序 日本港湾経済学会会長矢野 岡1

経済を通じて港湾をみる港湾経済の研究は、技術や行政念ど

の面からの港湾研究K比べると非常K立ち遅れている。しかも

外国貿易K高い依存度をもっわが国としては経済成長K伴う臨

海工業ならびK工業地帯造成と絡んで日本経済と日本港湾との

関係は、個別経済・国民経済 ・国際経済・等の広い視野から見

直されな〈てはならない段階Kきていると思われる。そとで港

湾の経済学的研究の完成をめざし、かつまた広範囲の隣接科学

の各専門学者との間Kなける協力・共同研究も願わしい。との

ような観点から 1962年 10月16日K日本港湾経済学会が多様

の使命を担って誕生し、まず活動の第一着手として初の総会と

研究発表会が行念われた。そのときの研究発表と、会員Kよる

その後の研究成果ならびに資料などを一纏めKして、とと K刊

行をみる K至ったととは、まとと Kよろとばしい。今後とも学

会の任務を十分K果たすためK、よ b一層努力して行かなけれ

ば念らないと思う。
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ま えが き

昭和 16年 12月 8日太平洋戦争勃発以後、 昭和20年 8月 15 

日ポツダム宣言受諾陀よる終戦Kいたるまでの期間陀なける本邦戦

時港湾施策は、とれを(1)政府の方針K基づく各種施策と (2)との施策

の影響を受けた民間港湾関係企業の推移と K分かつて論究し、さら

Kさかのぼって(3)太平洋戦争直前K訟ける本邦港湾の態勢からも筆

を起とすべきであろう n けれどもととでは紙数の制約から上記のう

ちの(引のみ陀限定し、 (1)なよび(3)は項目のみを付録K収めた。

さて今次大戦忙なける本邦戦時港湾施策を概観すれば戦局の緊迫

化陀伴い喪失船は増大し、造船の促進にもかかわらず船腹絶対量は

激減し、ために海上輸送力は激減してきた。よってこれが増強策と

しての圏内輸送面忙なける陸運転移、その他が講ぜられたというも

のの、かかる際Kなける船腹の積極的創出策としては、船舶稼行率

の向上陀ま つのほかほとんど策の施しょうも なかった。言葉をいい

かえれば、港湾荷役力の劃期的増強に主力が注がれた。しかる陀そ

の実施陀あたっては、施設、労働、空襲、疎開左どの陸路をみるよ

うになったれ随路打開困難裡K終戦を迎えた。そとで終戦時陀沿

ける港湾運送事情を最後K記述した。

才1. 港運会社(港湾作莱会社)

(1) 地区別団体と港湾作業会社の設立

港湾運送業等統制令陀よれ政府は 6大港Kっき、それぞれ G地

区(東京、横浜、東海、大阪、神戸、関門)を指定し、まずとの地

区別団体7];;昭和 16年 11月から 12月にかけて設立され、乙の設

立後K港湾作業会社の設立準備が進められた。(その後昭和18年

5月、樺太にも地区別団体が設立された。)かくて従来の船舶荷役
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業組合(昭和 15年 5月設立の船内荷役業者の統合団体)、海上運

送業海運組合(海運組合法K基き昭和 15年 2月設立の鮮船業者の

統合団体)、海陸連絡同業会(昭和 15年 5月結成の荷捌業者の統

制団体)はそれぞれ解散して、との地区別団体K再編されたn

さて、港湾運送業等統制令制定後約 1年 8ヶ月の準備時代を経て、

昭和]7年末までに本令適用ある全国 O7港中主要なる 6大港(東

京、横浜、大阪、神戸、名古屋、関門)はじめ 32地区、 46社の

港湾作業会社が設立完了し、その総資本金 2億 8678万円陀達し、

全国的Kほほ完成するの状況となり、さらK昭和 18年設立のもの

を加え、昭和 18年 11月初めまでに総計 65社の設立をみた。

(2) 一港一社主義の例外

港運会社は原則として一港一社主義が採られたが、例外として大

阪陀沿いては大阪港運、大阪石炭運送、大阪河川運送の三社、函館

陀珍いては函館港運、函館海陸作業の 2社が、それぞれの特殊事情

K鑑みて設立された。

(3) 港運会社の子会社

東京船舶荷役、東京筏、横浜船舶荷役、川崎船舶荷役(横浜地o
神戸船舶荷役、大阪船舶荷役、大阪筏、関門船舶荷役、小樽港筏運

送の 9社は、港運会社の子会社であって、船船荷役及び筏荷役等K

従事するものである。

(4) 港運会社設立後の荷役実績

函館三割、伏木二割、 名古屋五割の能率増強を示し、広島は従来

の 3念いし4倍となったと云われ、 昭和 17年 12月中Kお沿いては

全国主要港平均標準荷役力K比し約二割五分の上昇を示し、戦時海
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運能率増強K適切左統制施設であったとみられた。(昭和 18年 2

月1目、貴族院予算総会になける寺島逓相の説明参照)。

才 2. 日本港運業会

昭和 17年末までに港湾運送業等統制令適用全国 67港の中、 6 

大港をはじめ 32地区K作業会社47社の設立をみ、ついで昭和四

年 1月27日逓信省告示をもって中央団体会員資格者の指定、中央

団体の設立命令なよび設立委員の任命が行われ、引き続いて設立準

備を終え、同年 2月10日設立認可を受け、ととK地方港運会社、

船舶荷役会社、治岸荷役業者組合等を全国的K統制する中央団体た

る日本港運業会が新発足した。本会には支部のほか陀、地区港湾運

送業会があるn これは港湾運送業等統制令施行規則才 30条陀よっ

て逓信大臣が指定した 7地区(註)陀あるものである。

闘港湾運送業等統制令施行規則ニ依リ士区別団体ヲ設立セシムヘキ地区ぐ昭和

1 6年 9月20日、逓信省告示第 19 9 1号 )Kよれば、東京地区、横浜地区、

東海地区、大阪地区、神戸北抵豆、関門地区、樺太地区の 7地区と念っている。

才 3. 日本港運業会の華工、半島人労務者移入

(1) 華工り移入

昭和 19年に入るや、港湾労務状況は、極度K逼迫してきたので、

政府当局では前年度試験的に伏木港K配置した葦工の稼働成績良好

念る陀鑑み、昭和 19年 2月 28日次官会議で予算 (19年度)

2，2 6 3，0 0 0円をもって実施方決定せる華工の本格的移入を促進す

ること K決定したが、との華工の移入ならびK管理の一切は運輸通

信省から昭和 18年 2月10日創立の日本港運業会が、その移入念
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らび陀管理の主体と在ったれもっとも華工移入の実施陀際しては大

東亜省、その他関係官庁、船船運営会念らびに北京、上海なよ び大

使館等の協力があった。との移入計画55 0 0名陀対し 5455名

を移入し、さらK函館の東日本造船株式会社からの転換陀よる 402

名を加え、合計 5855名陀上った。しかるK、昭和 20年度Kつ

いては予算の決定を見左かったので、日本港運業会の負担と左った

が、とれら華工は小樽、函館、室蘭、船川、酒田、新潟、伏木、七

尾、東京、清水、大阪、神戸、広島、門司、八幡の 15港陀配置さ

れたが、その機動的運用措置として博多忙対しては門司よれ敦賀

に対しては神戸より、大阪陀対しては伏木よれそれぞれ1カ月な

いし2カ月間の臨機増援配置が行われた。

(2) 半島人労務者の移入

右華人労務者の移入と併行的陀半島人労務者の移入も行われたが、

その移入は厚生省の斡旋と日本港運業会の活動と陀より各港運会社

陀念いて各自が費用を負担し、朝鮮総督府を通じて移入管理した。

その予定数70 0 0名K対して実際は 37 9 8名であって、その配

置された諸港は、東京.川崎、 清水、名古屋、大阪、神戸、広島、

広畑、徳山、関門、若松、八幡、博多、長崎、敦賀、伏木、八戸、

室蘭の 18港であった。

ガア 4. 日本港遥検数莱会

港湾荷役力の劃期的増強を図らんがための全国 6大地区港運検数

荷捌莱の綜合統制機関が、昭和 19年 9月 19日認可された。同業

会々員IJ;;t1条Kは「港湾、荷役/重要部門タル各地港湾検数荷捌業ノ

綜合統制機関ニシテ日本港運業会ノ下部組織トシテ業務ノ改善合理

化ニ依リ国策遂行ニ協力スルア以テ目的トス」とある。
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才 5. 船舶運営会、船舶貨物総揚制を実施

船舶運営会は戦時港湾荷役増強陀関する閣議決定事項なよび船舶

貨物総揚制実施要領((甲)の71'4参照)陀基づき船船貨物総揚制

実施方針を決定し、 日本港運業会荷主、その他の関係者と諮り、昭

和 18年 6月22日船舶貨物総揚制実施要領を次の通b決定した。

(昭和18年 6月22日船舶運営会)

71'1. 総揚制の目的

戦時下港湾に沿ける計画荷役を実施し船舶運行能率の促進を図

り以て国家の緊急要請たる海上輸送力の画期的増強を期するもの

とす。

才 2. 総揚制の内容

総揚制は従来の所謂「総揚」と異り左の知き制度的意味を有す。

1. 総揚制は運送の一貫制特に港湾作業系統の一元化を意味す。

船舶運営会が荷役K対 し原則として貨物の積地荷受けより揚

地荷渡迄の一貫せる運送上の責任を負う即ち計画荷役遂行の

為運営会が荷主K対し貨物の揚積を含むー買運送を引受くる

と共に港湾作業K付ては荷主の直積直取に依らずして総て港

運会社をしてとれに当ら しめ以て港湾作業系統の一元化を図

るものとす。

2. 総揚制は所謂荷主河岸(元陀準ずる荷揚場所を含む以下同り

を全面的K否定するものに非ず。

但し本制度の目的が計画荷役を実施し本船速発を図る ζ とK

その重点を置くを以って之に支障を来すが如き遠隔僻地、不

良非能率的なる荷主河岸は閣議決定事項K示せる通D必要に
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応じ之が集約整理を行うものとす。

樹右実施に付ては成る可〈荷主の自発的集約整理方を懇意するものと

する。

3. 総揚制は必要K応じ仮揚をも実施するものとす。運営会は荷

主(荷送人なよび荷受人を含む以下同じ)の危険と費用と k

bいて概ね左の場合仮揚を為すととを得るものとす。 (4由民

付) 荷主が貨物の受取りを怠りまたは之を拒みたる場合。

(ロ) 荷主河岸が荷主の責任K帰すべき事由または天災不可抗力

に因る荷っかえ鮮船込等の為貨物の陸揚(水切)困難念り

と認められたる場合。

村 荷主が自己の都合陀依り荷主河岸陀於て一一一日

以上解船の滞泊を生ぜしめたる場合。

件) 荷主が河岸が甚しき遠隔地又は不良能率的左る場合陀して

本船速発陀支障を来すが如き場合p

制 貨物の性質、状態等K依り仮揚の必要ありと認められたる

場合。

付荷口少量(一一一屯以下 )左る場合。

(ト) 其の他非常緊急、の場合又は監督官庁より特に指示命令あり

たる場合。

註 (1) 仮揚すべき場所は原則として港運会社が準備せる場所中より運営会

之を指定す。

註 (2) 仮揚を為したる場合に於ける荷主κ対する運営会の運送契約上の責

任は仮揚完了の時を以て終了するものとす。但し運営会は荷主よ b

右仮揚場所よ b港湾運送を依頼せられたるときは当該実情に応じ荷

主の危険と費用とK於て之を引受くるととを得るものとす。

註 (3) 仮揚K因りて生ずる貨物の損傷、減量、特殊費用等は荷主の負担と

す。
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(1) 総揚制の意義

本制度は従来の所謂総揚制(仮揚)とは異質のものであって、運

送の一貫性、特に港湾作業系統の一元化を意味寸るものである。す

念わち本船才一主義の荷役体制を指し、計画配船即応の計画荷役を

企図せるものである。

付) 運送の一貫性

船舶運営会は、海上運送なよび積揚地陀なける港湾運送の一

貫輸送を行い、荷主K対しては積地荷役から揚地荷役までの運

送上の責任を負うものである。

(ロ) 港湾作業系統の一元化

右の場合、港湾作業は港運会社K一括請負わしめるから、港

運会社は船船運営会の運送契約義務履行についての履行補助者

の地位になかれる。もちろん船舶運営会の対荷主運送契約は積

揚地陀於ける船内人夫賃、鮮賃、その他の諸掛を含むところの

運送賃K変更された。

侶)荷主河岸

総揚制では計画荷役、本船速発K重点がなかれるから、とれに支

障をきたすような遠隔地、不良非能率念荷主河岸は必要K応じて集

約整理せんとするものであるのけれども、従来の荷主河岸を全面的

K否定せんとするものでは左い。す左わち優良河岸はむしろ積極的

K新設の方針がとられた。

(3)仮揚

本船速発陀支障をきたすが如き場合、船舶運営会は従来の意味の

総揚す左わち仮揚を行うものである p とれが実施される場合につい

ては実施要領才 2lfC.7つの場合が列挙されている。(内容省略)
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1. 仮揚の責任

船舶運営会は、仮揚完了時をも って荷主忙対する運送契約上

の責任が終了する。ただ問題となるのは、仮揚後荷渡しまでの

保管は、運送契約上の延長にあらざる民法上の善管注意をもっ

て寸ればよしその保管費用は荷主の負担と左る。

2. 仮揚後の貨物処理

仮揚された貨物の仮揚された場所から才二次輸送のために、

その港湾運送を荷主から特K船舶運営会が依頼された場合Kは、

港の実情K応じて荷主の危険、費用にかいて引受ける。ただし、

とれは運送契約の延長ではなくして別個の附帯契約とみられる。

3. 仮揚貨物の損傷填補

仮揚貨物の損傷は、荷主負担である p ただ し、 荷主の責K帰

すべからざる事由花より仮揚した場合は、 これに要した費用中、

左陀該当するものは船舶運営会の負担とした。

(イ) 仮揚場所(rC:f:，"ける貨物の保管または監視に要する費用

(ロ) 仮揚場所より荷主河岸までの才二次港湾運送をなしたる場

合、その港湾運送料(認可料率)と本舷船側から仮揚場所K

陸揚げするまでの港湾運送料との合計が本舷船側から直接荷

主河岸K陸揚げ寸るまでの港湾運送料よりも超過したる場合

はその超過額n

(4) 総揚制の実施範囲

1. 港湾運送の範囲

港湾運送の範囲Kっき、昭和18年 4月 14日、海務院、船舶

運営会、 日本港運業会、主要港運会社の合同懇談会は、船内荷役、

鮮廻漕、治岸荷役を含む海陸連絡の一貫作業を目標として総揚制

の作業は原則として荷捌を含む指岸荷役までと結論 した。とこK
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治岸荷役までの範囲というのは、港湾運送業等統制令芳2条規定

の範囲である。(註1) 従って陸上小運送は除外されたもので

あるο 要する陀、総揚制では港湾運送業等統制令施行規則芳8条

の業種指定の才一種から芳五種までの事業を含むものである。

(註 2)。

しかるK、工場河岸、営業倉庫河岸、日本通運倉庫等K在つて

は、港湾運送業等統制令施行規則方 2条の除外規定陀より治岸荷

役作業を取扱い得るため、統、揚制実施陀当り船舶運営会が、港運

会社以外陀とれらとも下請契約を左すときは複雑となるからして、

港運会社との契約一本建とした。その結果港運会社は船舶運営会

K対し船内から泊岸までの作業を一貫して請負った後、治岸の面

忙ないては倉庫会社と寄託契約を結び、また右以外の他の面では

委託または協定等の形態で一貫作業陀対寸る責任を負うとととさ

オ1..-1と。

第2条 本令ニ於テ港湾運送業トハ海上運送ニ附随シテ貨物ノ船積文ハ陸

揚ノ為荷捌、積卸又ハ静船若ノ、曳船ニ依ル運搬ヲ為ス事業及此等ノ

作業ノ請負ヲ為ス事業ヲ謂フ

「註2) 港湾運送業等統制令施行規員iJ第8条、業種指定「昭和 16年 9月

20日逓信省告示第 19 9 0号〕

第一種 C海運業者ノ、荷主トノ間ノ請負契約ニ基キ船積又ノ、陸揚荷捌ノ作

業ヲ為ス事業)

第二種 ぞ海運業者又ノ、荷主トノ間ノ請負契約ニ碁キ船内荷役ノ作業ヲ為

ス事業及其ノ下請ヲ為ス事業〕

第三種 f停船又ハ曳船ニ依ル運搬ヲ為ス事業〉

第四種 ぐ捌合ノ積卸文ハ上屋へノ搬出入ヲ為ス事業及其ノ下請ヲ為ス事

業〉

第五種 「木材ノ;積卸、筏組及運搬ヲ為ス事業〕
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2. 港湾及び貨物の範囲

本制度実施の港湾及び貨物の範囲は、逐次増加するととと し、

とりあえず内地港湾中、港湾会社が確立されている所陀ないて揚

荷の場合から実施K移された。す念わち昭和 18年 6月、横浜、

名古屋、大阪、神戸、広島、関門陀なける台湾米の総揚制実施か

ら始められ、 6大港以外UてさらK、広島、長崎、伏木、新潟、清

水、若松を加えた 12港で実施された。また貨物は石炭、紙、パ

ルプ、セメント、砂糖、台湾米、盤石、石灰石の 8品目であった

が、後Kは 23港、 34品目K増加された。

3. 実施船舶

原則と して汽船K実施するものと し、 機帆船については芳一次

的Kは石炭積込のみ陀実施されたが、その他の貨物の機帆舷積は

実施陀いたら乏かった。

(5)料率

港湾作業料は船舶運営会が荷主から受け取り、とれを港運会社陀

支払われた。そして作業料は原則として認可料率を採用し、船舶運

営会と荷主との運送契約の内容は、本船運賃と港湾作業料との二本

建とされた。ただ し船内人夫賃を含める公定又は認可の本船運賃は

そのままとされた口

(6) 荷役責任量

1. 荷役責任量の必要性

総揚制実施Kより荷主は、従来負担せる ランの責任を解除され

るととに念ったので、 ζれ陀代って港運会社が一定荷役量の責任

を負うことにt:ったわけである。
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2. 貨物別標準荷役量の決定

前記ラン制度は、その後戦局の推移K伴い港湾荷役状態は、 (1)

労務者不足、 (2)A舷、 B舷と C舷との関係、 (3)船団が一時Kかた

まって入港するための作業量の波状性等のため激変をきたしたの

で、貨物別標準荷役量の設定が早急、K望まれた。この問題陀つい

て船舶運営会では昭和 18 年夏、す~わち総揚制実施の当初から

すでに総揚制適正荷役責任量設定委員会を設け、対荷主海上運賃

附条件としてラン制度とは全然、その性質を異にせる、港湾自体の

荷役能力を基準とせる標準荷役責任量左らび陀これが附帯条件の

確立に努めた結果、ょうやく昭和 19年 8月20日、運輸通信省

海運管:7t2499号をもって認可され、同年 8月20日以降実施

の運びとなった。その内容は各港別、船型別(註)品目別に一日

荷役責任量が定められたものである σ それによると、船型は大小

二種、港湾は東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門、若松、清

水、広島、長崎、新潟、伏木、敦賀、舞鶴、七尾、富山、直江津

船川(秋田港を含む〉酒田、八戸(鮫)、塩釜、青森、下北(大

湊)の 23港湾であるn

また品目別では 1石炭、 2.コークス(粉塊)、 3.ピッチ及びピ

チコークス、 4.コーライト、 5.鉄鉱石、 6.銑鉄(海綿鉄を含む)

7.鋼材(シート、ノζーブノレーム、インゴツ卜等)、 8.屑鉄(プレ

ス、撤)、 9銅、 10.亜鉛、亜鉛鉱、 1l.硫化鉄鉱、 12.銅鉱石、

満俺鉱、石灰石、 13.盤石、黒鉛(土状、鱗状を含む)、 14.珪

石、 15.粘土、 16.マグネシウム、マグネサイト、 17.ボーキサイ

ト¥ 18.耐火煉瓦、 19.原鉄(粒鉄)其他鉄鉱石、 20.曹達類、

2l.塩、 22.セメント、 23.洋紙、パノレプ類、 24飼料其他雑穀、

25.大豆、 26.化学肥料、 27.米、 28燐磁石、 29砂糖、 30枕木

類、 3l.綿花、 32.生ゴム、 33.工品、 34.雑貨の計 34~ 品で、以
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上三者が組み合わされて表示されているのが、「総揚制標準荷役

責任量並ニ附随条件J(昭和 19年 8月 2目、運輸省海運管芳 2

499号認可、昭和19年 8月20日以降実施であるの

f註〉 大型船は総屯数1!l 0 0屯以上の港舷‘小型は総屯数100屯らLと

1 0 0 0屯未満の汽船

(7) 総揚制採用後の実績

給、揚制は全貨K実施されず、しかも実施作業範囲は区々(或る貨

物は治岸着、或る貨物は陸揚てまで等)であったからして、予期の効

果は挙がらなかったn しかし石炭陀ついてみれば好結果をもたらし

た。例えば、裏日本諸港、殊K酒田、船川、新潟、伏木千港では総

揚制実施前は鉄道炭の荷役指揮系統が他炭のそれと異っていたので、

石炭の綜合的荷役作業上の支障をきた した点少念しとし左かったが、

鉄道炭、日本石炭の石炭ともに総揚制を実施するように念った昭和

1 9年度陀沿いては、とれが計画荷役には船舶運営会が当り、石炭

の需給関係、労務、資材の事情等をKらみ合わせて綜合的計画荷役

が実施されたので、荷役力昂揚上相当効果を挙げた。参考のため石

炭荷役積表(詳細は省略)についてみるに、総揚制実施後陀かいて

荷役能率が標準荷役責任量を上廻った諸港は、昭和 19年度では舞

鶴、敦賀、土尾、伏木、富山、直江津、新潟、酒田、秋田、 青森、

八戸、塩釜であり 、昭和 19年度では七尾、直江津、塩釜、秋田で

あった。それは昭和 19年は戦局悪化の影響が、まず太平洋岸K現

われて来たので太平洋岸諸港は入貨減少しきたり、かつ労務不足の

ため港湾荷役能力が著しく低下したのであった。とれK反し、裏日

本諸港にあっては当局の指示もあって、北海道炭の仲継港としての

入貨が増大し、一方諸港の港運会社は常VCIデマ」支払の形と左る

に反し裏日本諸港の港運会社は「デマ」受取の形と念り、前者は不
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満を抱〈ょう陀在ったが、それにしても昭和 20年K友ると空襲そ

の他諸条件の悪化陀よって港湾荷役能力は各港いずれも著しく低下

するよう陀左ってきた。

ガァ 6 日本倉庫業会

(1) 日本倉庫業会の倉庫業統制確立に関する意見

日本倉庫業会は、昭和 16年 6月 3日創立されたが、その前は明

治 33年 12月結成の日本倉庫業聯合会が昭和 7年 7月K日本倉庫

協会と改称されたものである。との日本倉庫業協会は任意団体であ

る関係で企業者を必ずしも網羅し左かった。もっともその後陀なけ

る改組後は商工組合法陀より倉庫統制組合たる地区組合のみ念らず

日本倉庫統制株式会社をも統制するととろの中央統制機関の性格K

変更されたので、その段階Kお‘いては全業者の統制団体となった。

昭和18年 11月新設の軍需省の出現によって従来倉庫業を所管し

ていた商工省は廃止され、事後倉庫業の所管は運輸通信省に移った。

しかし倉庫業の所管は運輸通信省の中でも、 海運綜局と鉄道総局と

の双方で分離所管されるように左った。そとで日本倉庫業会では倉

庫行政の一元化について官制上の問題たる臨時倉庫の意義を港湾の

フロントを占むる接岸倉庫のどとく狭義陀解せずして、港湾都市倉

庫の意に広義解釈する者の臨時倉庫K係る意見書を昭和 18年 11 

月22日発表した。それよりさき昭和 18年 10月21日Kは、日

本倉庫業会は「倉庫行政の確立並運用に関する陳情書」を当局K提

出して港湾倉庫と奥地倉庫との二途陀分かって所管されざるよう進

言した ζともあった。かくて運輸通信省企画局が新設され、その局

内陀一課(方四謀〉が設けられ、それが倉庫営業統制の企画K関す

る事項及び倉庫営業K関寸る事務の綜合調整K関する事項を掌るよ
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う陀在った。とれよりさき「倉庫荷役力増強ニ関スル件 」が昭和

1 8年 1月23日附をもって商工省企業局長から日本倉庫業会々長

長宛通牒された。

商工省企業局長豊田雅孝発、日本倉庫業会々長

三橋信三宛

最近ノ情勢ニ鑑ミ倉庫荷役力ノ増強ハ喫緊ノ問題ナルニ付差当リ

全国主要港湾都市ニ於テ倉庫業及之ガ附帯業務ニ関スル荷役ア引受

クル業者(下請業者ア含ム)等ア以テ荷役業ノ統制組合ア結成シ適

切ナル運営ア為サシメ度 ト存候ニ就テハ之ガ結成ノ指導、斡旋方可

然御措置相成様致度此段及通牒候也

右 K対し日本倉庫業会では左のどへき倉庫の統制確立陀関する意

見を政府当局K提出した。

(2) 日本倉庫業会の倉庫業統制要綱

倉庫業ノ統制確立ニ関スル意見(昭和 19年 1月 25日

附日本倉庫業会より内閣総理大臣、運輸通信大臣、其の

他政府軍部等関係方面K提出)

従来政府ニ於テハ屡倉庫業ノ統制ア企図セラレタルニモ拘ラズ、

諸般ノ事情ニ妨グラレ未ダ其ノ実現ア見ルニ至ラザルハ吾人ノ甚ダ

遺憾 トスル所ナリ、然ノレニ現下苛烈ナル決戦段階ニ於テ戦力ノ飛躍

的増強ガ国家ノ至上命令トシテ叫パルノレ秋ニ当り独リ倉庫業ノミガ

戦時統制経済ノ埼外ニ立ツコトハ最早許サレズ、倉庫業ノ決戦化ノ

為メニハ速力ニ斯業ノ統制ア確立シ国家ノ要請ニ即応スル如キ態勢

ア整ヘザルベカラズ、倉庫企業ノ国家的使命ハ戦局ノ進展ニ伴ヒ愈

重大トナリ直接軍需其他戦力物資ノ海陸輸送卜密接不可分ノ関連ア
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有シ叉空襲必至ノ情勢下ニ於テハ重要物資或ハ非常用物資ノ分散貯

蔵等公約機能ノ増大ア要求セラレツツアリ 、政府ニ於テモ時局下倉

庫業ノ重要性ヲ深ク認識セラレ斯業ノ運輸通信省へノ移管ア契機ト

シ新タナル構想ア練リ倉庫ノ統制ニ付成案ア急ガレツツアルモノト

思料スノレモ、 日本倉庫業会ニ於テハ業会ノ構フベキ方向決定ア念願

スル全国五百有余ノ斯業者ノ総意ニ徴シ幾度カ理事会ア召集シ慎重

審議ノ結果左記ノ知キ倉庫業統制要綱ニ関スル完全ナル意見ノ一致

ア見タルヲ以テ愛ニ政府当局ニ対シ建議シ、倉庫企業ノ創意ト責任

態勢ノ確立ア基調トシ速力ニ斯業ノ実情ニ即シタル統制ア実現セラ

レン コ トア要望ス

1. 根本的ニハ全国倉庫業ノ一元的統制ノ実現ア目途トスノレコト

1. 差当り東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門ノ六大港及之ニ

密接ナル関連ア有スル近接地区ニ於ケル倉庫並附属設備ノ借上運

営ア為ス一元的倉庫統制会社ア設置スルコト

1. 右倉庫統制会社ハ下部機トシテノ実務担当者ノ如キ代行機関ア

置カズ直接自ラ強力ナル一元的運営ノ衝ニ当 jレコト

1. 公共ノ倉庫、上屋及附属設備等ノ施設モ一体トシテ右倉庫統制

会社アシテ綜合運営セシムルコ 卜

1. 六大港及之ニ密接ナル関連ヲ有スル近接地区以外ノ地方ニ於ク

ノレ倉庫業統制ノタメ ニ地域別ノ倉庫統制体ア結成スルコ卜

1. 日本倉庫業会は之ア発展的ニ解消セシメ六大港中心ノ倉庫統制

会社ト地域別ノ倉庫統制体トア以テ中央ニ法的恨拠ア有スル簡素

強力ナノレ全国的統制機関ア設ク以テ全国倉庫業統制ノ完壁ア期ス

ノレコト

1. 以上ノ如キ倉庫業ノ全面的統制ア実現セシメ円滑ナノレ統制運営
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ア期スノレ為メ倉庫統制令ノ如キ国家総動員法ニ基ク単行勅令ア公

布セラレ度キコト

但) 日本倉庫業会の改組による中央統制機構の確立

後述するどとく倉庫統制は、昭和 19年中K急転直下的K完成さ

れた。その芳一段階は、 日本倉庫統制株式会社(昭和19年4月

2 4日登記、同年5月 1日開業)の発足、方二段階は、地区別倉庫

業統制組合(昭和 19年 6月中、各所に設立)の成立、芳三段階は、

右両者の中央統制機構の確立、すなわち日本倉庫業会の改組陀よる

新発足(昭和 19年 10月1日)である。運輸通信省では前二者の

中央統制機構として最初は倉庫統制令の設置を考量したが、名目よ

りも実質の方針をとるとととなり、既存の日本倉庫業会を改組強化

して任意団体ではあるがそれに統制会的性格を持たしめるとととし

た。よって日本倉庫業会では、とれ陀伴う定款変更(註)、機構の

拡充強化、その他の改正を行い、昭和 19年 10月 1日から新発足

し、会長陀は日本倉庫統制株式会社々長清水光美が就任したが、同

氏はまた日本港運業会々長も兼ねた。

(註〉 日本倉庫業会新定款「昭和 19年 10月1日改正〉

第 5条 本会ノ、倉庫業統制組合及日本倉庫統制株式会社其ノ他倉庫業ヲ

営ム者ヲ以テ之ヲ組織ス支社支J苫又ノ、出張所ハ独立シテ会員タル

コトヲ得倉庫業ヲ営ミタル者ユツテ統制ノ為其ノ事業ヲ休止シ居

ル者ト モ本会ノ会員タノレコトヲ得会員ハ其ノ代表者ヲ定メ本会

ニ届出ヅルコトヲ要ス、其ノ変更アリタルトキ亦同ジ

第 10条 会長ハ運輸通信大臣之ヲ命免ス

理事、監事及評議員ハ会長代表者(第5条第2項ノ規定ニ依/レ会

員ヲ除ク〉又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ会長之ヲ任命ス但シ監事

ノ任命ハ評議員会ノ推薦ヲ経ルコトヲ要ス
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第 11条 理事、監事及評議員ノ任免ハ運輸通信大臣ノ認可ヲ受グノレモノ

トス

才 7. 日本倉庫統制株式会社

昭和 19年8月24日情報局発表の倉庫業統制要綱 ((甲)才10

の 1参照)の大要は左の如くであった。

1. 借上運営を目的とする統制会社令陀よる統制会社の設立

2. 右と併行して、商工組合法による統制組合の設立

3. 以上陀よる統制会社及び統制組合をも って、さらに重要産業

団体会による統制会の設立

であったが、以上の三施策は相継いで進行し、 3は前述したから ζ

とでは 1の統制会社陀ついて述べる。 (2Kついては後述するわ〉

それが寸なわち日本倉庫統制株式会社である。

1. 5 4業者(註)K対する統制会社設立命令

昭和 19年 8月 30目、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門

の 6大港都市陀珍いて主たる営業を左す者(但し所管倉庫坪数500

坪以上の者)及び他の土地陀為、いて主たる営業を在すも 6大港都市

陀沿いて所管坪数 500坪以上を有する者は新会社で経営すること

と左った。なお;"¥ 6大港陀かいて主たる営業を左す者が他の土地忙

ないて経営している倉庫については、便宜原則として切D離さず新

会社で経営寸るとととされた。

さて、昭和 19年 4月1日詮衡委員任命、同月 4日設立委員選任

即日認可、同月 7日設立委員会、同月 8日設立認可、同月 24日設

立登記、同年 5月1日開業の運びとなった日本倉庫統制株式会社は、

統制会社令による戦時国策会社で、輸送力増強と計画保管の完遂を

目的とし、左の 2点が注目される。
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1. 主要港湾の倉庫を借り上げて一元的陀経営すること。とれは、

さき K日本倉庫業会が建議した業者の総意陀よる統制方式が

認められたものである。

2. 従来、普通のトンネル会社式統制会社と異なり、現実に業務、

設備、人員の供出を受けて生産行為自体を直接に営むから、

現業把握の点陀沿いては会社合併の場合と異ら左いζ と。

なな、本会社の事業は次の通り定款K規定されている。すなわち

(1)倉庫営業、 (2)上屋業、 (3)荷役及び荷捌業、 (4)船舶破繋場業、 (5)前各

各号K掲ぐる事業のほか本会社の目的を達するため必要なる事業で

ある。

次陀本会社の営業所は、本社を東京K、支社を東京、横浜、名古

屋、大阪、神戸、関門になき、との 6大港都市K主たる営業を左す

業者の他の地方の営業所をも本会社が経営寸るので、四日市、ーノ

宮、津島、鹿児島、若松等(5月1日〉及び函館(7月1O日〉忙

ないても営業するとと Kなった。但し小樽は同地方で地区組合が進

捗中という特殊事情で除外された。

樹昭和 19年 4月1日附会吐設立受命業者

〔主たる営業所在地) C業者数〕
東京 2 8 

横 浜

名古屋

大

神

関

阪

戸

門

9 

4 

9 

? 

2 

合計 fi 4 

〔業者の名称〕

三菱、三井、渋沢、日本通選、日i筒、安田、
帝国倉庫運輸、日本、東京、倉庫運輸、東
京銅銑、岩友、乾、旭、王子、大信、深川、
昭和、志水、近藤商事、押田川商事
横浜、横浜新港、横浜共立、辰己、帝国、
糸金港、横浜共問、横浜貿易、横浜商品
東陽、四日市(本庖四日市〉、運搬合資、
半田運送倉庫(本庖半田〉
住友、杉村、東洋、天満、宮鳥組、鳥井組、
谷川運送庖、寺田組、大阪
川西、森本、横山、鈴鹿(本庖東京)、是
則違送底、日本製米製粉、上組合資会社
下関、 邑本
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ガァ 8. 商工組合法Kよる地区別倉庫統制組合

日本倉庫統制株式会社の設立と呼応し、とれを補充寸る意味忙な

いて考慮されていた商工組合法による倉庫業統制組合の設立Kつい

て昭和 19年 5月 24目、運輸通信省は告示をもって商工組合法才

1 2条才 1項Kよる設立命令を発した。かぐのどとく任意設立の形

式陀よら念かったのは迅速を期したからである p そして設立認可申

請日を同年 6月 15日とし、組合員たる資格は地区内陀沿いて倉庫

業を営む者(冷蔵倉庫業及び水面木材倉庫業を営む者は除く)とさ

れ、地区は概ね地方行政協議会管轄地域別陀定めるものとされた。

そとで、各組合は同年 6月中に定款等を定め、指定期日までに悉く

設立を完了(登記の日)したが(註)商工組合法Kよる地区別倉庫

統制組合の設立により従来の都市又は府県単位の日本倉庫業会支部

は解散寸べきわけであるが、日本倉庫業会と本組合との聞には連絡

が念い関係上、右支部と本組合とを表裏一体関係(fLjO~くよう措置す ・
るとして、右支部は当分存続K決した。叉日本倉庫統制株式会社の

支社が存在寸る関東、東海、近畿、九州の本組合陀ついては日倉支

社支庖長が本組合理事長を兼務就任することとなった。

駐)商工組合法による地区別倉庫統制組合主要内容

〔名称〕 〔創立総会〕 〔事務所所在地〕 〔会員数〕

北海倉庫業統制組合 6 . 10 樽 89 

東北 fI fI 6 日 仙 ぷEコ品、 96 

関東 fI fI 6 日 東 京 83 

北陸 fI fI 6 7 新 潟 83 

東海 /1 " 6 8 名古屋 94 

近畿 " " 6 . 10 大 阪 40 

中国四国 fI 6 . 10 広 島 47 

九州 " /1 6 8 門 司 37 
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ガァ 9. 財団法人港湾改善協会

財団法人港湾荷役改善協会の発端は、昭和 16年海運統制令の改

正陀伴う船舶荷役賃率の一般的是正K当り差当り東京、横浜、名古

屋、大阪、神戸の各港K港湾中から一定歩合を右機関忙醸出せしめ

荷役労務の確保改善施設事業を行わしめるという政府の方針(昭和

1 6年9月 8日決定)陀従ったものであって、昭和 17年以来左記

の通り各地K設立をみた。同協会の目的及び事業は左の一例に示す

通りである。

財団法人横浜港湾荷役改善協会寄附行為

才8条 本会ハ港湾荷役ノ改善ア図リ船舶運航能率増進ニ寄与ス

ルア目的トス

;t4条 本会ハ前条ノ目的ア達スル為左ノ事業ア行フ

1. 港湾荷役能率増進ニ関スル施設ニ対スノレ助成

2. 港湾労務者ノ確保ニ関スル施設及之ニ対スル助成

3. 港湾労務者ノ養成訓練其ノ他港湾労務者ノ素質向上ニ

関スル施設

4. 其ノ他本会ノ目的ア達成スノレ為必要ナル事業

財団法人港湾荷役改善協会は、その主管海運局次長が理事長とな

り、所在関係官庁、港運会社、荷役会社、団体等よ bそれぞれ代表

を選出し、その内理事及び監事は評議員会の推薦Kより主務大臣が

之を指名し、又評議員は理事長が主務大臣よりの認可を得て任命し

ていたが、その後官公吏及び団体代表者たる役員の異動頻発するK

及び共管官庁厚生省と協業の上、昭和 19年4月19日からは寄附

行為を改正し、主務大臣宛異動の届出のみですむよう K左った。

在る¥昭和 18年 5月 17日Kは鈴木貞一行政査察使一行は横浜
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港湾荷役改善協会の査察を行った。

財団法人港湾荷役改善協会設立状況(昭和 19年 7月末現在)

名 称 設立年月日

財団法人横浜港湾荷役改善協会 昭和17年 11月 10日

今 大阪 。 1 8年 8月 29日

。 東京 。 1 8年 4月 15日

-'/ 神戸 。 1 8年 8月 10日

。 名古屋 イシ 1 8年 8月 10日

。 四日市 ィシ 1 8年 10月 21日

。 関門 。 1 9年 7月 19日

才 10.終戦時Kなける港湾運送事情

戦災陀よる全国港湾施設の能力損耗率(註〉は、①雑貨陀たいす

る施設約 60 %、②撤荷陀たいする施設約 30%といわれる。

闘戦災による能力損耗というのは、戦争によ る施設の破壊bよび戦時中の維

持補修の放置による航路、泊地の埋没、施設の腐朽による損耗を戦前と比

較したものである。

(1) 終戦直後から港湾運送業等統制令廃止直前までの期聞にな

ける港湾運送事情

昭和 20年 9月 28日附連合軍最高司令部覚書「日本非戦闘用船

舶の利用」は、港湾荷役力の不足が終戦処理の円滑念遂行陀支障を

きたすととの著しいのK鑑みて発出されたものであるが、との覚書

陀接するや、政府は同年 10月 12日附厚生省、運輸省令方 1号昭

和 20年勅令方 54 2号陀基〈港湾荷役力及船舶等造修能力ノ確保

昂上ニ関スル件を発令し、港湾荷役力の確保向上のため港湾運送業
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者陀たいし 1日24時、 1週 7日間作業ならび陀賃金その他を規定

し、との省令Kもとづいて荷役責任量ならびVC24時間作業命令が

4 9社K対して為せられた。(註 1) 

との場合荷役責任量K対応、ーする荷役力維持の責任あると同時陀、

実際の取扱高が予定責任量陀達し左い場合陀は政府から損失が補償

された。(註 2)

(註1) 第一次指定会社は昭和 20年 10月 12日東京港運等38社、第二次

指定会社は同年11月宇部港運等11吐、合計49社。

ぐ註2) 昭和 20年 10月、 1 1月、 12月の8ヵ月分総額29 320 0 0円

の損失補償金が46社Kたいし昭和 21年3月K交付された。左な21 

年1月以降は作業命令は出され左かった。

かくて終戦の年の空白状態の危機は一応乗り切ったが翌昭和 21 

年には連合軍の救済物資、とと陀食料の輸入が開始されたので昭和

2 1年 7月 25日次官会議で「食糧輸入外国船の荷役力増強Kつい

て」をもって措置要領が定められた(註)。念念、横浜港Kは最も

多〈船舶が集中するものとして本次官会議備考にもとづいて現場処

理機関として「横浜輸入食糧輸送対策本部」が設置された。

ぐ註) 1. 海陸を通じ 24時間荷役を実施し之がため静曳船の修理を促進し之

K必要を食糧の確保を図る。

2 本船背後、鮮回転率の増強を図るため上屋、物揚場、荷役機械の修

理主主びK必要個所の緊急、波諜を行う。又進駐軍占領の岸壁上屋の一

部開放の懇請。

3. 近接港からの労務者、解、曳船等の応援並びK機帆船、無動力船の

動員

4. 輸入食糧仕向地の速か念決定、之に関連する鉄道輸送力の増強、荷

役能力の増強、陸上小選送力の優先使用。

5 労務者休息設備の整備。

6. 配船のー港集中をさけるため各港分散の懇請。
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つぎに港運業と関係深い港湾倉庫陀ついてみる医、 6大港倉庫の羅

災は 45%で終戦時Kは約 37万坪K減少したので横浜、名古屋、四

日市、神戸、門司Kは全額国費をもって 12 9 5 0坪の国立簡易倉庫

が建設されたけれども、連合軍が接収した倉庫も少なく念かった。の

みならず、っき'の各社はそれぞれ閉鎖機関、制限会社、集中排除指定

会社とされたわ (註)

(註〉 倉庫関係の閉鎖機関、制限会社、集中排除会社f本表中Kは昭和22 ，23 

年に指定のものを含む〉

会社名 指定年月日 備考

閉鎖機関 全国冷凍商工業協同組合 昭和 22年 10月23日

日本倉庫業中央会

制限会社 三井倉庫株式会社

三菱倉庫株式会社

住友倉庫株式会吐

渋沢倉庫株式会社

安田倉庫株式会社

指定会社 三井倉庫株式会社

三菱倉庫株式会社

住友倉庫株式会社

渋沢倉庫株式会社

東陽倉庫株式会社

四日市港運株式会社

京都倉庫株式会仕

中央倉庫株式会社

川西倉庫株式会社

日本通運株式会社

日本冷凍株式会社

五十嵐水産株式会社

企業再建整備会社会よび整備計画ぐ省略〉

2 2年 9月 16日

2 0年 12月 8日

I! 

I! 

2 0年 12月11日

I! 

2 3年 2月22日

11 

I! 

I! 散

散

散

散

散

散

散

散

散

解

解

解

解

解

解

解

解

解

11 

I! 

11 

11 

11 

11 

I! 

11 
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(2) 港湾運送業等統制令の廃止

終戦翌年の昭和21年、戦時中ー港一社主義であった独占的経営

形態では却って荷役の非能率化をきたすことが問題とえt!? ¥就中横

浜港について強調されるよう陀左ったので、政府は昭和21年 7月

つぎの戸明を発した。

「港湾運送業の運営形態は従来統制令陀為、ける企業開始許可の運

用VC;t'"いて港運会社ならびK乙オL!tL準ずるもの以外は、とれを認め

念い方針をとりー港一社を原則としてきたが、今後は信用経験ある

ものならばとれを許可するとととする。また許可の際附したる地域、

業種、取扱品目の制限も撤廃する。かくして競争忙よる能率の向上

を期することとしたい。」

との戸明陀よって港湾運送業の複数制復帰の途が開けた。かくて

港湾運送業等統制令は、昭和 20年法律才 44号国家総動員法廃止

法律なよび昭和21年勅令方 18 1号国家総動員法の施行期日を定

める件陀よって昭和21年 9月末日をもって廃止と左った。しかし

実際問題としては従前の港運会社、船舶荷役会社、治岸荷役会社そ

のものは同令の廃止と同時K解散とはなら左かった。それというの

は、これら陀は従来各業者所有の鮮船、曳船その他の施設や、営業

権左どが現物資されていたので、同令は廃されたといってもとれら

施設の返還または譲渡を受けなければ事業の開始は不可能の状態で

あったから、複数制を目標とする業界再編成の実現をみなかった。

しかるに、占領箪当局が京浜運輸株式会社の独占性にたいし強硬な

意見を表明するK訟よんで、昭和22年 9月 16日同社は閉鎖機関

令才 1条Kより閉鎖機関K指定された。そのうち同社事業の重要性

K鑑み同社の従来の業務はすべて指定業務として継続実行すると と

が、閉鎖機関令方 3条陀より許可され、昭和 23年 5月閉鎖機関整

理委員会から、京浜運輸株式会社K対し自己所有の鮮、曳船を供出
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て株式を取得した同社の現株主及び|吋株主に鮮、曳船を返還譲渡す

るとの方針が発表された。かくて、京浜運輸株式会社の整理は昭和

2 3年 9月 30日完了したので、同社の指定業務もまた取り消され

て同社はととに完全に閉鎖された。との京浜運輸の解体と併行して、

その他の主要港運会社、船舶会社陀たいして業務活動の規制が発せ

られた。(註)それは京浜運輸の解体を知った他の港運会社が自己

資金を処分するととの念いよう K財産保金のための差押的措置であ

った。との業務活動の規制を受けたものは 13 社 VC:Þ~ よぶが、とれ

ら会社の解体方法としては①京浜運輸と同様方式によるものと、②

しからざる方法陀よるものとの二種とされ、 前者Kついては昭和初

年 12月 10日大蔵省、運輸省が、また後者陀ついては昭和24年

1月 12日総司令部民間運輸局メモが発せられた。

国 日訴口 23年 4月12日附総司令部経済科覚書

港運会社等の規制の件

L 運輸大臣は本覚書別表に掲げる各会社に関し左の事項につき適切左る措

置を直ちKとるべし。

(司 当該会社は如何在る固定資産も処分してはをら左い。

(防 当該会社の通常業務の一般的遂行に伴う支出を除き如何在る支出も念

しては走らない。

(c) 当該会社は給料或は如何在る種類の報酬の支払も増加しては念ら1.l¥/>。

(め如何念る種類の記録、報告なよび文書を滅失または移動してはずら念

レ、。

2. 当該各社は 19 4 8年 4月1日現在の完全念る財注目録を運輸大臣K提

出しすければ左らをい。当該各社は 19 4 7年 4月1日以降になける一

切の財産につきその取得若しくは処分を示す適当念記録を保存し念けれ

ば念らない。さらに当該各会社は一切の貸付金、配当、資本金変更その

他一切の金融の処理に関する記録を保存し在ければ宏ら左い。
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「別表〉制限港運会社名

東京港運株式会社

名古屋港連株式会社

大阪港運株式会社

大阪石炭運送株式会社

大阪河川遼送株式会社

神戸港湾作業株式会社

関門港運株式会社

横浜船舶荷役会社

東京船舶荷役会社

名古屋船舶荷役会社

名古屋泊岸荷役会社

神戸船舶荷役会社

神戸石炭作業会社

大阪治岸荷役会社

樹本表中大阪市岸荷役株式会社は実現しない。

(1) 昭和23年 12月10日大蔵省、運輸省告示。

閉鎖機関令第1条第2項の規定κょb次に掲げる会社を閉鎖機関とする。

同令第8条第 8項の規定により同会祉に関する一切の業務を指定業務に指

定する。

日掛日 23年 12月 10日 大蔵大臣

運輸大臣

東京港運、名古屋港選、大阪港還、神戸港湾作業、大阪港石炭運送、

大阪河川運送、関門港運

(2) 昭和 24年 1月12白総司令部民間運輸局覚書

上記7社は京浜運輸と同様左原則Kょb閉豊勝関整理委員会によ b整理解

体されるとととえr.fJ残りの6祉の処理念らびK上記の経済科学局覚書とは

無関係の6大港以外の港選会社の処理については昭和24年 1月12日総

司令部民間運輸局覚書ぐ註〉をもって、つぎのどと〈指示された。との覚

書によって港湾運送業等統制令第3条の規定による会社はfすでに閉鎖機

聞に指定のものを除き〉すべて所定期日までに再編成計画の提出を要する

ととと念った。

樹昭和24年 1月 12日総司令部民間運輸局覚書

昭和24年 1月 12日

「制限ステベ会社JVL関するコンフアレンヌ .メ モ
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1 ~4( 省略〉

5. i結論」 運輸省はつぎのどとく指令された。

(!) 現に業務活動を制限されているすべてのステベ会社より計画を提出せ

しめ承認を求めしめるとと。

(2) 旧港湾運送業等統制令の適用を受け、現K街活動しつつある他の日本

小港湾にないて要求せられた改革を実施するため適切合る措置をとる

とと。

(3) その際労働ボス制度の再生を禁止するととろの職業安定法会よび同法

施行規則をとoc強〈考慮するとと。
6.措置

(1) 制限ステベ会社は 1ヵ月以内に計図を提出すべし。

(2) 他の者については、 4月1日までκ検討を了ナベし。

(3) 港湾運送業等統制令廃止後忙なける港湾運送事情

昭和 22年 8月 15日を期 しての民間貿易再開K対処するため同

年 8月1日閣議了解「貿易物資増加に対処する重点港湾荷役緊急増

強対策J(註 1)が策定され、その対象港湾は京浜(横須賀を含む)

阪神、名古屋、 四日市、 清水、小樽、函館、佐世保、長崎、三池、

若松、八幡、室蘭とされた。

かくて昭和21年末陀は戦時中陸送転移と左っていた石炭等大量

貨物の海送転移の基本方針が閣議決定され、翌昭和 22年秋からは

とれが強行策として若松、唐津、苅田、等の各港の石炭積出荷役力

と相候って揚地であ忌阪神、京浜、伊勢湾諸港の荷役力の双方の整

備対策が講ぜられた。また昭和 23年 12月 28日から翌 24年 2

月末日まで「冬期海上輸送力増強対策」が実施され、その対策中の

港湾荷役部門として本対策実施要領、実施細目:が定められた。(註2)

なな、神戸港K訟ける船内労務下請禁止が昭和 24年 5月総司令

部覚書Kよって実施されたが、その後、総司令部の監督が漸次廃止
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される陀伴って、との覚書もまた廃止と在った。

f註 1) 貿易物資増加に対処する重点港湾荷役緊急増強対策f昭和21年 8月

1日閣議了解〉

1. 外国船K対しては 24時間作業を実施本船速発を確実に行うととも

に貯水切能力を2割増強する。

2 各地荷役改善協会等を活用し労務者厚生施設の整備強化を図る。

3. 労務加配米の確保、とれがため政府直配の実施。

4. 港湾作業料の自由支払。

5. マニラロープ、麻布、その他荷役用資材の確保。

6 貨車の配車充実と回転率増強並びK小運送力の充実。

7. 鮮、曳船の維持補修の強力*る実施、とれがため必要走資材、資金

の手当o

"!.c ;I;~特に横浜港に対しては輸入食糧輸送対策本部の強化、高島浅橋

臨港地帯の倉庫、荷役機械等の整備静水路の波深。

「註2) 実施要領の(4) 港湾荷役カを強化し滞船時聞の短縮を図るため港湾労

務者K労需物資の特配を実施し勤労意欲の昂揚を図り併せて作業用資

材特にシート及び24時間作業を実施し得る電力の確保を図る。念な

荷役機械、解及び曳船の修理整備を促進するため所要資金の確保を図

る。

実施細自の(6) 港湾作業会社、 船舶、荷主、その他関係機関相互間の

連絡を密接κするため必要κ応じ各港毎κ港湾荷役協議会等を設ける。

左卦右K準ずる既設機関はこれを活用する。

実施細目の(7) 各港に沿いて鮮の回転率及び荷役労務者の荷扱量の向

上等Kついて月間又は旬聞の具体的自擦を掲げ作業の能率化運動を実

施する。
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i。。
(付) (A) 太平洋戦争直前忙なける本邦港湾の態勢目次

1. 企画院の出現(昭和 12年 10月)

2. 国家総動員法(昭和13年4月法律芳 55号)

3. 昭和 14年度交通電力動員計画

4. 自治統制としての海運組合法(昭和 14年 4月法律才的

号)、海運組合法施行令(昭和 14年 12月勅令才845

号)による静船b よび曳船業の海上小運送業指定

5. 海運統制令(昭和 15年 2月、勅令芳 38号)

6. 基本国策要綱(昭和 15年 8月 21日閣議決定)

7. 海運統制国策要綱(昭和15年 9月27日閣議決定)

8. 交通政策要綱(昭和 16年 2月 14日閣議決定〉

9. 日満支経済協議会(昭和 16年 2月25日閣議決定)

10. 港湾運送業等統制方針要綱

(付) (B) 政府方針K基づく本邦戦時港湾施策関係目次

1. 戦時輸送委員会(昭和 17年 1月 11日設置)

2 戦時港湾荷役力緊急増強策ニ関スル件(昭和 17年11 

月 10日閣議決定〕

3. 港湾荷役増強連絡組織ニ関スル件(昭和 17年 11月

1 6日閣議決定)

4. 海務官、港務監督、荷役指令所、荷役補助班の設置(海

務官は政府、海務監督は船舶運営会、荷役指令所は軍官

民合荷役補助班は船舶運営会がそれぞれ設置した。

5. 船舶貨物総揚制度実施要綱bよび海務院次長のラン制度

採用芦明(昭和 18年 4月)

6. 港湾行政の運営K関する応急措置(昭和 18年 8月 10 
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日閣議決定〉

7. 関税法戦時特例(昭和18年 4月23日勅令芳 396号)

8. 関税法戦時特例施行規則(昭和 18年大蔵省方 31号)

9. 運輸通信省陀よる港湾行政の一元化(昭和18年 11月

1日運輸通信省新設)

10. 荷役機械動員実施要綱(昭和 19年 2月25日閣議決定〉

11. 海上輸送力非常動員実施方針要領(昭和19年 2月 29 

日閣議決定)

12. 海上輸送力非常動員強調期間実施要綱(昭和 19年 3月

9日運輸通信省発表〉

13. 海上輸送力非常動員推進本部設置要綱(昭和 19年 3月

6日運輸通信省発表)

14. 倉庫業統制要綱(昭和 19年 8月24日簡議決定〉

15. 統制会社設立命令(昭和19年 4月 1日運輸通信省告示

才 141号〉

16. 港湾工事の一時的中止(昭和 19年8月30日閣議報告)

17. 許可認可等臨時措置令(昭和 19年 5月 19日勅令才 8

5 1号)陀よる港湾運送業等統制令関係事項の地方移譲。

18. 行政査察(昭和 19年4月山下亀三郎首班の南鮮中継輸

送陀関寸る査察〉

19. 貨物の疎開(昭和 19年 8月3日次官会議決定)

20. 倉庫建物の疎開(昭和20年 3月19日次官会議決定)

21. 朝鮮人労務者内地送出方法ノ強化ニ関スル件(昭和 19 

年 8月 28日厚生省次官通牒〉

22. 港運会社及び倉庫会社の軍需充足会社指定(昭和 20年

1月27日勅令:<1'36号箪需充足会社令、昭和 18年10

月法律才 10 8号軍需会社令〉
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昭和 20年 2月1日港湾業者 34社、日本倉庫株式会社

の 6大港支社が軍需充足会社陀指定された。

23. 港運関係会社の事業場指定

昭和 16年 12月6日勅令才 10 6 3号労務調整会7f2

条適用事業場参照、昭和 19年 7月1日現在、港運関係

会社の事業場指定、才一種事業場11社、才二種事業場

1 0社、方三種事業場 16社

24. 海運総監部(昭和20年 5月1日設置)

25. 揚搭指揮官

26. 揚搭作業実施(昭和 20年 5月 15目、船内荷役、治岸

荷役、倉入一貫作業)
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港湾財政の問題点

I 港湾の経営形態

柴田銀次郎

(関西大学)

凡そ事業体の財政の現実は、その経営形態陀依存している。港湾

のように国陀より又各港Kより経営の体系と方式とが著しく異って

いる事業体について、不用意にその一般的左財政の在り方を論ずる

ととは危険である。

港湾のうち、貿易港はわが国の政治対象として国家的存在である

と同時陀国際的存在であるという考え方が支配的であった。すえとわ

ち、わが国のような諸外国K遥かに遅れて経済的左らぬ政治的動機

陀よって港を聞いた固にあっては、開港の当初から国の営造物とし

てのみとれを取扱い、教育施設や公道などと同じよ う陀、港湾の建

設、運営についても、採算を無視した財政方針がとられて来た。従

って、政府のとった港湾政策は終始一貫 して船、貨、客三者の出入

国上の保安取締りと徴税の場としてのみとれを見、その経済的機能

については従属的忙しか考慮され左かった。

政府の支配力が民意を圧倒してなり 、従ってその行政力も国民の

経済活動より強い時代にあっては、民間の業者は貿易港の直接の管

理庁であった税関の指示K従つてのみ港湾活動が許されていた。当

時といえども港湾活動陀従事していた業者は無数であって、戦時中

は至上命令陀より作業会社一本K集約されて政府の統制に服してい

たけれども、それ以前は港内陀沿いてそれぞれ経済活動を行つてな

り、税関はそれら活動の自由性を一定の規準K従って拘束していた。

とのような経営形態Kあっては、港湾は国営事業であれしかもそ

の経営は公益を目標として、財政は収支を超越した国家のサービス

経費であるに過ぎなかった。
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しかるに、昭和 25年港湾法が布かれてからは、各港湾には管理

者が指定され、各港湾管理者は、その港湾の関係者をもって組織し

た委員会を主体とする港務局か、又はその港湾を包摂する地方公共

団体である。いずれにせよ、国の支配を離れて地方的K管理運営す

る体制と在った。とれは主として当時の風潮であった民主化急転換

の思想陀基盤を置く政治の現われではあったけれども、今日から考

えて見れば、その後にお‘ける国民経済の急ピッチの回復と外国貿易

の未曾有の発展速度Kマッチする措置であったといわ左ければ左ら

ない。す左わち、今日見るような各港の膨大在、かつ複雑化した輸

出入貨物を円滑に処理し、又各港の経済活動がそれぞれ特殊化して

各港が区々の性格売帯びるように在って来たため、千遍一律の国家

行政では到底これらを管理することは無理であると思われるからで

ある。各港はそれぞれその特殊性陀即した経営方法Kよるととが、

その港の発展を期し得る所以であり、又ひいては国民経済の成長K

順応する所以だからである。

財政の面から港湾を分類すると、部属港と独立港とに分たれる。

音l覇港というのは、自治経営体の一部局として運営されている港湾

であって、都道府県市町村などの地方公共団体又は会社の一部局と

して運営され、経費は各自治経営体の一般財政Kよって賄われてい

る港湾である。わが国の港湾の大部分はとれに属する。独立港とい

うのは、独立採算の建て前を以って経営されている港であって、た

とえ地方公共団体の一部局であっても、多くの交通事業や水道事業

のよう陀、独立財政の下に独自の収支採算をとっているときはとれ

K属する。一応は独立財政の形式をと b、収支不均衡のとき当然の

措置としてとれを包摂する自治経営体からの繰入金陀よってとれを

補損している港は、部属港と独立港との中間的性格であって、わが

国の重要港湾の多くはこれK属する。港湾、法の規定Kよる港務局管

理の港湾は、法的Kは独立港であるけれども、わが国のそれは財政

の面からいうと独立採算をとり得る段階には未だ達してい念い。経
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費は関係自治体の分担金によって賄われているのが実情である。わ

が固にはとの局営港は、新居浜港と洞海港とのこつだけである。又、

県市協同の管理組合陀よって管理されている港(名古屋港)も矢張

り法的Kは独立港といえるけれども、現段階では局営港と同じく、

財政的Kはまだ独立することは困難左立場にある。
港湾、は既陀完全なる経済的存在である。港湾活動の大部分は経済

的性質のものであり、営利を目的とする各種の企業の収益の場と念

つてなれ管理者は純粋陀経済的根拠Kよる収入を主たる財源とし

てその管理する港湾の経営陀当っている。税関、海運局その他の政

府の出先機関は、今日は港湾経営忙なける従属的存在であって、船

舶の発着、貨物の積卸、蔵置、輸送が港湾活動にお、ける根幹と在っ

ている。徴税、公安、調整等の公益事務は一切が根幹たる港湾作業

あつての存在である。

とのよう陀現実を見て来ると、港湾が本来あるべき経営形態陀つ

いて考える必要がある。港湾、特に重要貿易港は既にその経費の財

源として各種の港湾使用料、サービス料等の収入をもち、港によっ

ては少くとも経常費をカバーする程度K達し、時には後者を超過す

るまでK至っている港湾もある。文、たとえ、経常収支はマイナス

であっても、経営がよろしきを得ば収支均衡を保ち得る港湾も少く

ない。外国Kは収益を目的とする私営港もあるけれども、わが国で

は収支均衡を理想、とする公企業乃至は公共企業としてとれを経営す

るととが最も理想的な形態では左かろうか。何時までも非企業的念

存在では港湾そのものの開発、整備も十分でなく、かつ海運、貿易

利益の半ば以上を収めている外国船会社と外国商社と陀、徒らK奉

仕するとととも左りかねない。わが国の港湾料金が外国陀比べると

著しく低い事実はこれを裏づけている。それならばもし、わが国の

港湾が独立採算の建て前をとり、独立港として経営される場合、そ

の財政はどのよう左性質であるべきであろうか。換言すれば、わが

国の港湾がどのような財政措置をとった左らば、その独立性が実現
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できるであろうか。現在の問題はこれであるo

E 資本的経費と経常経費

凡そ港湾事業忙なける経費は、他のあらゆる事業の場合と同じく、

資本的経費又は臨時費と運営費又は経常経費とに分つことができる。

資本的経費陀は不動産的左恒久施設K対するものと動産的左運営設

備K対するものとがあり 、更に前者Kは土地、突堤、岸壁、上屋、

倉庫、鉄道、水道、 ドック等のようK、その利用者から直接K使用

料を徴収できる施設と、防波堤、水路、橋、道路左ど無料公開され

ている施設とがある。後者は、とれを例えばホテノレvcÌ>~けるロビー 、

廊下のようまものであって、 有料施設K附帯してなり 、 それ~く し

ては有料施設を円滑、便利K刺用できない性質の施設である。運営

設備はクレーン、エレベータ 一、 曳船、ブイ 、はしけ左ど主と して

荷役機械であって、利用者自身の所有運営K属するものもあり、管

理者が所有運営しているものもある。これを刺用するものはその運

営者K対して一定の使用料を支払わなければ左らない。

運営費又は経常経費Kは、一般経費と事業費とがある。一般経費

は港陀よっては一般管理費なる名目にしているととろもあ b、管理

事務費、人件費、募債費等を含み、事業費は港湾活動の主体たる諸

事業を遂行する上の諸経費であるが、との中には港湾労務者K対す

る福祉厚生施設の運営費をも含んでいる。

これら経費K充つべき財源は、従来多くは資本的経費も経常経費

も区別する ζ となく 、只支出総額K見合うよう歳入を計るというの

が現実であって、歳入Kは国庫からの補助金、管理母体である県市

等の一般会計からの支出金、市債等のいわば臨時収入を多額K計上

した予算を以って充当するという、経営原則からいえば甚だ変則的

な措置陀よって毎年の収支均衡を計っている。ただ し、 港湾Kよっ

ては上屋、はしけ等各事業毎に収支を明らかKし、又採算を計って

いるととろもあるけれども、とれも畢寛多くの場合は県市議会陀対
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する予決算報告の程度K止まり、港湾事業経済の総合採算を計り、
更に進んで各事業忙ないて十分左余剰を待て港湾経済全般を支え、

事業経済を港湾財政の主柱であると認識しているというよう陀見られ念い。

凡そ港湾経営の自主性を確立しようとする衣らば、その経常費は

港湾事業から得る収入を以って十分陀補い得る程度の財政状態で在

ければ左ら念い。との経常費Kは資本的経費K伴う利子、年賦償還

金等をも含むべきである。海外になける港湾、殊Kアメリカ合衆国

の港湾にはとの理論陀叶う経営状態のものが決して少く左い。特医、

アメリカ合衆国忙なける外国貿易地帯の設置Kは、設置後一定年限

を経過後は独立採算ができるというととを条件として始めて認可す

る方針をとっている。しかのみ左らず、アメリカ合衆国は主導権を

握っている全米州の港湾陀対して自治港庁 (PortAuthori ty)の

下K経営すべきととを勧告し、港湾財政の独立を強〈要望している。

す左わち、 195 9年 6月22日から 5日間(rLBりウノレグアイのモ

ンテビデオで開催された「米州国際経済社会機構J(Inteト加le-

rican Economic and Social Organization of ~rican 

States) の総会忙ないて、 各国の港湾陀自治港庁を設置すべきこ

とを決議し、その条件として、

1. 港庁の使命は能率性と経済性とをもって港湾利用者、す左わち

その港を利用する荷受入、荷送人、船客b よび船舶に奉仕しなけ

ればなら念い。(註・公共事業として経営すべき意味。 The

mission of the Port Authority should be to serve 

with efficiency and economy the users of the ter-

minal， that i s the consignees， shippers， passen-

gers and vessels which use the port.) 

2. 港庁は独立採算たるべきである。 (ThePort Authori ty 

would be self-supporting.) 

3. 港庁は独立採算を効果的K達し得るよう陀使用料なよびその他
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の賦課を定めるべきである。(ThePort Authority would 

ロ~ke its tariffs and charges to enable it， effi-

ciently， to be self-supporting.) 

す左わち、港湾、は独立採算を旨とする公共事業体である港庁Kよ

って経営さるべきことを要請し、このため陀はその財源、を ζの方針

陀適合するよう K設定さるべきものと決議している。

わが国の港湾法陀ないても、本来の港湾管理者として営利を目的

としない公共事業体である港務局を規定している。そして、港務局

がその業務を行うためK要する経費(港湾工事K要する経費を除o
は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びK港務局の提

供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営K伴う収入をもっ

てまか左わ左ければならない(港湾法:t2 9条) と規定して、独立

採算を要請しているよう K見える。しかし又、損失を生じたときは

その港務局を組織する地方公共団体がこれを補填すべきととも定め

ているので(才 31条)、 必ずしも純粋K独立採算の自主経営体と

も思われない。殊陀現実には、港務局を設けている港湾は前記のよ

うK二つしかなく、他はすべて港湾法:t33条乃至方 36条 K規定

する経過的左管理者としての地方公共団体自身によって管理運営さ

れている。そのため、益々自主自営制から遠ざかった港湾の経営形

態と左っている。

わが国の各港湾の財政実態から見ると、次に掲げるように、港湾

法才29条の規定する程度の収支均衡(港湾料金等の経常収入を以

って経常費を賄うこと)を期待するととは、必ずしも不可能ではな

い状態を示している港もある。故に、どの港も経営方法さえ宜しき

を得ば、との意味の収支均衡を達する ζ とはさして困難なととでは

ない。
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単位1.0 0 0円

1 2 8 4 日 6 7 10 11 12 

函館「市〉 青森(市〉 新潟f県〉 川崎ぐ市〉 横浜ぐ市〉 名古屋係E 大阪(市〉 神戸(市)I lfOO (市〉可関 門司(組〉 博多(市〉 洞海ぐ局〉

支 出

1. - 般 港 湾受 31.1)88 21.227 23，819 94，0 !'i6 4!'i 7，412 !'i 45，0 42 2 11.!'i 3 6 3 !'i 9，13 8 43.121 79，840 !'i4，402 

2. 港 湾事 業 費 14.763 90.347 143，229 49.498 91.427 270，807 465，161 274，124 6，!'i 6!'i 7.493 74，23 !'i 

3.港 湾 整 b育 費 63，l!'i !'i l.!'i 8 7 477.784 6 7，!'i 39 2.'120，496 109.719 36.201 1 !'i2.8 6!'i 61，063 463.186 
4. 建 設 費 29.161 483.349 740.689 8.!'i94063 1.1!'i 2.3 21 1186.824 318.201 435，720 

5 そ の 他 30，206 27，318 412，827 1 !'i8.06 6 421.161 211.821 1 !'i 8.0 6 6 148.428 138.640 !'i 1.1!'i 1 

支 出 i口h 140.112 169，640 644.832 1.107，269 1.447，!'i94 12，!'i !'i1.!'i69 676.697 2，107.123 313，214 670.1 0 8 789，498 !'i 68.7 39 

収 入

1.使用料・手数料 35，289 21.12!'i 28.329 123，!'i84 238.028 447，!'i80 !'i17.628 727，083 23.949 45，728 98，669 66，089 

2. 財 産 収 入 。12.8 !'i4 2，812 38 9，!'i8!'i 2.989.000 184，321 126.!'i21 81.000 308，082 。
3.国 庫 支 出 金 18，618 10.8!'i 3 1 !'i 3，814 35，!'i13 83，1!'i !'i !'i37.649 120.271 12，233 62.678 36，316 61，049 

4 市 債 34.000 94.200 。 70，000 615，233 2，915，000 623，962 149，000 116.000 168.000 。
5 繰 入 金 !'i 1.49 8 30，O!'i !'i 8.000 291.802 175.03 !'i 738.479 200.374 497 。 !'i5，0 00 417，99 !'i 
6. 寄附金・負担金 !'i 9 0.342 34，781 110，8!'i 7 6，485，8!'i !'i 460 78.7 !'i2 6.41 !'i 112，617 6，169 13，961 

7. 雑 収 入 706 49，443 122.399 49，743 7，296 48.036 1.618 279，732 69，30 !'i 17.192 

8. 繰 越 金 。 218.!'i11 1.8 !'i 6，067 308.64!'i 16，889 。 !'i6，!'i !'i9 。
9. そ の 他 !'i !'i3 47，280 39，639 1.832 105，489 

収 入 iロ込 言十 140，112 169，640 83 O.!'i 77 1.2!'i2，8 !'i8 1.3 46，!'i 39 16，019，373 709.70 !'i 2.1 0 7，123 337.122 697，7 !'i!'i 798.100 !'i 7 6，286 

港湾運営費 K対する

経常収入の比率ぐ%)

収入 1. x 100 
x! 

I 75.!'i 18.9 17.0 86.1 43.4 !'i4.9 76.!'i 114.8 74.6 903 64.0 121.!'i i 
支出 1. + 2. 

E 収入 1. x 100 32.11 18.6 4.4 !'i8.!'i 
支出 1. + 2. + 3. 43.4 12.6 67.6 97.8 35.0 22.!'i 45.8 

樹 一印は他項目に含む、文は不明。

f市〉は市管理、(県〉は県管理、(組)は組合管理、 ぐ局〉は港務局管理。

×印は支出一般港湾費のみ計上。

大阪は埋立費を含まず。新潟は整備費(3)の中K建設費(4)を含む。

. . 
ー タ e 

一.
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E 港湾、の自主経営への途

問題は資本的経費の財源陀ついてである。資本的経費には巨額の

資本を要して到底経常収入では賄え左いものと、経済ベース陀乗り

経常収入で賄い得るものとがある。前者の例としては、防波堤、水

路、橋、 道路のよう念無収入施設の建設費が典型的~ものであり、

突堤、上屋、倉庫等も有収入施設であっても、一時K巨額の資本を

要するものの建設費は、経常収入だけを以ってしては賄い得ないの

が普通である。このため、港湾法忙ないては、港務局必よび地方公

共団体にとのための債券の発行を認めている(才 30条)外K、重

要港湾(政令で指定)の一般公衆のための港湾工事については、そ

の建設費は国と管理者とが折半負担するととと左つてなれ避難港

はとの比率が国 75 %、管理者 25%の負担と定めている(才 42 

条)。との外、重要港湾の臨港交通施設、地方港湾の港湾工事につ

いては国が予算の範囲で補助金を支出するとともできる旨の規定も

ある(才 43条〉。す左わち、港湾の資本的経費(但し、無収入施

設と突堤、岸壁のよう在外かく施設なよび繋留施設の建設改良費〉

は、固と管理者とで負担する建前と在っている。

しかし、前K も述べたように、港湾特に貿易港は経済的存在であ

るから、とれを利用して営利を得ている業者が無数にある。とれら

港湾の直接受益者は、事業税を都道府県に支払っているけれども、

港湾管理者は必ずしも都道府県では左く、重要港湾の管理者Kは多

くの市が含まれている。市は事業税からは何等の恩恵K浴してい左

い。又、たとえ府県が管理者である場合も他府県又は外国の業者で

その港湾を利用するものからは事業税を取るととはできない。故K、

港湾の直接受益者も、国税、普通地万税の形で支払う間接負担の外

陀、直接K建設費の一部分を負担するととが妥当であろう。との直

接負担の形式は、港湾料金の構成要素として経常経費と共K資本的
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経費の一部を配分することである。しかも、それは各種料金の対象

である個々の施設に直接関係する個別建設費償却の意味にないてで

は左〈 、防波堤、橋、道路等の所謂無収入施設の建設費の管理者負

担額をも償却し得る程度忙ないて、受益者kてこれを負担させるとと

は決して不合理ではあるまい。問題はとの負担配分率であるが、と

れは現実陀基づいて算出すべきである。

かく て、港湾になける建設改良費の負担者は、国(す左わち国税

支払者〉 、管理者(地方税負担者)なよび直接受益者の三者となる。

前二者Kついては既陀述べたよう K港湾法忙訟いて一定基準が設け

られてお、れ実際Kは国と管理者との交渉Kより、法規定の分担率

通9VCはなってい乏いけれども 、兎K角二者分担は実現されて来て

いる。しかし、各地方公共団体の財政は、との分担額の支払Kはい

ずれも苦悩してなり 、況んや港湾経営に自主性をもたせ、完全左独

立採算を実現するには程遠い実情Uてある p ととK港湾、経営の理想、の

形態として自治独立を期するため陀は、或る程度の抜本的施策が必

要である。現状の港湾経営の下忙ないて、 もし独立採算の体制K移

ろうとするならば、現在の財政事情について次のよう左措置をとる

必要があろう。

1. 資本的経費のうち、港湾の建設改良費は国と管理者と原則的K

は 50 %ずつ分担するととに左っているけれども、現実陀は 4対

6、又は 3対?のよう K、多くの場合管理者負担の方が多〈左っ

ている。 との分担率は工事K対する要望が地方K強いか、固に

強いかで定まるようであるが、貿易港の場合は地方の要望即ち国

の要望と見るべきであるから、 との現実の比率は逆陀固に重く し

て管理者の負担を軽減すべきであろう。無収入施設については特

陀との必要がある。

2. 港湾管理者の分担額は、多く公債又は借入金を以ってとれK当



-44 -

て、国が指定ーする期間なよび利率Kよってとれを償還するととに

左っている n 償還期間は多くの場合陀一律VC2 0年であるが、突

堤、防波堤などの建設Kは時Kは 10 0億を超え、文耐周年限も

5 0年以上Kも及ぶものがあるから、 20年の償還期間は短きK

失し、もしも独立採算の自主自営ならばとれを少くとも 40年K延

長する必要があろう。原則的医は、その港湾の年間経常収入の10

¢の範囲K償還金を止め得るよう 、分担金、償還期問、利率を定

めることが望ましい。

3. 港湾経費の財源の主たるものは、管理者が運営寸る諸施設の使

用料診よび諸サービス料である。凡そ、港湾料金はその大部分が

民間会社の収入と左るものであって、管理者収入と在るものは管

理者が設置し運営 している施設だけである。とれK関する神戸港

陀なける実情は次表の示す通りである。

故花、管理者収入の増加を計らんとする左らば、先ず管理者は有収

入施設を増設し、又は新たな事業を興すに如くはない。しかし、港

湾法才 13条陀より、私企業の公正左活動を妨げるよう念事業を営

むととは禁止されているから、新規事業Kついては自ら制限がある。

有料倉庫の建設の知きは最もこの法K触れ易い事業であるが、特に

不況であるときを除き 、多くの場合K各港湾では倉庫不足K悩み、

との結果として神戸港のように「上屋の倉庫化」という現象さえ生

じて来ている。故に、営業倉庫と競争し衣い範囲での倉庫の運営な

らば許さるべきであって、この点は研究を要する。しかし、との法

規K関係のない施設、特K突堤、岸壁、上屋、野積場、荷役機械、

ブイ等の施設は大K増設して、その収入を計るべきである。
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船積閣係主要料金

(神戸港・経岸荷役雑貨1トン当.b)樹

種 Bリ 料 金 、 左のうち管理者
の徴収するもの

倉 入 オl 料 140円 一円

上 屋 保 管 料 10日保管と仮定220 28 
貨
検 量 料 !i!i 

物 局a.. 出 し 料 140 

関 横 持 料
割増 42
10!i 

係 突 堤 積 料 !i30 

料
船積貨物取扱手数料 2!i0 

金
船 内 荷 役 料 168 

フォアマン.ウオYチマン料等 若干

通関(包括〉手数料 ( 1回 1，!i00)

言十 1，6 !i0 28 

水 先 料 5 
船(
綱 料

舶若
取 2 

関一 岸 酷=主主 使 用 料 1!i 1!i 

ν日、〉ト/ ヲ| 船 料 18 18 

料K ト ン 税 20 

金要 特 月リ ト γ 税 2!i 

言十 8!i 33 

合 計 ( 1 0 0%) 1.. 7 3 !i円 (3.!i%) 61 円

樹 本表は神戸市港湾総局管理部Kて調査したもの。

管理者の徴収ナる上屋使用料は平均在庫日数が長いため、実績は80円程

度である。

船舶関係料金は下記の仮定のもとに算定した。

船舶総トン数〈平均)7，000トン 船舶純トン数(平均) 4，!i!i0トン

積卸貨物(平均)1，800トン 繋留日数(平均) 2.!i臼

入出港とも曳船各1隻使用
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4. 屯税はわが国では国税となっている。とれKは、従来から設け

られている屯税の外陀、近年は「特別屯税」を謀するととに左っ

ている。前者即ちいわば普通屯税は、国の歳入として関税と共陀

一般会計K入るけれども、特別屯税は目的税の一種で、港湾の開

発改善のため陀使われる税である。しかし、屯税なるものはもと

もと入港税であって、その港湾だけに関する公課であるから、外

国ではその港の重要左財源、と在しているととろが少〈念い。特別

屯税はいずれ港湾事業陀還元されるとしても、屯税そのものが昔

日の「国の営造物」時代の遺物的観念K基づくものであるから、

現在の意識からすれば当然、K各港の専属収入とすべき性質の公課

であろう。

5. 事業税が都道府県税陀なっているため、港湾を収益の場として

営んでいる業者の事業税は直接陀港湾の財政に寄与すること陀左

らない場合がある。す左わち、市が管理する港湾Kなける場合が

ζれである。業者は管理者施設陀対する使用料支払という形では

寄与してはいるが、管理者施設を使用し左い業者も甚だ多い。故

に、港湾諸企業陀対寸る事業税は一般事業税から分離してとれを

管理者歳入とすべきでは左かろうか。

6. わが国の全港湾を通じ、使用料、サービス料等の港湾料金が海

外陀比べて著しく低いということは世界陀知れEっている事実で

ある。個々の使用料についての比較は、その内容が多少異るとと

ろから困難な点もあるが、大まかな点はと〉陀掲げた表で知ると

とを得るであろう。
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港 湾料 金比

香港 氏/ガォ←ル マニフ コロンボ

1.入港税「屯税〉 1 n.r.t. なし ~ し 4flー

Port dues (英〉

E弘rbrurdues (カナダ〉

T佃 lage血es(マニラ〉
オ」スト
ぐラリア 〉

Tonnage t ax (米〉

2.碇泊料 開OOtonmoo-18Moo- 3，600一 37.044ー

b勧~irg rates } 香港
級船2僻
品吹っき

ABCTM3mgec 

Side叶:arfage}
Bertl昭 e' } (カナタ〉

{RE云drkqugerCsハerワvイi白〉 clmzgf 

(ハワイ〉

Tormage ra tes (豪〕

対larfage(γγヵ京一ノレ〉

3.岸壁使用料 k貨っ物きltQ1 料金表

Top吋larfage(カナダ〕
C普通貨助

W:arfage (その他〉
を含む

、

4.曳船料 材合問00 11.681-
ton級1隻
ltugにつ
き執務時
間内

5.プイ使用料 日OOton
級 24硝

一一一
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較表 ( 1 9 6 1年)

メルボノレン シドニー シアトノレ Iサンフラ ロスァγ ホノルノレ ノミンクー 神戸
ンシスコ ゼルス ノ、.・一ー

2 O.16 20.16 念し 21.盟 21.00 21.60 10.92 18.OC 

外VCl隻κっき 間関手数
料 1加。盟 年目回 3四分

まで有効
年K有て効I 

18，日00ー 23，600- 21.276一 19，620ー 13，!iOOー 39，60()-卜っ長き11f0t姐V亡Y、 7，!iα)-

48，伯ト
5000gd. 
=1却m
と仮定

f出〉 料金表 163.80 288.00 料金表 216.00 163昇。 1.!i() 
ree (出〉 平 均

〈入〕 20並-147盤 190.00 
33624 (入〉

叫.3!i-30024

26，23ひ一 27，000一
但21し6主0埼()-間 36，400一 1700ト

但1時間

ll，37!与一 2，2日ト
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凡そ、港湾料金の如き公課は、低いからといって貿去の促進陀左

るというほどのものでは左〈、又高いからといって輸出を妨げるほ

どのものでも念い。それほどに商品原価陀対しても、海上運賃K対

しても軽微左負担であるK過ぎない。故K、とれを或る合理的左線

まで引上げて港湾経営K寄与させるととは、政策としてあ左がち無

理では念かろう。抑々、現行の使用料の多くは、概ね非合理的要素

で形成されている。すなわち、伝統で定まっているもの、国内他港

を真似て定めたもの、或いは業者の圧力Kよって定まっているもの

念どがとれであって、ーとして港湾の自主経営を目標に定めたもの

はない。たまたま原価計算方式で定めた使用料があっても、その目

標は単に個々の施設の原価償却陀あって、港湾一般の管理費や無収

入施設の建設費支でも分担させる意義は含まれていないp これをど

の点まで引上げ得るかということは、その最低の線としては新設原

価ではあるが、次の諸点を考慮の上定めるべきである。

(1) 貨物の輸出入価格と海上運賃K対する影響度

ζ の点Kついては既VCI港湾の経営とその財政問題J (昭和 36 

年 3月・国際経済研究方 11号)、なよび「神戸港忙なける荷役経

済の研究J(昭和 38年 1月。神戸大学経済経営研究所発行〉にな

いて具体的に論じているのでと Lでは省略する。

(2) 港運業者の経営維持力

とれを測定することは極めて困難である。港湾公課の引上げに対

しては、程度の如何にかかわらず、常K一斉K反対の声を揚げるけ

れども、とれは業者として当然のととであって、何時如何左るとき

でも、文誰でも謀金引上げについては反対の意をもっととは当り前

である。殊花、業者の経営状態は千差蔦別であって、十分余裕りあ

る経営を行っている会社、然、らざるもの念ど雑多であり、どれを標

準経営とすべきかを見定めるととは全く困難である。しかし、凡そ
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公共料金左るものは業者の経費のうち優先を在すべき性質のもので

あり、荷役料その他の収入料率を定める場合医、その原価として常

数的地位を占める経費であるべきである。前表に示した船積関係、主

要料金陀関する数字を見ればわかるように、民間業者K入る荷役料、

サービス料K比して管理者収入と在る部分が如何に低いものかは明

瞭であろう。公謀、使用料を或る程度引上げ、とれを荷役料陀織込

んで、しかも経営維持困難を訴える業者がありとすれば、その業者

は他の経営面にないて不備左点があるものと見られでも仕方が左い。

実際には、折衝によって業者の納得する線を出すより外陀途がまい

というととに在る。

(3) 貿易港が国際的存在である以上、港湾料金Kついて国際的陀

考慮すべきととは重要である。実際料金の国際比較表を前に示した

が、 ζのようKわが国のみが低率であるととは、一面からいえば船

会社や荷主が同ーの条件にあるに拘わらず、外国港では高率の港湾

料金を甘んじて払い、わが国港湾では低率の料金しか支払わないと

とK左り、わが国の業者K対しては ζれでも貿易海運の振興策のー

として考えられないととも乏いが、とれと競争相手である外国の業

者をも同じように保護している事実を指摘しなければ左ら左い。各

国とも航海通商友好条約陀沿いては常K相手国の船と貨物と K対す

る無差別待遇を規定してなり、又港湾法でも不平等取扱禁止を規定

(港湾法方 13条 2項)しているから外国船、外国貨物陀苅して差

別ある料金を課するととはでき左いσ 故花、一般的に少 くとも外国

の港湾料金陀近い線まで引上げるととは、国際経済の立場から見れ

ば不当とは思われない。
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港湾設備の増強と地域開発

伊坂市助

「関東学院大学〉

1. 港湾設備投資増強の重要性

経済成長K対応する重要課題のーっとして、わが国では特陀立ち

遅れのいちぢるしい港湾整備問題のあるととは周知のどとくである。

ところで、との問題は、(ー)社会資本、ないしは公共設備投資の充実

として、道路・公団住宅・治水などと共K喫緊事とされる公共埠頭・

荷揚場の増設や、水路の深化・防波堤の拡充など港湾の公共施設陀

関する面とともに、(斗民間資本、念いし民間設備投資のうちでも、

近来きわめて重要部門を占めている臨海工業地帯の造成Kとも左う

民間専用埠頭の増設の面を併せて検討するととにより、はじめて全

般的左見となしを可能とするものである。

しかしながら、その将来の拡充程度の想定については、両者とも

に多くの困難がともない、~かんず〈、実際の拡充推進K際しては、

前者は国の長期予算計画陀より一応の安定ある継続施行が可能と~

るの陀、後者は景気波動の影響下K、民間設備投資の抑制をうけ、

工事の中絶・延期などを余儀なくされる場合も起り(昭和 36-38

年の実例Kも見られたよう VC)、目標達成Kついては仲々の困難が

横たわるものである。しかも、乙の港湾造成陀は、他の建設事業K

比し長年月を必要とされ、速応的な需給のバランスの見合いがとれ
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陀くい側面をともない易いのである。

しかも、かよう左一般的条件下陀ある陀もか Lわらず、実際Kは

現下、わが国のよう在国情のものにあっては経済成長の円滑な進行

のためKは、輸出促進、したがってまたその前提と在る原燃料の輸

入増量を賄うためKも、さらKは、公共投資の増大による国内需要

誘発の一助K資するためにも、港湾設備投資の拡充は、公共、民間のい

ずれを問わず、極力促進K努むべき事態にあるとする判定は至当の

よう陀思われる。運輸省港湾局が公共埠頭等設備増強を急ぐために、

ざき K、国民所得倍増計画に見合う「港湾設備 5ク年計画J(予算

総額 2.5 0 0億円、昭和 36年 6月制定の「港湾整備緊急措置法J

K基<)を 4ヶ年で予算使用の完了方針K改め、さらにまた、その

一層の促進を企図 して、昭和 38年 7月K至れ「新港湾整備 5ヶ

年計画J(予算総額 7，20 0億円、昭和39年度より同43年度ま

で陀施行)を提案するKいたったとと左ども、全〈上述のような理

由K基いているのであろう。ととに、との新5ク年計画にあっては、

新産業者1)市建設促進法陀基〈新産業都市 13箇所の指定が決定(昭

和 38年 7月 12日閣議)にとも念い、 ζれ陀対応、すべき新事情の

ためにも必裂の生じたものと解せられる。

2 公共埠頭の増設計画と臨海埋立百十幽の械況

港湾設備の増強目標の想定が、公共 ・民間の双方ともに困難の多

いと とは、さき K一言したととろであるが、とくに民間専用埠頭の

場合は、各地域K招致ぜらるべき工場の予測がつかぬ限り、呑吐貨

物の種類・数量の予定がいかんとも想定しがたいことであるから、

極めて概約的K船舶着埠可能予想、を想定しえるにと Yまる。た Y し、

前述の新産業都市建設促進法などによれ従来、わが国土計画なり 、
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地域開発左り陀確然たる方針 ・秩序を欠いていた欠陥陀対して、一

応む基幹的方向づけができ 、したがって、その実行案の具体化陀つ

れて各地域の今後の発展予想Kついての略図的青写真だけでも作成

可能Kなるであろうから、次7ftrL誘致臨海工場の内容・規模、それ

にとも念う専用埠頭陀関するョ リ明確左想定にも道が聞かれてきた

といえるであろう。

(a) 公共埠頭の増強計画

現行の全国的左港湾、の公共投資目標は、 「国民所得倍増計画 J

K土台を置いている。向計画になける算定によると 、 1 0年間の港

湾投資総額は 6.00 0 億円~ 7，0 0 0億円を一応の適正目標とし、

そのうち、約 30%trL当る 2.0 0 0億円が特定重要港湾なよび重要

港湾、の増強K引当てらるべきだとしている。(参考 :港湾投資につ

いては、港湾資産と産出高としての港湾取扱貨物トン数の過去の関

係から 、 今後の原単位トン当り 2 円~~ 2円40銭・・・・昭和 9~ 1 1 

年1Jl[i格・・・・ とし、昭和 45年度の浴湾取扱トン数予想高医、 ζの原

単位を乗じて所要資産額をもとめ、これから得られる資産純増額と

年々の補填投資額の和をもって 10年!E¥JO投資額としたものである。)

た Yし‘ ζれはもとより大まか宏一応0 目棋にすぎぬものであるか

ら、 との目標とは別途に、かつ託行結としての「港湾整備 5ヶ年計

画」なるものを、全国の各港湾管加者il山ら提出せられた具体的算定

案に基ずいて設定し、昭和 37年j定以降、各港はそれによる予算配

布によ b施工を進めるととになったものであゐ。

右陀よると、 昭和 40年度までに、全国師、計で 2.300億円、 う

ち、外国貿易港{i4 1億円、内副貿易港4<6 9. 7億円で、 (この両

者計 1.1 1 0.7億円〉さらに産業港湾として大量貨物荷さばきに対

処寸べきものに 88 1. 4億円、その他vc3 3 7. 9億円となっている。
この公共投資により 、最も中心を友寸パ ースの増設数をみると 、外
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貿用 (1-1.5重量屯型船舶の接埠用) O 3、同改造分 9、内貿用

3 7、産業港湾用 10 5、同改造4、と在っている。そして、右の

うち外貿用増設では、横浜が 15 ¥神戸が 13、名古屋が 5、東京・

大阪が各4、清水・門司が各 3とされている。

ちなみK、このような増設を需要するととろの呑吐貨物量の算定

は、所得倍増計画によると、目標年次である昭和 45年度陀は、 ( 

以下カツコ内は 34年度の実績)外貿では輸出 2.2 O 0万トン(9 

6 0万トン)、輸入 20.2 O 0万トン(7，2 1 0万トン〉で、輸入

のうち、一般貨物は 11.960万トン (4.O 5 0万トン)、石油が

8.400万トン(2. 6 6 0万トン)とされ、輸出入合計約 2.2 5億

( 0.8 2億) トンとされる。また、内貿では荷動き量8O 0億トン

キロ (39 2億トンキロ〉と予想され、海上荷動き実量で約 3.4 5 

億トン(1. 4 5億トン)、以上、いずれも荷動き量が 10年間VC2

-3倍の著増が算出されていたのであるが、内貿の港湾、取扱量は出

し入れ双方があるから、実際Kは上記荷動き実量の倍量の約 6.9億

トンと左る。そしてまた、 「港湾整備 5ク年計画」でも目標の昭和

4 0年の港湾内外貿易貨物取扱量の全国総計を 62，0 0 0万トンと

推定していたのであるが、その後の海上荷動きの推移は意外K伸び

率が高〈、実績は 35年 45.5 0 0万トン、 36年 54. 0 0 0万ト

ンと上昇し、 39年度には早くも 65. 0 0 0万トンを越える見透し

陀さえなってきた。

「新港湾整備 5ヶ年計画J(昭和39-43年度)が 38年 7月

にいたり運輸省から打ち出されること陀なったのも、現行の 5ク年

計画を 38年度で打ち切って(目標の 55 %を達成)、ぞうした海

上荷動きの急増や、新産法K基っく地域開発の推進K対応するため

の革新的措置として解せられる。本計画は 5ク年間予算総額 7，20 

0億円の規模をもって大蔵省K予算折衝が行われるのであるが、内
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訳は(1)外国貿易港湾の整備に約 1，000億円、 (2)内国貿易港湾の整備に

約 1，000億円、 (3)産業港湾の整備に約 2，000億円、(4)新産業;部市嘩湾の整

備K約1，500億円、 (5)広域港湾、の埜備K約600億円、(6)航行安全碓保のた

めの*路竣謀、避難港の整備に約 400億円、その他となっている。とれら

の予算編を現行5ヶ年計画と対比してみると、外貿 ・内貿・産業の各港湾と

も(1[2-3倍程度K当り、新産業都市港湾・広域港湾左ど新情勢陀

対応する新規の予算請求が多額K計上されている。そして、フナ 1年

度予算は 800億円。果してとの予算請求がどのように結着するか

は別として、欧米先進国K比して立ち遅れの著しいわが港湾設備の

整備促進のため陀歓迎寸べき措置と し左ければならない。

との新 5ヶ年計画の目論む主要内容を概括寸ると次のどと〈であ

る。

(1 ) 外国貿易港湾の整備・…現状では滞船滞貨をひき起し易い状況

陀あるから、 36年K経験したような輸入貨殺到陀よる異常な

船混み左どは別問題としても、貿易促進政策を推進する以上は、

それに相応した外貿港の整備を促進する必要があり、六大港のう

ちでも、横浜・神戸 Kついで、とく K名古屋・川崎に力点が訟

かれること陀なっている。もちろん整備内容としては、パース

の増強を主とする。

(2) 内貿港湾の整備・・・・その整備計画の立案上、重要念参考基礎資

料と左るべき「全国物資流動の長期予測 J(運輸省 38年 6月

発表)があるが、 との調査は、所得倍増計画、全国総合開

発計画、産業適正配置構想念ど 45年を目標年次と して想定さ

れている諸経済計画の実現に際して起るであろうととるの諸物

資の全国的な流動予測で、そのうち海上荷動き量は、さき陀掲

出されたように、実量 3.45億トン、 したがって、その港湾で

の出入取扱量は倍数の 6.9億トンというとと忙なっているが、
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早〈も実績は 35年 3.4 8億トン、 3 6年 4.0 3億 トン、 とい

うよう 左伸びを示 している。内貿海運は 45年の国内地域間 (

1 2地域に区分 して)全輪送予定量 3.9 9億トンの過半である

5 5 % (3 3年には 47 %)を占めるのであ るから、その増勢

陀対 しては大いK意を払う必要がある。

(3) 産業港湾、の整備・・・・ 次掲の新産業都市関係以外の港湾でも、工

業活動の大規模化Kとも左い、各地の鉄鉱石 ・石油友 ど原燃料

輸入のための工業用港湾の拡充と して重視される。

(4) 新産業都市港湾の整備 ・開発 ・・・・新産法による指定 13都市の

フち、松本 。諏訪地域を除く 12ク所が臨海地域であり、その

工業閥発Vては港湾の整備 ・開発が必須条件と右:る。た Yし、 ζ

れらの諸都市の多くは、 寸でに港湾建設に大~り小なりの発足

をしているから、断続工事が中心と左る。道央(苫小牧・ 室蘭.

小樽)、八戸、仙台湾(仙台 ・塩釜 ・石巻L常磐 ・郡山(小名浜〉 、

新潟、富山 ・高岡 (富山新港)、岡山県南(水島 ・宇野) 、

徳島 ・小松島、東予(西条 ・二壬生)I!)、大分 ・鶴崎、 日向 ・延

岡 (細島) 、不知火 ・有明 3 た牟田(八代)左どの 12の新主

業都市指定地が、いまや、国家的助成のもとに急速左工業的発

展を推進されるにつれて、それに応しい港湾の整備 ・開発が併

行 しなければなら念い。左なまた、その他Kも「工業整備特別

地域 」なるものが別途に指定せらる〉ことに左り 、鹿島(茨城

)、東三河、播磨、 備後(広島)の 4地区の闘発も促進される

ととになった。 とれらの新興臨海工業都市地域陀対して、明確

かつ多額な公共投資の新規投入が特陀予算化されることは、特

筆K値すべきととであるう。

(5) 広域港湾の整備・・・・ 既存の港湾地帯で背後地K大工業地域をも

っているもの陀ついては、同地帯にあるいくつかの港湾を包括
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して、相互を有機的結合に導き 、有無相通じて共存共栄を可能

ならしめるよう左大規模化 した港域の形成を目指寸にしくは左

い。とれ陀値すべきものとして近来調査を進められている東京

湾横断堤(千葉 ・神奈川両県を結ぶ、たとえば木更津 ・川崎ま

たは横浜問、宮津岬 ・横須賀市走水聞のどとき)、大阪湾大防

波堤(大阪 ・尼ケ崎 ・神戸を結ぶ沖合線)、関門海峡仕切り堤(

海峡両端K築堤)など。た Y し、 とれらはな Pいずれも厳密左

調査を先行させねばならぬので事業費予想の約三分の一程度の

予算計上にと Yめられ、かつ着工予定も4<0年以降とされてい

る。

(6) 航行安全の確保K闘する事業・・・・ 船舶の大型化に対応するため

の航路水深の増大、愛媛県沖の備讃瀬戸航路の波諜など。なら

びK避難港の整備促進。

(b) 臨海埋立計画

港湾建設のいま一つの面である民間専用埠頭については、上記

の公共港湾設備のような明確左測定の把握が至難在るとと既述のと

なりである。したがって、これは一応、臨海工業用埋立計画の各個

検討により 、その概貌をうか Yレヨ出すより仕方が左い。もちろん、

それとてもその埋立計画地陀いか念る工場が誘致されるのか、また、

その規模がどの程度のものなるカ;が明かKされぬ限りは、設定さる

べき専用埠頭の推定は不可能である。それゆえ、現下一応測定され

ている各港湾管理者算出の民間専用埠頭の増設予怨は、いずれも鉄

鉱石 ・屑鉄 ・石炭・石油などの特定大量貨物の、当該港湾地域の工

業発展の概勢と、所得倍増計画K依る生産伸長度の予測JVC見合うそ

の港湾地帯の原燃料需要量の推算とを仮定して、その推定量を年間

の当該貨種の概約 1パース当り荷役可能量で除して割出したもので
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あるわたとえば¥既往D実績を加味した平均値で割り出して、大型

貨物船 ( 1~ 1. 5 重量トン型)着埠の 1 パース当り年間荷役可能量

は、パラ荷 20万トン、雑貨 15万トンと概算されたとすれば、そ

の平均値で推定専用埠頭貨物量を除せば所要ノミース数を一応推算し

えるととに左る。

通産省の算定Kよると、現在の全国工業用地面績は大約1.8億坪

( 6億平方米〉であるが、所得倍増計画の目標年次である 4<5年度

末まで陀は、さらK約 2.1億坪(7億平方米)の工業用土地造成が

必要と推算されているが、そのうち最近までに国内諸地域で計画さ

れ、かっすでに一部施行済みの昭和 36~ 4< 5 年(l 0ヶ年間)の

予定臨海埋立面積は総計、約1.1億坪 (3.64<億平方米)と推算さ

れている。(た Yし、との面積のうち陀は一部堀込み式造成の分を

ふくむ)

そして、との臨海埋立10ヶ年予定量約1.1億坪のうち、北海道

4< 0 0万坪、 (うち、堀込み式の苫小牧 370万坪)、東北 660

万坪(うち、 :八戸 16 0万坪、仙台湾 230万坪、以下単位名略〉、

関東・信越 2.3 O 0万坪(うち、千葉1.000、鹿島の堀込み造成

3 6 0、横浜 20 0)、東海・北陸 2.3 3 0万坪(うち、名古屋

9 2 0、衣浦 30 0、三河 18 0、四日市 130、清水 28 0、富

山・伏木 24 0)、近畿1.6 0 0万坪(うち、大阪・堺・泉北 660、

姫路 62 0、下津 130、神戸 80)、中国 1.7 0 0万坪(うち、

水島 570、福山・笹岡 320、呉。広島 11 0、宇部・小野田

120、下関 13 0)、四国 580万坪(うち、西条・壬生川 250入

九州 1.4 0 0万坪(うち、大分 ・鶴崎410、八代 16 0、苅田

1 5 0、博多 130、門司・小倉 10 0)、という概約の予定量が

運輸省港湾局でも計出されている。

上記の臨海埋立計画規模の数字は、従来のわが 6大貿易港や、 16
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の新産業都市左らび陀工業整備特別地域陀なける開発スクーゾレの大

局を察するための手がかりを与えはするが、それと不可離の関係K

ありながら、民間専用埠頭の将来図の割出し陀とれを結びつけると

とには在な幾多の困難が介在している。

3. 地域開発と民間専用埠頭の造成

新産業都市や工業整備特別地域の開発を中核とする今後のわが地

域開発陀、幾多の困難がともi5:うであろうととは申寸までも左いが、

長い年月にわたる論議を経て、あえて国法の設定までして、とのよ

うな地方的拠点式開発方式を選む陀至ったのは、それらの諸困難を

上廻るメリットを世論が確認したから陀ほか左ら左い。す左わち、

①既存大都市の過度集中の抑制、②所得の地域格差の是正、を主軸

として、国民経済の安定成長をはかろうというのであるから、資本

制的無秩序K放任されてきた現状からすれば、確かK協力を惜んで

はなら左い企図陀相違念い。

そ ζでまず、右の観点に立って、及ぶ限b現実的に判定すると、

各地域の開発上の大綱が次のよう念輪郭をもって描き出されるであ

ろう。

ト) 鉄鋼工業の新設適地

臨海埋立地帯は、それぞれ個有の立地条件K応じて開発さるべ

きで、したがって、各地帯が猫も酌子も重工業化を目指した D、

また、既存の国内過剰の工業や、 自域附近の消費市場K無縁な商

品の工業誘致などに傾倒すべきで左い。そのような観点から、た

とえば、今後、鉄鋼業の誘致K適当なのは、次の 4地域であろう

と経済企画庁などが構想しているという。
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付) 八戸、不知火 ・有明 ・大牟田・・・・砂鉄精錬の電気炉

わ) 岡山南 ・大分・・・・ 高 炉

(斗 石油精製 ・石油化学工業

』原油輸入のタンカー船の大型化は年とともに度合いを増すとと

必定であるから、水深上無理があったり 、堀込み式の臨海埋立地

域陀、との業種の大工場左り、石油コンピナートを企図するとと

は、 もとよ b避けねば左ら念いことである。適者適存からする と

の選択要件と、国内既存設備の状況とからなして、適地は必ずし

も多くはないように思われる。

(三) 大量貨物を原料とする工業

しかし左がら、鉄鋼業や石油工業のほかにも、原燃料に大量貨

物を使用する工業は他陀多数あれそれらのうちで地元の諸条件

陀適したものを選むで誘致陀力めるととが、臨海埋立造成地の活

用陀は最適の方法なのであるから、たとえば水産加工、製粉、飼

料、化学肥料、化学製品、非鉄金属、造船造機、木材加工、火力

発電、その他、工業立地上有利念もの 込招致育成を計るのがよい。

か くして、臨海埋立造成地域医設定せらるべき民間専用埠頭は、

各地域開発の進捗につれて次方Kその規模や、基数の予測を可能と

する陀いたるであるうし、とと にわが国の埋立造成方式が、公共埠

頭用以外は、いずれも各地域の港湾管理者が主体となって設計 ・施

工を進めつ入民間へ移譲するのであるから、公共埠頭との関連 ・

調整なども比較的計画的K具体化しえる可能性があれ今後います

としく時をかす左らば、民間専用埠頭の造成予測も間もなく 、全国

的な概況予測が現在より 、はるかK明確陀念しえるものと考えられ
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る。

そしてまた、この民間専用埠頭の造成計画が、さきに述べた公共

埠頭の造成計画ととも陀、適切陀推進されるので念ければ、多ぐが

臨海工業地帯の造成K土台を訟くわが地域開発陀も、はたまた、経

済の安定成長Kも、いずれ陀も一大坐折の生ずるととも戒心ぜねば

ならぬととろであるD
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港湾における新らしい労働管理の概念

〔港湾になける労働管理の重要性〕

高見玄一郎

(横浜 市立大学〉

1. 港湾を研究寸る場合、時とすると、その物的則面陀終始するき

らいがあるが、 人的要素の研究が決定的陀重要であるととが、特に

注目され念ければならないp 特陀わが国の港湾計画忙ないて、数年

前から、経済の高度成長陀際会して、港湾なよび道路に対する公共

投資の不足が叫ばれ、埠頭の建設と、とれ陀伴う各般の施設、輸送

手段の建設は、可念りの程度K、急速に進展しつつあるが、今や、

港湾K砕ける労働管理の問題が、とれらの埠頭建設のネックになり

つ Lある。この見地から、われわれは、近代的埠頭陀沿ける労働組

織なよび労働管理の概急を確立するととが急務である。

2. (労務雇用形態の特殊性〕

2. われわれは先ず、港湾になける労務の雇用形態の理解からはじ

めようわその極めて特徴的左点は、港湾労働の大部分が、日傭労務

者陀依存していることである。運輸省港湾局の統計によれば、わが

国の 6大港の日傭労務者への依存度は

船内 63.5 % 

市岸 44.0 % 

その他 1 5.2 % 

となっている。港湾統計になける日傭労務者の数は延数で表わされ、

1ヶ月の稼働日数を 25日として計算されているので、延数から逆

算 して常用労務者数と比較しているわけであるが、日傭労務者の比

率は、港Kよって異っている。とのよう K、港湾労働者の大半が日
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傭労働陀依存しているととボ他の産業部門陀見られ左い注目すべき性格である。

3. さらに、との港湾労働力の大部分を占める日傭労務者が、数種

の異った雇用形態を持っているととである。たとえば、横浜港忙な

いては、次の 8種類である。

a 優先班= 身分的には日傭であるが 1つの作業班を構成し、

作業陀去りする技術と経験を持っている。

b 顔 付= 特定の作業会社K個人的K結びついている日傭

労働者。

c 日 傭= 職業安定所のあっせんにより募集される純然た

る日傭労働者。または職安を通さ左いで、作業

会社が門前募集を行う日傭。との後者を1つの

部門と考えるとともできるので、 正確Kは4種

類である。

港湾作業は、作業会社が常用 している作業の幹部要員の下K、実質

的な労働力は、上記のような、 日傭労働者の労働力の組合せによっ

て行われている。

4. とのよう左雇用の形態が何故K発生 したかというととをと〉 で

詳細K論ずるととは不必要であると思われるが、通常それは港湾貨

物の波動性Kよって生じるものと説明されている。確かK波動性の

問題はその 1つの重要な理由であるととは間違い無いと しても、 本

質的理由は今少し経済の基本的左部分にある ものと思われる。わが

国忙ないてばかりでなく 、外国陀ないても、とのよう 念雇用形態が

行われている。昨年9月ロンドンで出版されたロッテデ ーノレ委員会

の報告書 (Reportof the Comnittee of Inquiry into 

the Nfujor Ports of Great Britain: London， Her恥bje-

sty's Stationery Office， Sep.1962.) 
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でもとの制度陀ふれて、

「との制度から生じる様々念悪を軽減する目的のもとに、 19世
紀花、古いロンドンのドック会社が週給の常用労働者(theWee一
k 1 y wo r ke r s) ，優先雇用者 Cthe Preference men) ，なよ
び日雇労働者 (thecasual res idue ) の 3 部から~る港湾

労働の組織を定め、い〈らかの改善乞試みた。との制度は、基本

的K、今日まで存続している。 JCPara.367.， P. 132.) 

わが国Kないて現在行われている制度もまさ陀とれであり、ロンド

ンKぉ、いて 19世紀陀なこなわれた「若干の改革」がわが国では20

世紀の 50年代K行われたのであった。

〔港湾陀なける資本と労働との背離〕

5. 資本主義社会陀ないて労働の問題を論ずる場合医、とれを資本

との関連にないてとらえ左いならば、ナンセンスである。周知のよ

うに、資本と労働と の関係は、労働力の供与K対する労働資金とい

う相互の自由左契約を基礎とするものであるが、ととでわれわれは

港湾資本の問題Kついて検討し左ければ左らない。

特Kわが固にないて顕著念事実は、わが国の主要港湾が、明治20

年代以降、国の財政資金によって築造され、固によって管理されて

来たというととである。との結果、港湾は道路と同じよう K、「公

共の営造物」として考えられて来た。しかし左がら、国民経済の発

達Kよって、海運沿よび外国貿易の面から港湾忙なける諸経費が問

題となり、港湾が1つの経営体でなければ左らないという考え方を

生じている。たとえば、前記のロジテヂール報告書もこれを次のよ

うに述べている。

「主要港湾K関する限b、われわれは公共事業(PU b 1 i c S e r-

vi ce ) の概念を完全陀返上しないのである 0 ・・・・・・・・ 主要港湾

がこの目的のためK、何故に商業的企業(corrmerc i a 1 under-

takings) として取扱われては念ら左いかという理由は左い。」
( Pa r a. 155.， P. O 0 ) 
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ロッテデーノレ卿 (TheViscount Rochdale) は、港湾財政の問

題を扱うにあたって「固い信念をもって」、港湾を 1つの企業体と

して扱わなければならないことを主張しているが、われわれは、港

湾労働問題の解決のためにも、との考え方をとるのである。とれが

われわれの基本的左前提である。この見地から問題をつきつめてゆ

くと極めて明瞭K、港湾陀訟ける資本と労働との背離という 現実に

当面するのである。

6. 今日 1つの埠頭をつく るの花投下される資金は数十億、時とし

て数百億K達するであろう c しかし左がらすべてこれは 「公共投資J

であって、港湾の労働とは何等の関係をも持ってい左い。 したがっ

て港湾の労働力の維持、管理は、 極めて弱体な多数の中小企業Kま

かせられているのが現状である。とれが、近代的埠頭が続々と建設

される陀も拘らず、その作業は極めて非近代的であ れ労働力の雇

用形態も、まさに 19世紀のそれであるということの本質的左理由

である。言葉をかえていえば、今日の港湾経営は、ば〈大友額の公

共的資金と 、若干の民間資金との混合様式であって、公共の資金部

分が、港湾の「経営陀対して責任を持た左い 」どいう 、全体と して

見た港湾資本の性格的念背反が存在する。それ故に労働力の管理に

ついても、 「誰が責任を持っか」という点 (~o is responsi-

ble for the cost of providing these services)が、極

めて不明確である。ロッテデーノレ報告書も、そとまでは述べてい念

いが、その本質的問題陀ついては触れてい左い。

〔港湾になける労働管理の概念)

7. 通常 「労務管理」という概念は、 1つの企業の内部陀かける人

間管理 (Affininistrationof H~n Relation)として、 高度

の生産様式の中にないて働らく人々の採用、訓練、作業条件、能力、
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賃金、安全、衛生、労資関係その他各方面陀わたっての管理をさし
ていう。企業の資本が大き〈念れば念るほど、管理も複雑となり、管理に
要する経費も大き念額にのぼっている。とれが近代企業の姿である。

港湾にないては、国は、ば〈大な投資は行ヲているが、その管理

経営、つまりマネージメント については責任を持っていない。労働

部門にないても、常用労務者Kついては、作業会社が労務管理上の

責任を持つが、労働力の大半を占める日傭い陀ついては、 詑が責任

を持っか明確で念い。と).11:、手配師、あるいは部屋制度陀よる組

の親方という、前時代的機構が念な生存している理由があれその

1部は暴力と魔薬陀連なる社会悪の存在を許しているのである。そ

れ故医、われわれは、港湾の労働力を誰が管理するかという考え方

から確立して行か左ければ左ら左い。同時陀

(a) 私企業の労務管理分野 主として常用労務者を対象とする

(b) 公的な労務管理分野 一一 主として日傭い労務者を対象とする

ζの 2つの分野が明確陀規定され左ければならないであろう 。乙の

2つの分野を総称して港湾の労働管理と呼ぶとと Kする。

〔港湾労働行政の混乱〕

8_ 誰が管理をするかというととに関連して最初に、港湾になける

労働行政の問題をとり あげる必要がある。横浜港花関して、われわ

れがさきに調べたととろによると、とれは、次のよ うK左っている。

神奈川県

(1 ) 港湾労働D需給安定

(2) 労働者住宅の建設

(3) その他福利厚生施設(港湾病院、海員会館等)

(4) 労働運動ο調査(労使の指導をも含む〉

横浜市

(1) 港湾管理者としての立場からの港湾施設(労働場所)、水
面の維持管理
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(2) 厚生施設(休けい所その他)の維持管理
(3) その他福利厚生施設(港湾病院、海員会館、労働者住宅等)

労働基準局

(1) 労働基準法関係の賃金、労働条件の監督

関東海運局

(1) 港湾運送事業法関係で労使の争議の仲裁等を行い、労働統

計の作成もしているが、労働行政に関する官制上の規定は

ない。

その他の多くの港湾関係官公暑にないても、その所管事項の中で労

働行政との関連を生じるが、上記のよう K、労働行政上の権限が極

めて多方面K分散して居り多くの矛盾を持っている。(参照・「港

湾、陀沿ける労働運動の分析」神奈川県経済調査会発行‘ Economic 

Survey No. 6. 37年 6月〉

したがって港湾の労働行政を一体化する必要がある。

(新規労務者の募集問題〕

9. 現在わが国の港湾が当面している問題は新らしい大規模の埠頭

が続々と造られつつあるが、ととで働らく人々、す念わち近代埠頭

の労働組織をいかKするかという問題である。特K若い青年層が、

港湾労働力として這入って来左いという現実を、どのよう K解決す

るかという問題であるのとの理由として考えられることは

(a) 就業の不安定

(b) 賃金の低さ

(c) 作業の強度と安全の問題

(d) 港湾労働者の社会的地位の低さ

等々の問題であるn 外国陀ないても同様であるが、わが固にないて

も、 港湾労務者の年令構成は、他産業K くらべて非常K高くなって

居 D、背年層が非常K少いと とである。しかも港湾施設は年と共に
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近代化 しつつあり 、機械の導入も著 しいが、 とれらの事態陀そ左

えた若い技術労働者の導入が今後の大き左問題と在るであろう。

また船内業者の一部陀は、港湾労働は、はげしい肉体労働であっ

て、一種の職人風左ととろがある、したがって「若い者、若い者と

さわぐ必要は念い、現状でけっこうやってゆける」という意見はあ

るが、とれは青年を訓練するとと陀よって、現状よりもっと能率的

な作業が行われるという ζ とを考えると 、やはり問題である。

〔港湾専門学校〕

10.それ故K、外国の港湾でも実施されているTrainingSch∞l 

あるいはHarborSchoolが、わが国でも早急、K研究されて、設け

られるべきである。との学校を設けるとと によって得る利益は

a 卒業者を作業の幹部K配置し、その生活を保証することに

よって、港湾労働者の社会的地位を向上させふ1つの手段

とするととができるの

b 作業能率の向上と 、港湾労働陀対する労務者の気分を一新

するととができる。

c 作業会社から見ても 、荷主あるいは船会社の立場から見て

も、作業能率の向上という ζとが、採算的K有利左条件と

なる。

とのような学校の設立》よび維持の経費は国なよび港湾管理者、港

湾別用者、作業会社のそれぞれの立場からの出資Kよって行うべき

であろう。またとの学校K多数の宿舎を設けること Kよって、港湾

労働者の住宅問題の解決Kも左れとれに娯楽、慰安施設を設け、

福利厚生の向上Kもなるのである。

〔賃金と料率問題〕

11.昨年春の港湾関係労働組合の春闘争議以来、賃金と料率の問題

が、新らしい緊急念問題として登場して来たσ 試みに、過去陀ない
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てわれわれが調べた船内労務者の賃金上昇と料率の上昇との
比較をすれば、次のように在っている。

賃金改定年月日 2級作業員 向指数 4級ff諜員 向指数 荷役簿類|向指数 l

平均単価

昭和 26 16.1 !) 3 100 13.111 100 167.22 100 

28( 12. 1 16，703 103.4 13，661 104.1 

29( 4. 1 17，812 1102 14，036 107.0 

31( 8. 1 21.!)!) 9 133.4 17.781 135.6 164.34 98.2 

32( 4. 1 24，597 1 !)2.2. 21.744 166.0 168.68 1008 

34( 1021 29，037 179.7 25，468 194.2 

35( 7. 1 31.119 192.6 27，n50 2101 171.23 102.3 

36( 5. 1 34，093 211.0 30，524 232.8 

36( 10 1‘ 37，0891229.6133，390 254.6 

制 (1)賃金額は 1日10時間、 1ヶ月 25日でデイタイム 13目、ナイト

タイム 12日で言七算、諸手当を含む理論賃金である。

(2)街役料金単価は、類.81)料金の全体の算術平均で算出した。

(3) 2級作業員は 2級Aをと j:)，4級作業員は 4級のBをとった。船内

労働渚の職階別賃金のうち2級のA(以前の小頭〕が大体Kないて

平均値κ近い位置を占めている。また 4級のBは以前の平人でキ・ヤ
ング構成の中で一番人数の多い部門である。

(4)ζ の表は、船内作業会祉の中で大体に:j;~\nて平均的地位にある会社

の実際に支払われた賃金の額を基礎として言辞した。

との結果、賃金がその結費の 60 %左いし 80 %を占める作

業会社では、当然、K経営の問題陀当面しなければ念らなく念

っている。

との結果、新らしい料率決定の問題が常陀作業会社側から
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要求されて来るが、とれは港湾全体の経営、とく陀荷主と船主の立
場から反対されている。国民経済全般から見る左らば、港湾の諸掛
りは、輸出コストの問題であって、と込 VClつの条件を附されるで
あろう。それ故K、賃金は引上げねば左らず、港湾の輸出諸経費は
引きげねば念ら左いという矛盾した局面陀立たされて居り、とれを

如何陀合理的陀解決するというととが、わが国の港湾当面している

問題である。

〔ポートオーソリテイ問題〕

12.今日のわが国の港湾を混乱させている問題の 1つは、港湾行政

の乱雑さである。そして港湾管理者の権限及び能力が、あまりにも

弱少で、権限が多数の官庁とわかれて甚だしくはんざつである。こ

れを今少し統一し、港湾管理者の権限草子よび特にその財務能力をも

っと強化しなければ左ら念いのが現状である。

次陀、戦後、わが国民経済の高度成長陀よって、政府の港湾投資

が不足し、敗政資金だけでは不十分であるという意見が現われてい

る。現実陀大企業は、自己の工場岸壁K本船を横づけしている現状

で、民間の港湾投資が強化されて来た。

最後K、民間の専用埠頭が大規模に進出したという ζ とは、公共

の港湾、にないても、その経営問題が、民間ベースで行われるか、あ

るいはこれに接近することを余儀左くされつつある。

との 8つの主要左理自によって、わが国陀沿いても、強力なポー

トオーソリテイが設けられるべきであると考えられる p そしてとの

有力なポ ートオーソリテイが、港湾労働管理の公共的分野を巾広く

担当するのが最も好ましいのである。特陀雇用については、各国で

いま問題陀なっている安定雇用 (decasualisation)の解決手段

として、一部ポートオーソリテイの雇用形式をとるなり、あるいは

~ploy，ment cornpany を組織すること陀よって大巾に解決され

る筈である。



それ故陀、港湾Kなける労働行政の統一とポートオーソリテイの設

立とが、港湾忙なける新らしい労働管理の基礎的問題の 1つであると

考えられる。

〔当面の措置としての港湾経営委員会の設置〕

13.ポートオーソリテイを今すぐ設置するととが困難であるならば、

われわれは港湾経営委員会の設置を要望する。

乙の経営委員会の当面の仕事は、

a 港湾労働者の確保なよび社会的地位の向上K努力すること。

b 適正左港湾料率と労働賃金を策定するとと。

c 港湾全体の経営問題Kついて、適切念措置を構ずる ζ と。

乙の最後の項目については、過去忙ないて横浜港の船内労働時間の調

査K訟いて、 33%のロスタイムのうち全体の 26.9%が本船待ち、 24.5

%がはしけ待ちという数字が出ているが、とれは港湾の作業にないて、

多数の業界と業界とが関係する場面陀非常托大き左ロスがあるという

ととを示している。つまり 、港湾全体としての経営的体系、マネ ージ

メン 卜が無いというととである。近代港湾忙ないて港が1つ経営体で

あると考えられる場合、このよう左ロスは極限陀まで縮められ左けれ

ば左ら左いであろう。

との委員会は、現行行政及び管理機構はそのま L存続させるが、港

湾管理者、行政官庁、民間の主要業界代表者、学議経験者からなり 、

法律上の権限を一部委託されるととが好ましいのである。す左わちと

の委員会の最も重要友仕事として、港湾忙なける新らしい労働管理機

一構の設置、運営が行われることになるのである。
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港湾運送業の現状

松本清

1. 
(日本倉庫協会)

コーウン(港運〉、またはコーワン.ワンソー〈港湾運送〉の

語は、邦語としては新 しい造語に屈し、 「港湾運送業等統制令」の

勅令名称で初めて熟した成語である。同勅令は、 「国家総動員法」

(昭和 13年 4月 1日公布、法律第 55号、 5月 5日施行〉 に基づ

き公布され(昭和 16年 9月 16日、勅令第 860号〉、同年 9月 20

日に施行された。

この勅令は、昭和 20年 9月 29自に戦時諸法令の廃止が決定する

ことにより、国家総動員法が廃止された結果、一応は根拠がないも

のとなったのであるが、連合軍総司令部GHQ，ki，.占領政策を遂行す

る必要上、同勅令を事実上に生かしていた。そののち、 6カ年を経

世こ昭和 26年 5月 29日に、政府は「港湾運送事業法」を公布(法律

第 161号)し 、同年 6月初日に施行して‘昭和 21年 9月に「公式」

に廃止した前掲の勅令の不存在による不便を補うに主つlた」昭和21

年 9月の「公式的廃止」は、米軍の輸送司令部CSe C ond.. Ma-j or 

Port)の強い要求のため、昭和 26年までは「法律に基づかない行

政」を港運業のうえに行なっていたことになる。

港湾運送業等統制令は、その名のように、港湾運送業(戦前のこ

の勅令公布までは、海陸連絡業、または水陸連絡業と I呼んでいた〉

を戦争目的に合わせるために、国家の力vてより統借りすることを法の

目的とした。当時までは、港湾運送業は自由営業に属し、そのため

に、全国での正確な統計は作られていないので推計の域を脱しない

が、約 6.000庖社ないし 7.500庄社とされていた業者の施設と営業

椎との出資により 、 125社の統制会社に取りまとめてしまった。

この統制令の後身として現われた事業法の公布目的は、統制解除

後の港運業界に群小企業が続出して無秩序状穏を出現することを防
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止せんとするものであり、目的達成のために、要件充足主義によ

る登録制を設け、営業者を拘束するのみでなく、営利のためにし

ない自家用の事業にも規制の手を伸ばすことにした。法律名称が

港湾運送「業法」とならずに、 「事業法」となったのは、このた

めである。事業の登録制は、昭和 34年 10月 1日から免許制に代

るに至った。

2. 

港連業とは、どのような内容を有するものであるかについて

は、学界の興味を得ていない分野であるために、現在では‘範囲

を単に港湾運送事業法が示すところに限定するのを常とする。

統制令が規制の対象としたところを、まず示すと、次のとおり

であった(同勅令第引条〉。

「海上運送ニ附随シテ貨物ノ船積又ハ陸揚ノ為、荷捌、積卸又

ハ解船若ハ曳船ニ依ル運搬ア為ス事業及此等ノ作業ノ請負フ

為ス事業J

というのであり、 事業種類を、次のように区分して指定した (同

令施行規則第 3条〉。

「第一種 海運業者文ハ荷主トノ間ノ請負契約ニ基キ船積又ノ、

陸揚荷拐IJノ作業アナス事業

第二種 海運業者又ハ荷主トノ間ノ請負契約ニ基キ船内作業

アナス事業及ピ其ノ下請アナス事業

第三種 鮮船又ハ曳船ニヨル運搬フナス事業

第四種 鮮船ノ積卸又ノ、上屋へ ノ搬出入アナス事42及ピ其ノ

下請アナス事業

第五種 木材ノ積卸筏組及ピ運搬ラナス事業J

当時までの港運業界の用語をもってすれば、次のように区分さ

れたことになる。
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第 1種業務とは、 「荷捌き 業務 」つまり

Landing and Shipping AgenC~ つまり βroki ng の 1 t喧と

なる。

第 2種業務とは、 「船内荷役業務」つまり

Stevedoring 

第 8種業務とは， r鮮運送業務」つまり
Lightering 

第 4種業務とは、 「浜荷役(関東地方での河岸ーカシー荷役業務)J

つまり LongElhoremen 

第 5種業務とは、 「筏業務」つまり Rafting統制令の施行によ

り、逆に「荷拐1]き業務」を「第一種業」の如く第号で呼び慣す

ようになり、その余波は今日に及んでいる。

現在では、検数業 Tallying‘検量業 MeaEluring、 検数業

Surv8ying (法文では『鑑定業」をも規制の対象に している。)

以上によって明らかになることは、港連業とはi時運と海運とを

接着させる事業であるということであり、海運業の一部としか見

られていなかった事業が正しい認識を待てその独立を待たものと

すべきである。

;孟.

旧くから「ミナトの発展」の表現がありながら、 「コーウン

の発展」という表現はない。コーウンの語が新しいこと、港湾に

対する発言が港湾、工学界か ら強く発せられていたこと、実業界の

要人が官界的発言を真似ての発言に陶酔し、何ら自主性のある態

度を取らないでいたこと、本邦諸港湾の盛衰史に注目をした人が

ないこと、などにユガミの原因が在ると言える。もっとも、港連

論を体系付けようとする努力が全く行なわれていなかったと言う

わけではなし旧く実業界では山本五郎( [f港湾経済論J])学界
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では石川文吾(r商業理論J)の諸氏の研究があり 、また中島時
雄氏(r港連論は如何にして可能であるかJ-r港湾』第 25巻、
第 2号所載)も戦後この方面vて着服して、港連論樹立を叫んだ。

拙著 「港湾運送J(昭和 25 年干I~ 、 五島書庖) "，去の一つに力ilわ

り得た。

私見をもってすれば、一般に港湾の盛衰とする事実は港巡業の

盛衰を指すに外ならな L、。この経済活動の置の変化は、|控曹につ

いては後方地域(背後地 Hinterユand )、つまりその港に依存

する陸域における生産または消費される物資量の変化によれ水

面については船型の明大に因るを原則とする。これに加わるもの

が政治的期由である。

優勢な後方地域を与えられたり 、船型増大への適応性を持つに

至ると、その土地の港運業は急速に発展して他の港湾の港運業を

圧倒するに至る。鳥羽 .津が四日市と名古毘とに、堺が大阪に、

平戸 .唐津 .国ノ津 .坊ノ津が門司に勢力を奪われた事実は好例

である。政治的理由をー示すものとしては、開国と横浜、鎖国と長

崎の関連がそれに応えることになると思われる。

「後方地域 Jv亡対照し得る語としては 「前方地域 Vorder工andJ

がある。この語の示す関係に注目した人としては後藤憲一 (工学

博士、現在は大阪埠頭倉庫社長〉がある。前方地域とは、 A港と

関連の深ぃ B . C .………の諸港をA港から見た場合を指す。

港運業V亡対する関心が薄いことは、港連業の性質が認識されてい

ないに近いことを示すと言える。その性質を大きく補えるとすれ

ば、次のようになる。

a) 港運業は交通現象の一つである。

港運業の目的が物の移動に資する能力を有しようとすることに

在るか b、交通の持つ広狭いずれの解釈に従うとしても、交通現

象の一つに属することは明らかである。
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b) 港運業は価値のパ(場、 Sphere) の転換を図る経済活動であ

0 0 

港運業は、すでに述べたように、海運と陸連とを接着さぜる。換

言すれば、水貨を迎えて陸貨とし、陸貨を送って水質とする。運送

が価値の空間移行、倉庫が時間的移行を目的とすることに対比し、

港運は価値の場の転換を闘っている。

C) 港連業は動態を持つ。

運送であれ、倉庫であれ、ともに物を静態において取扱うのに対

し、港運は場の転換をする関係で常vて動態である。転換はさらに物

群の集合と分割とを行なう。

4. 

昭和 36年末現在で、 日本には次記の如くに港湾が存在する。

a) 特定重要港湾 7 

b) 重 要 港 湾 73 

c) 主出 方 港 湾 965 

d) 避 難 港 35 

e) 漁港法での漁港 2，725 

1仁』1 3，805 

港運業的vて見た場合vては(叫(防や)の三つが関与すると 言える。(到の

7港とは、京浜.清水.名古屋.四日市.大阪.神戸.関門をいう 。

港運業は、既述した事業法によりその内容を区分されている が、

理論的な検討が行なわれていないために、業界として大きく不利益

を受けている。区分の)1闘に従1，， ，かっ主なものについて、以下若干

の紹介を行な 1，'¥ 学界の注目を要請したい。

第一種業について、まず述べたい。

「充分な労務者と、充分な鮮船とを用意すること」、これが第一種

業者と船会社と の間で契約される荷捌きの業務のキー.ポイ γ トで
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ある。請負業者は、だから、船内荷役業者 (第 2種業者 〉と契約

して充分な労務者を手配し、 自家鮮 ・借鮮(第 8種業者 〉を掻き

集めての充分な鮮船腹を準備する義務を負担するのであるが、と

の義務を裏打ちするのに何があるのかとなると 、イキナ リ「対価」

があるとの考え方が、今まで一般に行なわれて来ている。

現在の荷捌き (荷揚げについて〉の区分は、次のとおりである。

(ヲ総揚げ Shed_d_eli very 

何)浜渡し Specia工 deユivery

(功直波し Aユong8ide de工lvery

荷捌契約は、一般各社の個々の航路別に契約されるのみでなく 、

各-航 .復航別さえにも細分され、しかも荷捌業者はその船会社の

競争航路になる他の船会社と荷捌契約を締結することを禁止され

る状態にあるから、契約自体は完全に排他的である。排他的であ

り、独占的であるということは、契約の上かり「荷捌権 」という

ものを設定しない限り 、理論的vては説明できない。

ところが、実際では、前記の荷捌き方法の区分が示すように、

直波しが盛んに行なわれるかり、同と何)とに充当する静船腹以上

の船腹充当の要と不要とは不確定事項になるのみでなく 、当然に

付)項として処理すべきであろう利益が侵害されることにもなる。

閉が完全に排他的、(イ)は半ば排他f旬、(坊は完全に「谷:他的 」であ

る事実が、港巡業に対する理論の不足、研究の不足から、イ可 Lつの

疑問も抱かれないで併存している。こうしたことは、荷椅みにつ

いても同じように言うことができる。

荷桔みについては、荷捌権が確立していないこ とによ り、輸出

貿易の金融自IV亡障害を招、、ていることぞ指摘する必要がある。そ

れは ReceivedB/L制度が荷捌権と密着するからである。
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第二種について‘次に述べたい。

船内荷役とは読んで字の如く 、船始内 Vて在って、荷揚げ ・荷積

みのための作業をすることである。なお 「荷役」はニエキ(一θ一〉

と読むのが正しいはずながら、ニヤク (-yaー〉と旧くから読んで

いる(註、役員 .世話役の如く職責を示すときは -yaku、懲役・

苦役 .使役の知く労務を示すときは -ekiである。〉

船内荷役は付加価値の塊りであると言 うことができるから‘外

国船に関する限り、外貨手取率が 100兇に近い産業である。この

点に関しては、次の数字が注目を要する(前掲、要覧参照〉。

貿易貨物船舶積取比率《邦船〉

昭和歴年 輸出 輸入 合計

2J 93.6% 20.2% 51.6ガ

211 17.3 26.8 24.6 

30 43.6 52.1 50.6 

31 44.8 47.5 47.1 

32 492 42.8 43.6 

33 56.6 57.4 57.2 

34 54.6 53.8 53.9 

35 52.4 47.5 48.0 

36 49.3 41.3 42.0 

外国貿易は、原料代プラス付加価値の和と付加価値との比が問

題になり 、 この比が大きいほど好ましいとされるのであるのに、

日本産業のうちで、外貨手取主主が相当高位に在るはずの船内荷役

については、政府は低物価政策ないし公共料金の故をもって、で

きる限りに低く押さえることに努力をしている。それでいて、船

内荷役料の流通経質的大きさについては研究することがない。

邦船の手取率は、昭和 33年の 57.25'-b'をピークとして、そのの

ちは漸次に減少しつつある。
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換言すれば、外船の比率が増加しつつある。船内荷役料の低いと

とで日本はすでK定評があるのK加えて、外船の比率が増加しつ

つあるととは、日本の船内荷役料の低wζ とが外船の利益を年々

扶助するととを意味する。

昭和 36年度と、、う会計年度に前表の数字を修正すれば、 次の

ようになる。

昭平日 輸出(千トソ) 邦船(千トン〉 邦船率

36 11.829 6.028 51.0% 

輸入(千トン〉 邦船(千トン〉 邦船率

121.109 48.872 40.4% 

合計(千ト γ 〉 邦船(千ト γ 〉 邦船率

132.938 54.900 41.3% 

昭和 36年度の外国貿易高は、 通関ベイスで輸出 4，322百万ド

ノレ、輸入 6.008万ドル、合計 10.330百万ドルであるかり、貨物 1

トン当りは、 132，938千トンで害IJることにより 、 77.7ドルとなる。

雑貨率をもってすれば、船内荷役料はト γ 当り 70セゾトであろ

うから、流通経費率は 0.9%である。この比率を大きし、と見るか、

それとも小さ、、と見るかは客観性がないだけに困難であるが、政

府は船内荷役の原価の査定にあたり‘ あらゆる項目に及んで削除

と減額とをするのが常である。

労働市場の賃金水準からだけで政府は割り出しているのであろ

うが、船内荷役労務者の作業環境の悪」、こと、危険度の高、、こと ‘

労働者の知的水準が外国に比して相当に高、、ことなどを考慮に入

れると、外国のそれに比して1まき に過ぎることを容易に知ること

ができる。原価査定に狂、、があるために、港湾労働者に対する福

祉向上が業者の自主性において行なわれず、削った部分だけは、
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廻わり廻わって社会政策の形で国家資用としての拠出になる。

船内荷役料の1氏、、ことが、本邦の港湾、活動に別の形で不要に近い

負担を与えていることが看過されている。それは、海運業の国際性

に基づくところであるが‘本邦の港湾は日本の地理的位置とは無関

係に接続作業と徹夜作業とが多 u、ことであゐ。

6. 

第三種の解船 Lighter，Barge については.次の問題があ

る。荷捌椎の不確立が原因の一部を作っているが、船腹確保の方法

に乏しいことである。昭和 35年から昭和 36年にかけて港湾活動の

マヒ状態を生じたのも、屑鉄の輸入を除けは‘船}j:員確保の乏しかっ

たことが大きく作用していたと言える。

荷捌きの区分で述べたように、荷捌きの契約が独占性を持ーっとは

言いながb、浜波しとても請負契約の内容として当然に成立してい

るのではなしその請負契約者が鮮運送業者として貸主と結ぶ契約

として成り立っているに過ぎな、、のであるから、利益の点では「半

ば排他的」であるけれども、実質面では直渡しにあたって運送に従

事する他の業者と同ーの立場に立つ点でその排他性のウエイ トが小

さ、、。「充分な静船腹の配説」という負担は単純に白担として残る。

また、解運送自体の輸送量vても注意な要する点がある。昭和 36

年度の営業用トラックが輸送した最は、路総連送が 19，315千ト人

区域運送が 420.581千 トγ‘合計 439，896トンである。鮮の陸一陸

Limd t 0 工andの輸送が 9，929千 トンで‘陸送を 2ガだけ緩和させ

ていると見ることができる。

第四棟の沿岸荷役は浜荷役のことである。浜荷役に大きく関連す

るのが.上屋 (ウワヤ、 Transit shed )であり 、最も誤解され

た施設である。

上屋 とは、構造が倉庫に比して簡略であり 、その任務は貨物のー
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時蔵目、つまり仮置きに在るとするけれども、埼造の筒 11唱は上用

の本来の姿ではなく 、単に歴史的なものであるに閣まる。仮間き

とは、現象的な杷握であるに留まり、本f誌を把えたものではない。

と毘の本質は、|綾上に在ゐ模待iJされた船舶でなければなりない。

港連業の介在ーにより 、 自然の地形氏支配されている連送‘つま

り海運と陸連とが、地形の支配の打破というもの乞前提にするの

でなければ‘その接続はあり得な、、。上屋によって接続されると

いうことは、上屋が打彼していることを意味する。

そうした機能がある上原の設置、または連営について、明治 .

大正に及んで広く設けられた官設.公設上屋の存在が、民間上屋

の運営を狂わせるに至った。上屋料の算定として「シキリヨー(

敷料)J観念、つまり従量率観念が支配的になって、そこには管
理事務への報酬の軽視、さりには資本維持の原則否定をも招くに

至った。これが、上屋貨物は迷送途上に在る貨物であって‘寄託

針物ではないとの説を生み出すにも至った。商法第 597条の否

定でもあることになった。

港湾逼送事謡諸統計

(第 1表〉 港運事業者数

一般港連個別港運 曳船

事業者事業者 (隻〕 (千HP)

5 大港
召和32 360 1.540 590 38 

36 380 1.520 730 51 

其他港
32 310 1，140 330 21 

36 340 1，140 320 22 

1口" 言十
32 670 2，680 920 59 

36 720 2，660 1.0 50 73 

(註) 5大港京浜・名古屋・犬阪・神戸・関門
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(第2表) 86指定港の荷役業者実数 (昭和36年)
叫

資本金による区分 ネ土 数 比 率

他人と1.000万円以下 1. 2 6 2 8 O. 3係

1.000万円 ~ 1億円 2 3 9 1 5.2 

L億円以上 7 0 4.5 

ilコL 言1 1. 5 7 1 1 0 O. 0 

(第3表.A)  全国港湾取扱貨物量 (単位千トン)

昭和 外国貿易 内国貿易 d口L 言十
合計比
昭30=100) 

10 38.050 17 8.1 21 21 6.1 71 84 

20 32.4.50 32.450 13 F 

25 17.828 100726 11 8.5 54 46 

28 43.315 189.09 7 232.411 90 

29 46.013 192.902 238.916 93 

30 50.028 207.293 257.320 100 

31 61.474 236.41 6 297.890 116 

32 7 1.7 73 264.868 336.642 131 

33 63.366 . 2 50.1 50 31 3，51 6 122 . 
34 82，739 290014 372，7 53 145 ， 

35 107.031 348，337 455，369 177 

‘ 
36 13 6.9 64 388.462 525.426 204， 

(註 、昭和 36年分 は暫定)
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(第33受・ B)

全国港湾主要品目別取扱 畳
(単位千トン)

品 目 }JIJ 昭和32年 ω 昭和35年間

米 穀 類 7.44 0 9.460 1 2 5 % 

飲 食 物 1 5，9 2 8 11.463 7 2 

塩 4，150 5，5 8 3 135 

鉱 油 5 0.6 7 8 8 3，2 9 6 1 6岳

石 炭 74，120 7 9.5 5 0 1 0 7 

鉱 石 1 9.3 3 7 2 3，4 4 8 1 2 1 

石 灰 石 1 O. 9 7 0 1 4.9 2 4 1 3 6 

セ メ :y ト 11.508 1 6.8 1 5 146 

，~E 料 4， 8 7 1 7.8 3 6 1 6 1 

薬 ロCロ3 5，494 6. 5 9 0 120 

材 木 1 7. 2 7 1 2 O. 8 0 9 1 2 0 

鉄 2 5，0 0 0 3 O. 5 1 8 1 2 3 

金 属 S誕 品 4， 9 2 4 5，5 1 6 1 1 2 

機 械 4， 9 9 7 2.444 4 9 

漁 3斐 物 6.9 2 0 7.8 6 4 114 

其 イ也 共 言1 3 3 6.6 4 2 4 5 5，3 6 9 135 

ー
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(第4表〉 汽船船内荷役掻

(単位千フレート・トン)

昭和 5大港 其他港 正口』 言十
dロ~ 音「 比
(昭 30-100 ) 

28 3 5.76 1 27066 62.827 9 4 

29 34.362 26目521 60.883 9 2 
， 

30 37.482 29.044 66.52 6 1 0 0 

31 44.241 35.233 79.474 119 

32 51.189 43.336 9 4.52 5 142 

33 45.011 3 7.686 82，6 97 124 

34 57.464 46.546 104.010 156 

35 69，590 63.47 7 133.067 2 0 0 

36 81.340 83.538 164'.878 248 

(第53受・ A) 自手船保有 量

昭和 (隻〕 (千トン)

5大港 32 5.4 9 0 7 2 7 

36 6.2 8 0 876 

( 3 6/32) (11 5係) (121%) 

;民他港 32 2，600 349 

36 2，3 0 0 336 

(36/32) ( 88 %) ( 96%) 

lロ』 言| 32 8.0 9 0 1. 0 7 6 

36 8.5 8 0 1. 2 1 2 

(36/32) ( 106%) (113%) 
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(第S表・ B) 銀総運送量

(単位千トン)

阪i I~主 陸一 l怒!
計昭和

船一 船 相互 間 μ 

5大港 3 2 3 6，5 3 9 4.，2 5 6 4 0.7 9 5 

3 6 4 6，3 6 1 6. 9 6 7 5 3，3 2 8 

(36/32) ( 1 27係) (164%) (131%) 

tJ;他港 3 2 1 2， 0 0 8 3，3，6 2 1 5，3 7 0 

3 6 1 2，8 8 1 2，9 6 2 1 5，8 4. 3 

(86/32) ， ( 1 07φ) ( 88%) (103%) 

.b.. 言，. 3 2 4 8，5 4 7 7，6 1 8 5 6 1 6 5 口

3 6 5 9，2 4 2 9，9 2 9 6 9， 1 7 1 

(36/32) (122%) (130%) (123%) 

統言Ivcつwて:

第1.2. 5.表は、昭和例年の港湾博覧会(東京)i及示Kよる。

第 3.4表は「巡愉経済統計星空覧J(昭和37年度版、 交通統計研究所)

Uてよる。
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衣 浦港の交通

一主として知多仮Ijについての考察ー

I、はしがき

松浦茂治

(愛知学芸大学教授)

ここに取上げた衣浦港は、愛知県の知多半島および三河平野に固

まれた周囲約 70Km 水面積約 57Km'の西北に細長い知多湾に点在す

る武豊、半回、組崎、メリ谷、 高浜、新川、平坂並に大浜漁港の 8港

を統合し 、昭和 32 年に重要港湾に指定されたもので、知多半島を

はさみ名古屋港に隣接している。この港の開港指定(武豊港と湾内

諸港となっている〉は遠く明治 32年にさかのぼることが出来る の

であるが、之の後の発展は比較的に停滞がちで今日に及んだ。

昭和 34年より特定港湾施設石炭埠頭(水深-7. 5 m ) 1パースが

武豊地区に建設されることになり工事が進行中であるが、昭和 3s 

年末現在の港湾施設としては、繋留施設として の小型船対象の荷揚

場 3.14，7m.船舶接岸用岸壁は全部で水深-4.5 m、 3パース (294

m )に過ぎないのである。

しかしこの度、名古屋‘四日市等を中心とする中部経済閣の飛躍

的発展と 、国民所待倍増計画によって‘昭和 45 年を目途として海

面埋立により1.700万m2 ( 510万坪知臨海工業用地造成と 、本港の

接岸施設の増加を計るため、港の甲央部Vて東西両岸より埠頭を突出

させ、 15.000 D/W級の水深 107l/.岸壁を西埠頭南倒に 2パース、延

長 370m.東埠頭 Vて1パース、延長 1857l/.を建設し 、米穀類、飼料

等の外貿貨物 100万屯を取扱う計画が実施されることになった。な

おこの東西両埠頭聞に橋梁を架設して、湾、の東西を結ぶ道路を建設

することにもなっている。またこの両埠頭の北側I(湾奥倣Ii)に内貿

用 2，000D/W級 、水傑 5.5 m埠壁 16パースd正長 1.4407l/. を建設し、
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主として金属、鉱積石、雑貨等 130万屯(既存のものと合せて、

300万屯を目標とする〉の取扱を可能ならしめようとしている(区山
以下このような衣浦港の現状の実態について、問題点を摘出し、

将来計画に資せしめようと思うのである。

1 )税関行政とでは.昭和34年から武豊港を衣浦港と改称した。友会、武豊

港開港指定の明治32年 8月は、わが国開港場の中でも古w歴史を持つもの

で、昭和38年Kは開港 75周年を迎えるわけである。

との明治32年とwう時期は、 日清戦争を契機としてわが国産業革命が漸〈

結κっき、国民経済が漸〈発展期K入った時期である。とれK呼応して、貿
易国でも、之れまでの横浜・長崎・函館・神戸・新潟・大阪の 6開港場Uてた

刊し、一挙vc18開浴場が追加指定され、積極的貿易政策がとられた一転機
でるった。武豊浴は、姉妹浴四日市港と共Kとの18開港のなかVCi!うり、伊

勢湾をへだてた対岸十てるる四日市港とともK伊勢湾港口を把し、 Nfr(中京工

業都市として発展態勢を示してきた名古屋の外港としての役制が意図されて

円たのでさうる。

すなわち今日の名古屋港発祥の地ともwうべき熱田の港は、幕末まで東海

道通路の桑名(江戸末期Kは四日市が ζれKとって代りつつるった)への渡

船出として、また参拶皮代の舟菊がとも利用され繁栄したが、 との港K出入し

た舟は500石未満の小型和船でるった。明治維新以降は和船K代って汽船

が多〈使用されるよう{ぞなり、船裂もまた漸次大型化されるK及んで、熱出

の港は漸次沈滞して引った。とうして明治 13年より熱田港から保問沖(現

在の名古屋港の位置:)へ通ずる湾筋の淡諜を行円、僅かK200屯程度まで

の船舶の航行が維持されてれたUてすき'な円。とのため名古屋の海外への窓口

は主として、明治22年より開通した東海道線Kより神戸港Uてのみ聞かれて

wた。

しかし、との明治32年8月を転機として、武豊和よび四日市の二港をそ

の外港として確保するととUてなった。武豊港は、 とれよりさき、すでK明治

19年 3月K熱田から鉄道武豊線が開通Uてより、また港近〈まで水深-5m

の等深線を待つ天然の良港でるった。四日市港もまた稲葉三右衛門など先覚

者の非常な努力。てより港湾設備の修築が行われてwた。とうして名古屋は自

らの港を待たず、鉄道を通じて武豊港K、をた鮮を通じて四日市港K接続し、

外国との接触を始めるととKなったのでさうる。

しかし、名古足はその後ますます産業が発達するK伴刷、自らの港を造成
する(人造港 )K至るのでるる。ずなわち明治 29-43年Uてかけて、名古屋

港第1期築港事業が推進され、との工事半ばの明治40年 11月開港場の指定

を受けるK至るが、 とれKつれて武豊港の外港としての役割は薄〈なって円

〈。との聞の事情は四日市港も同じでるるが、四日市港が棉花、少し遅れて

羊毛主その後は原油輸入港としても港勢の発展を維持し得たのK対し、武豊

港は玉萄黍輸入港として特色を示した以外tてみるべきもの少し沈滞の途を

辿ってきた。
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2、棉花輸入港としての適格性

ここではまず、棉花の衣浦港直輸入の可能性について考察した

い。また衣浦港勢力聞として、知多半島の西側の常滑から阿久比

.東浦.大府を経て、北は刈谷.豊固まで、東は岡崎.額田郡か

ら南方浦君[5まで号I¥，、た線に固まれた地域を考えることにする。こ

れは大体、衣浦港湾管理者の考えられているものに従ったのであ

る。

この地域内で消費される棉花の量に関連して表 1の付)を作製し

てみた。ここで注意しなければならないことは、衣浦港勢力圏内

で消費される棉花のうち、名古屋港揚と推定されるものは 80，%.

程度であるということで、残余の 20%程度は四日市港.阪神港などて・

陸揚.通関手続されて、そこからトラツクまたは鉄道で

たとえ幻tばま却日昭百訴手和口35年若護芝K紡績安城工場で叩tはま、 消費格椛の4，0.9%が名古屋港揚

げで、そこからトラックで搬入され、 34.7%の四日市港揚と 22.4

%の神戸港揚は、いずれも鉄道で搬入されている。同年度 K紡績

碧海郡桜井工場では、 70%は名古屋港揚でトラックで搬入された

が、残余 30% は神戸港揚げで、そのうち 80屈は鉄道で、残余

の 20% はトラック便で搬入されている。

同年度の K紡績碧海都知立工場では 100%名古屋.四日市港(こ

の両港聞の分類不明〉で陸揚げされ、全部がトラックで搬入され

ている。また同年度の M紡績刈谷工場では 98%が名古屋陸揚後ト

ラック輸送によれ残余の 2%の半分ずつが四日市港揚と神戸港

揚であり、いずれも鉄道輸送によって搬入されている。さらに半

田の工紡績乙川工場では、 81.5%が名古屋.四日市港(この聞の

分類不明〉で陸揚げされてトラックで搬入され、残りの 18.5%が

神戸港で陸揚げされ鉄道で搬入されている。ところで以上は、そ

れぞれの陸揚港で通関手続を経たものを考えたわけだが‘これと

は別に、名古屋港貨物駅の調査によれば、毎年阪・神港特に神戸
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綿花験入量と県内・衣鴻港勢力圏消質量

表 1の仔) ( KG. %) 

年 日本全輸入 名古屋港輸入 愛知県内消費 内衣浦港消勢力圏費

601.089.1 58 14 2.7 4 6.5 7 5 1 0 5.7 6 1.3 03 65.918.301 

昭和3)
100.0 23.7 17.6 11.0 

100.0 74.1 46.2 

100.0 62.3 

588.556.915 1 4 5.6 0 5.0 7 7 122.660.374 77.183.119 

昭和田
100.0 24.7 22.0 13.1 

100.0 84.2 46.2 

100.0 62.9 

5 0 9.8 6 1. 7 0 8 129.291.298 114.227.249 55.365.382 

昭和田
100.0 25.4 23.4， 1 0.9 

100.0 88.3 42.8 

100.0 48.5 

60 7.3 7 8.07 3 1 4 1.5 9 2.7 1 8 98.060.004 58.268.388 

昭和34
100.0 23.3 16.1 9.6 

100.0 69.3 41.2 

100.0 59.4 

7 0 1.3 9 4.0 3 0 1 7 6，1 0 8.0 5 4 147.2 28.7 68 70.995.936 

昭和35
100.0 25.1 21.0 1 0.1 

100.0 83.6 40.3 

100.0 48.2 

注1. 全輸入bよび名古屋港輸入は通関統計K よる。

注2 県内なよび衣浦港勢力閣内消俊量:は、各年とも 7月Uてかける地域内消貸与主

〔日本紡績協会調王手)VC 12を乗じて鈎reした。
注3. 県内で消費される棉花の80%前後が名古屋港揚げのものと推定される。

港より 2.000 MT 科度が鉄道で名古屋港まで回送され通関手続さ

れている(名古屋港輸入分の 1~ 1. 5% に当たる〉。これは名古
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屋港陸揚予定のものが、積載してきた本船の荷役の都合等で、西

廻り航路最終港の神戸港まで送られてしまう場合等に発生する事

例のようである(西廻り航路船は、北.中米新]を積載してくる。

表 lの(ロl参照)。

表 1 表~ロj 名古屋港輸入棉花主要仕出国別比率

昭和31 昭和32 昭和33 日召手口34 昭和35

アメ リカ合衆国 31.5 52.6 36.0 1L2 45.9 

メ キ .'ノ. コ 27.4 17.2 25.6 37.9 24.7 

サルパ ド ノレ 4.1 2.3 5.3 8.6 5.6 

-ー カ フ すf 1.5 1.1 2.2 5.岳 1.1 

フ フ ジ /t.. 9.6 5.5 4.5 3.6 1.2 

西パキスタン 10.8 10.0 7.8 5.4 4.2 

ウ すf てJ タ. 1.1 2.3 5.3 6.3 1.8 

ニL ジ フ ト 3.5 5.7 2.2 3.3 

I 一I 1一1ω81 •• ー。9 6 そ の 他 10.5 3.3 11.1 12.3 

100.0 1∞.0 100.0 100.0 

注 1.名古屋税関外国貿易年表(数量)Vcより算出。

注 2.アメリカ合衆国・中南米等よりの西姐り航路Kよるものが大きな比率

を占めてwる。

名古屋港から鉄道で発送される棉花量は、表 2によって考察さ

れるように、名古屋港輸入量の 20"""30%で‘こ の比率は漸減傾向

を読みとるこ とが出来る。 これはトラッ ク輸送比率の漸増に対応

するものと見てよかろう。
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表 2 名古屋港愉入棉花の鉄道による発送先

年 エ輸色E入llo豆町量吉 発送駅 発送量 静岡県向 富山県向

名古屋港駅l
145605 東名古屡港駅J48，1.10 12682 6689 

西名古屋港駅

昭和

32 
100.。 33.0 

100.0 26.4 13.9 

129291 名古屋港 ~l 39069 11:779 5330 
東名古屋港駅J
西名古屋港駅

11 33 

100.0 30.2 

100.0 30.1 13.6 

1411i93 名古屋港駅 30241 8;325 5660 

11 34 
100.。 21.4 

100.0 27.5 18.7 

176，1.08 
名古屋港駅l

32309 10285 6373 
堀川口駅J

11 35 
100.。 18.3 

100.0 31.8 19.7 

注 1.名古屋港駅の資料Kより算出。

注 2.名古屋港駅が主主要な発送駅(70-80%)でるとb

(MT・%)

陵知県向 その他向

10051 18688 

20.9 38.8 

3d<98 18~62 

9.0 47.3 

3:J，97 12.759 

11.6 42.2 

2岳38 13.213 

7.5 41.0 

注 3.年tてより発送駅K差異がるるが、資料の関係で不揃Cまま表を作製した。

なおこの逓減傾向は県内向について一層顕著に認められる。発送先

を府県別にみれば、東方の静岡が最も多く、北陸の富山がこれに次

ぐ。北陸向が比較的に多いのは、裏日本海岸 Vて棉花陸揚港が存在し
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表 3 名古屋港綿花移出入 ( トン〉

移入(仕出港) (仕向港)移出

昭和 31 

横 浜 1 6，9 55 四 日 市 18:606 

?申 戸 1 5，7 21) 横 浜 1.1 09 

四 日 市 4，369 神 戸 692 

大 阪 3 大 阪 197 

ぷ口』 計 37，056 よ口』 計

昭和 32 
‘ー

神 戸 24，339 四 日 市 31，872 

横 浜 19，229 神 戸 1.247 

四 日 市 13，6 21 検 浜 334 

大 阪 5 大 i坂 39 

1口』 言十 57，194 ，企口泊、 言十 33，492 、

昭和 33 

神 戸 1 9，78 0 四 日 市 24，564 

横 浜 1 7，1 51 検 浜 197 

四 日 市 6，300 神 戸 98 

大 阪 569 大 阪 10 

d口h 言1 43，800 1ロ』 言十 24，869 

st訴口 34 

千中 P 1 5.001 四 日 市 3 7，741 

横 浜 13.11 0 核 浜 935 

四 日 市 9，147 宇中 戸 555 

大 阪 777 大 阪 199 

J口~ 38.035 1口』 言十 39.岳30

昭和 35 

神 戸 26，683 四 日 市 62，724 

横 浜 23目556 校1 浜 1.434 

四 日 巾 11.972 大 |荻 584 

大 阪 486 神 戸 561 

その他諸港 232 

ぷロ泊、 計 62.929 iロ』 言f 65，303 
. 

注 1.名古屋港管理組合の資料Kよる。
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ないためである。

なお名古屋必の機帆j拾による、棉花移出入は表 8の通りで、荷揚

.積出はほぼノξランスがとれてお り、西の神戸港と東の蛾浜港と

から受入れて、南に隣接する四日市港へ出していると言った動き

が見られる。すなわち近年は、羊毛輸入が四日市港へ集中してい

くのに対し、この地域へ輸入される棉花の相当量が、四日市港沖

を素通りして名古屋港まで入って来る〈陸揚港の東漸傾向とも言

えよう〉という現象がみられる。これは専門化と大量取扱化の利

益によるものと言ってもよ L、。

さきの表 lの(イ)については、一層の分析と研究が必要である。

すなわち、名古屋港の棉花輸入は、わが国棉花全輸入の 23 ~ 25 

%前後で、最近 5カ年間この比率はほぼ安定したものである。名

古屋港輸入量に対する愛知県内消費量(との愛知県内消費棉花の20%

程度は、名古屋港以外の港で陸揚げされたものと推定される〉 の比率は 75

~85% で、こ れも最近 5 カ年聞は比較的に安定している。名古屋

港輸入量に対する衣浦港勢力圏内消費量(との場合も、変知県内消質

量の場合K考えたと同じよう K、その 20悌程度は名古屋港以外の港で陸揚げされ

たものを含むと推定される〉 の比率は 40~ 45%で、これもほぼ安定

的と言ってよし、。なお圏内消費量のわが国棉花輸入量に対する比

率は 10% 程度に安定している。

次代棉花輸入、それに関連して綿糸.綿織物生産の中心が、第

二次大戦後のわが国綿業復興期を一つの転機として、阪神地域か

ら東海地域へ車漸したことについて分析してみよう。まず棉花輸

入については、表1.4. 5. 6. Vてみるように、戦前は 80~90% が阪

神間港経由であったが、昭和 28年にまず名古屋港が一躍対全国

比 12%に進出した。 四日市港は、すでに大正時代から 3~ 5ガ

の比率を維持して来たのであるが、この名古屋港の躍進に歩調を

合わせ、同じ年vてマ%を超えるに至った。以来両港ともじりじり
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表4 大正末・昭和期における棉花の主要輸入港全国比

(金額比・%)

港別 休正9 大正B 昭和4 昭和5昭和6 昭和7昭和8 昭和9 昭和10昭和11昭和12

神戸 63.5 72.7 6S.4 66.5 63.3 a. 5 55.7 59.7 60.7 62.5 60.3 

大阪 8.0 4.7 14.4 18.3 21.6 25.8 31. 7 28.5 26.7 27.2 28.0 

横浜 14.3 14.1 8.4 7.0 7岳 7.l 6.9 6.6 7.3 6.6 1.9 

名古屋 0.02 0.08 0.7 0.9 0.3 0.5 0.7 0.2 0.4 0.4 O岳

四日市 9.4 4.6 4.3 3.5 3.1 1.0 1.9 2.2 2.4 1.6 2.4 

そ1[;他 4.78 3.82 3.8 3.8 4.3 3.1 3.1 2. 8 2.5 1.7 7.0 

注 1.日本外国貿易年表Kよる。

注 2 ぞの他のうちでは門司港が主要なものでるる。

表5

昭和26

/1 27 

/1 28 

n 29 

/1 30 

戦後における名・四
港棉花輸入量全国比

(MT・%)

全 国 名古屋恒日市

379，657 1.4 4.8 

427.910 1.5 1.3 

483，834 12.0 7.4 

489，334 16.7 10.6 

440.920 22.0 11.0 

表6 わが国港別棉花輸入量全国土t

(数量比.%) 

名古屋 四日市 横浜 大阪 神戸

昭和 31 23.7 10.8 5.0 15.9 48.3 

/1 32 2也7 9.3 5.4 15.1 52.6 

/1 33 25.4 7.8 5.1 15.4 55.1 

H 34 23.3 9.4 4.5 14.9 53.3 

/1 35 25.1 10.9 5.1 14.1 54.0 

注1.名古屋税関月表‘日本外国 注1.名古屋税関、横浜税関、大阪税関、神戸

貿易年表Kよる。 税関の各外国貿易月表tてよる。

注 2.全国輸入量は昭和31年大蔵省告示第7

号「輸出入統計品目κ関する告示」必
263ー 01棉花Kより名古屋・四日市・大

阪の各港。てつ円ては、 263ー 012繰綿(

263ー01よりも極〈僅か少なくなる )vc

よる。横浜Kついては、 263綿花(とれ

はコットンリンター・綿糸〈ず等も含み‘

263ー01よPも相当多〈在る)。神戸に
つwては4問E(とれは.横浜の場合と同
様のものと推定される )vcよる。

注 3.前項のよう K各税関月表の統計が統一されて刊な刊が‘ととでは調整統一する余

裕がなかった。したがって、全国を 100として年Kより 4-9の超過となるが、

横浜b よび神戸の比率が水ましされて円るものと考えてよ円。
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と比率を高め、最近では名古屋港は 25%に達し ‘四日市港を合せ

れば 35%を確実に維持している。神戸港は今日もなお 50%程度

を占め、棉花輸入盆は神戸 .名古屋 .大阪 .四日市の}I闘になって

L、Qo

綿糸生産については‘表 7.8. 9 1 2. 1 3.弘にみるように、大阪

時代は、東京地域、東海地域、阪神地域、岡山 .広島地域等に生

産地ゲ白分散していたが、阪神が第一位にあり東海は第二位にあっ

た。この大阪優位の態勢は、昭和八年頃よりすで代制落のきざし

はみられたが、と に角第三次大戦勃発時まで堅持された。ところ

が戦後の綿業復興期に愛知がぐんぐん伸びて、大阪と殆んどr占抗

するに至り 、両府県は、それぞれ 20厄前後を占めている。しかし

大阪はその隣接県である兵庫 .和歌山が伸びなやみ、む しろ比率

低下の傾向にあるのに反し、愛知はその西隣接県の岐阜 .三重特

に|岐阜が碓実に上昇の勢を示し 、さらに東隣接県の静岡も僅かな

がら成長の動きをみせているので、東海四県は全国生産の 36%余

を占め、阪神三県の 29% 余を押えて全国第一位 VL立つに至った。

綿織物生産についても、表 10. 11. 12. 1 4 にみるように、ほ

ぼ綿糸生産におけると同じ傾向を示すが、阪神地域より東海地域

への重心移動傾向は一間強く 、東海地域四県は綿糸の場合のそれ

より もさらに 3-4;'.0高い比率を占め、 しかもこの高い比率は東

の静岡の高い成長率によって支えられて いる。このよ うに、棉花

輸入港、綿糸生産地、綿織物生産地が、 まず阪神および東海の二

つの中心に集中して行ったが、その後になって西の中心地であっ

た阪ややから東の中心地の東海へ重心が移動しつつある。しかして、

棉花輸入港よりも綿糸生産地の方が、さらに綿糸生産地よりも綿

織物生産地の方が一層早い速度で東へ移りつつある (東漸運動の最

も遅れて円るのは、棉花輸入浴よりも綿製品輸出港で‘今日でも 95 %以上が阪

神港より輸出されて円る)。 ところて、、東へ移動すると言っても、梢
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表 11 戦前における綿織物の主要府県生産額全国比

千円(係)

全 国 愛知三重 岐阜|静岡 左記 4 大阪 兵庫 嗣歌山 左記 3
県の言1 県の言t

昭和も (837546 ) 21. 6 3.9 1.6 5.1 32.2 7.0 100.0 31.7 2.4 41.1 

!I 5 18.5 3.8 1.8 8.0 32.1 29.8 7.2 1.8 38.8 

If 6 17.6 3.2 1.7 7.8 30.3 33.0 7.6 1.4 42.0 100.0 

11 7 13409! 20.40 3.1 1.5 5.9 30.9 31.2 7.8 1.6 40.6 100.0 

11 8 19.6 3.4 1.5 7.6 32.1 31.2 7.3 2.6 41.1 100.0 

11 9 8(89009 J 19.9 3.6 1.3 7.6 32.4 29.6 8.0 2.1 39.7 100.0 

11 10 ?8m1  19.5 3.7 2.0 7.9 33.1 28 .1 8.6 1.8 38.5 1 00.0 

"11 19.3 4.4 1.9 8.5 34.1 27.2 8.3 1.9 100.0 

lH 12 18.0 5.2 1.7 7.6 32.5 27.8 9.6 1.7 100.0 

注 l工業統計表Kよる。

表 12 東海4県における綿糸・綿織物生産高
(糸:1，000 MT) 
(綴物 :100万~ )

-亙 岐阜 愛知 静岡品名 全 国 4県言↑
(全国比〉 全国比) (全国比〕 全国比) (全国比〕

昭和 31 475(100.0) 20(4.3) 33(7.0) 93(19.6) 27( 5.6) 173(36.5) 

*.t 11 32 513(100.0) 20(3.9) 33(6.4) 106(20.7) 26( 5.2) 186(36.2) 

11 33 423(100.0) 16(3.8) 28(6.7) 87(20.6) 23( 5.4) 154(36.4) 

糸 11 34 463(100.0) 20(4.2) 32(7.0) 90(19.5) 2u( 5.5) 168(36.3) 

11 35 544(100.0) 27(4.9) 36(6.6) 106(19.5) 32( 5.9) 201(36.9) 

昭和 31 2，910(100.0) 66(2.3 ) 16( O. 5) 723(24.9) 360(12.4) 1 >l65( 40.1) 
綿 If 32 3， 212( 100. 0) 69(2.1) 16(0.5) 821 (25.6) 398(12.4) 1> 304( 40 .6) 

絞 11 33 2，646(100.0) 59(2.2) 13(0.5) 668(25.3 ) 305(11. 5) 1，045(39.5) 

物 !I 34 2，757(100.0) 55(2.0) 17(0.6) 652(28.7) 316(11.5) 1，039(37.7) 
!I 35 3， 222( 100. 0) 67(2.1) 21(0.7) 821 (25. 5) 367(11.4) 1，256(39.0) 

注 L繊維統計年報K よる。
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表 13 東海3県(三重・岐阜・愛知〉綿糸生産高

(MT) 

一
生産高 (全国比係) 指 数

昭和 28 120，830(30.4) 100 

11 29 133，657(30.6) 111 

11 30 120，234(31.0) 100 

" 31 146.579(30.9) 121 

11 32 159，246(31.1) 132 

H 33 131 >104(31. 0) 10 9 

11 34 142，430(30.8) 118 

11 35 168.793(31.0) 140 

注1.繊維統計年報κよる。

表 14 関西3県における綿糸・綿織物生産高の全国比

(数量比)

品名 年 大 阪 兵 庫 和歌山 3県計

昭和 31 19.3 4.4 2.8 26. 5 

綿 11 32 21 .8 4.2 2. 7 28 _ 7 

u 33 22.2 4.2 2. 7 29.1 

糸 11 34 22.4 4.5 3.0 29.9 

11 3 5 22.0 4.6 3.0 29_ 6 

昭和 31 20. 5 4.9 1 • 5 26. 9 

綿 11 32 20.6 4.5 1.5 26.6 

織 11 33 21.3 6.8 1 .3 29.4 

物
11 34 22.岳 7 _ 5 1 .3 31 • 2 

11 3 5 22. 7 6 .7 1.3 30_ 7 

注 1.繊維統計年報による。

浜港の棉花輸入、東京 .神奈川の綿糸 .綿織物生産は成長という

よりも、むしろ衰退傾向を示し、東海地域(北陸の富山等も成長傾向
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を示してwる) という一つの中心地域に向って重心が集中しつつあ

るとみることが出来る。

棉花輸入に関連して行った以上の分析により導出し得た一つの

結論は、わが国綿業の中心地域である東海地域で消費される棉花

(東海四県K北陸を合せれば、わが国棉花輸入量の49%ほどUてなろう) を、

衣浦港経由で輸入することが、経済的合理性と し、う見地から見て

最適であるということである。現在東海地域への棉花輸入の大部

分を担当している名古屋港は、入出港船舶が輯暢して、沖待船が

続出している。名古屋港は、伊勢湾口から、外港航路(延長 7，500

m・巾員22.0m・水深9.0m)および内港航路(延長 4.470m• 巾員 160m

-水深9.0m)を通過して、漸く岸壁のある船溜に到達し得る港であ

る。容積・重量ともにかさばる棉花輸入は東の衣浦 i羊毛輸入は西

の四日市港)に委譲し、綿製品(がよび毛製品)輸出港の東漸を促進

し、之れらの輸出港となるべきである。 すなわち繊維原料は、伊

勢湾口の両端にある衣浦.四日市両港より輸入し、之れらを原料

として得られた製品を、伊勢湾奥の名古屋港より輸出するという

港湾利用態勢を確立することが、専門化と大量取扱化による能率

向上をもたらすと考えられるのである。しかし現在は商慣習上か

ら‘棉花輸入は西から神戸・大阪・四日市.名古屋・，横浜の五港

V亡、また輸入棉花取扱倉庫業者は、三菱・三井.東陽.名港・四

日市の五社にそれぞれ限定されているので、経済的条件からは衣

浦港輸入が勝れていても、その実現 Vては相当の努力が必要であろ

う。

以上の衣浦港棉花輸入の有利性を要約すれば、次のようになる。

i )綿糸.綿織物の生産地がすでに阪神から東海へ移動している

のに、神戸.大阪などで陸揚され、鉄道・トラックで東へ輸送さ

れ‘今日の交通難を激化しているから、輸入港の東漸を行った方

がよし、。東海地域でも東の静岡県の綿業成長率が高」、。したがっ
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て棉花輸入は名古屋港よりさらに東の衣浦港に集中させて、大量

取扱化の利益が得られるようにした方がよし、。 iii) 名古屋港は

将来修築されるとしても、南部臨海工業地帯の発展により 、依然

として入出港大型船が幅暁するのであろう。名古屋港よりも外洋

氏近く 、岸壁近くまで水深の深い衣浦港入荷揚した方がよいf〉
jV)西で陸揚げして、東海地域まで輸送する費用を節約すること

が出来、それだけコスト・ダウンに貢献できる。

なお以上の最後の項目の運賃について、表 15. 1 6. 1 7. 1 8によ

り計算してみると、東海地域の地理的中心地として、刈谷市の紡

績工場について計算すれば、工MT当たり、神戸港陸揚後鉄道で搬

入するとすれば 2，873円、 名古屋港陸揚後トラックで搬入すると

すれば1.873円となり、その差額は1.023円にもおよぶ。衣浦港

陸揚トラックで搬入する場合は、表vてはないが距離的に名古屋港

からとほぼ等しいので矢張れ 1.873円程度になると考えてよい。

名古屋または四日市港から汽帆船により衣浦まで海上輸送 し、さ

らにトラックで搬入する場合は、衣浦での陸揚費とさらにトラッ

ク輸送費も加算され、割高になるだろう。

表 15各港別棉花隆揚賃
( 1 トン)

港 別 陸揚賃円 l

ネ申 戸 820 

大 阪 7 70 

名古屋 7 59 

四 日 市 740 

横 浜 828 

注 1.昭和36年 10月1日改訂の
ものである。

注2.1トンは40才で、約0.5MT
である。
注3.陸揚は、本船入浴より、上
屋入 ・仕訳・併付までとす
る。
注4.日本紡績協会の調べUてよる。

表 16 鉄道による棉花輸送運賃
(MT) 

区 間 距離(KM) 運賃(円

名古屋一半回 42.1 391 

名古屋一刈谷 32.岳 332 

神戸一半田 250.6 1'267 

神戸一刈谷 241.0 1，233 

注1.米綿の場合、1貨車VC50俵積み、との

重量は約1l.25MTでるるが、とれを

13MTとして計算ーして明る。

注2.日通名古屋港支庖調べ。



表 1Tトラックlご上る棉花輸送運賃

区 間 距離(阻む運賃円(

名古屋一半田 44 970 

名古屋一刈谷 32 752 

四日市 一半田 84 1.626 

四日市ーメIJ谷 72 1.462 I 

注1.米紛の場合、 1車vc25俵積み、

との重量は約 5.625MTでるる

が、とれを 6MTとして計算し

てwる。

注 2.日jili.:.g古屋港支庖調令

-100-

注1.40才を 1トン(容積トン )とするが、

とれをMTvc換算すると約 0.5.MTと

なる。し売がって 1MTは約2トン

(容積トン 〉となる。

注2.半田vc;t"ける機帆船よりの陸揚伎は、

1MT当り 450円程度と推定される。

注3.日通名古屋港支居調令

1 )昭和31年K、 名古屋商工会議所の行なった調資結果Kよれば、県内紡績工場

の受入棉花陸揚浴のうち、名古屋港は 66.2%となってwゐ(拙稿 四日市港の研

究 昭和弘愛学大研程Viii)。 しかし、厳・近の傾向は 80%近〈までK達して円

るものと推定したのである。 ζれは抽出調査書の結果と、関係業界の意見vcよっ
て推定したものでるる。十大紡工場の名古屋港経由比率は特K小さ引が、 ζれは

とれ等の工場が東梅道治線K多〈 、阪神港で陸揚し鉄道で各工場向/fC発送される

ととtてなり易仰とwう理由vcよる。

2)なか臨海工業地帯でピエロン(6号地入レーヨン(13号地) も生産される

計i闘になってwるので、輸入棉花と必要とされる比率をもって.共K発送する ζ

とか出来る(図l参照)。 図1 衣浦臨海工業地帯工場配置計画図

1号地( 43万m2)~機械造船

3号地(112万m2)=中山製鋼

5号地( 53万m2)=東海電極

7号地( 20万が)=}!i崎電気
9号地(23 5万m2)=川崎製鉄

11号地( 40万m2)=食 品

13号地 (25し万m')='南約工作機械・自動車・車輔

15号地( 27万が)=ゴム・化学

注l衣浦港務所の資料Uてよる。

注 2.とのイIE衣浦干拓地を横河橋梁が希望込

矢作製鉄・豊年製油・味の素なども予定地を物

色中でるる。
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3.衣浦港地域K沿ける輸送の現状と将来

i海陸輸送の概観 貨物輸送κ関し、輸送機関別輸送量統計の

正確な把握は困難である。一般的に言えば陸上輸送においては、

現在なお鉄道が相当重要な役割を果してはいるが、近年営業用ト

ラッ クが年々輸送量を増し 、さらに自家用トラックの進出も 目覚

しく、この衣浦地域の西岸については、すでに産業用に関する限

ム トラック輸迭が鉄道輸送を凌駕している。海上輸送について

は、埋立工業用地造成前の今日において、すでに港湾施設不備の

ため‘こ の地区より発着する相当量の貨物置が、名古屋港を利用

している状態である。

リ陸上輸送の現状と問題点「昭和 35年衣補地区工場適地調査

および知多中央道物資流動調査の主要工場実績」のうち、知多地

直弘けを衣浦港務所で分離集計してもらったものによると 、次の

ように言うことが出来る。まず、発送量の方が到着量より 58%

ほど多L、。これは A拍元産原料若しくは、之れの加工品が発送さ

れる。 B.海上輸送により搬入されてそのまま、あるいはそれに加

工されたものが陸路発送される、等の理由による。これを鉄道輸

送だけについて言えば、発送は到着の 3.9倍という聞きを示す。

これは 4台の貨車で貨物を発送しようとして、貨車を回送して貰

う場合、 4台のうち 8台は空車で到着することを意味する。これ

が、現在の発送用貨準不足をもたらすーっの原因になっていると

考えられる(国鉄側の資料Kよると、到着・発送の聞きはそれほど大き〈は

ない。ぞれは産業用以外の小口扱等が加算されるためでるる〉。

上記資料について発送をみるV亡、 55.1%はトラック‘残余 44.9

%が鉄道によっている。陸上輸送仕向先で、発送量の最も多いの

は県内向で全発送量の 47.7%(県内向の内訳Kつ円てみれば‘ トラック使

がその 90.9%で、鉄道使は 9.1%を占める~[過き'左 kハ〉 を占め、第二

位は関東向で全発送量の 30.8ガ(関東向叫勾訳につ円てみれば、鉄道使が
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96.6係、 トラック使t13.4 %となってたり、県内向の場合とは鉄道とトラックの

利用別が逆転してwる〉を占める。第三位は近畿向で全発送量の 12.9

%(近畿向の内訳Kつ円てみれば、鉄道使59.0%‘ トラック使41.0%で、鉄道

Uてやや比重がかかるが、ほぽ折半して円る〕を占め、第四位は三重県向で

100%トラック使vとより 、第五位は長野県向で鉄道トラックがほ

ぼ折半しており 、第六位は静岡県向で、 100%鉄道によっている。

三重県向には鉱広石が多く 、長野県向には金属及び同製品が、静

岡県向には鉱蹟石および雑貨が多し、。陸上輸送発送貨物で最も大

きな比率を占めるのは、鉱顕石及び同製品(土石・その他の鉱物製品

等〉で全発送量の 42.0%を占め、第二位はその他雑貨(塩・飲食物

.塗料・糸綾細索及び同材料・陶磁苦撒硝子及び同製品 ・飼料・従院得光 会発送

量の 31.9%を占める。第三位は金属及び同製品(鉄・金属製品む)で

193%を占め、その他肥料、木材等の発送が多」、。到着について

みれば、前述のように発送に比べれば量は少いが、これの 81.6%

はトラックにより 、鉄道によるものは 18.4%となっており 、 トラ

ック利用量は発送の場合よりも一層大である。陸上輸送到着量の

うち最も多u、のは県内仕出で、全到着量のワ 90%(県内発の内訳κっ

円てみれば、 トラック使は 97.5係と圧倒的K多〈、鉄道使は2.5%を占めるK過

ぎな円〉 を占め ‘ 第二位は発送の場合とは)II~位が変わり 、 近畿

仕出によって占められるが全到着量の 5.ワ%(近畿発の内訳。cつ円て

みれば、鉄道使65.7弘トラック使34.3%となり、鉄道使の比重がや常大き〈なフて

円ゐ)であり 、比較的比重は小さ L、。第三位は関東仕出で全到着量

の 4.6%(関東発の内訳Kつ円てみれば、鉄道使が98.4%と大半を占め、 トラ

アク使は1.6 % ~てずきなV1) を占め、第四位は中国よりで全部鉄道

便により、第五位は九州でこれは 55.8% が鉄道使で、残余はトラ

ック使によっている。第六位は岐阜県仕出、第七位は長野県仕出

であり 、静岡県仕出は第八位の四固に次いで第九位を占めるに過

ぎない。中国仕出が比較的に多いのは、肥料 .薬品 .木材の到着
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によ り、 九州仕出の多いのは石炭及びコークスの到着により 、岐

阜県からは鉱醸石が到着 している。陸上到着貨物で最も大きな比

率を占めるのは、金属及び同製品で全圭11者量の 2も2%、第二位は

棉花で 18.8話 、第三位は米穀で 12.5%、第四位は鉄硝石及び同製

品で 1l.8%を占める。陸上輸送の動きとしては、商から受入れて

東へ発送する傾向にあること 、到着に比し発送の方が鉄道利用率

が大であること等を指摘できる。

川海上輸送の現状と問題点 現在の港湾施設は前述の涌ーりであ

って、大型の外国航路船はすべて沖荷役を行っている。船舶の大

型化につれ凌諜等も十分行われない湾奥の鞄崎、半田とl順次に港

勢衰退し、湾、口に近く最も大きな水深を持つ武豊港わ11も今日にお

いては不便となり 、入港大型船はせいぜい 5千屯どまりで、輸送

需要はありながらも外航船の一部は名古屋港を中継港とする比率

が増大しつつある。衣浦港全計の外国貿易についてみるに、輸出

は車輔 .火薬 .大豆油に限られ、金額 .数量とも徴少である。輸

入は玉萄零が相当量あるほかは、大豆 .高梁等であるが玉局零を

除けば僅少である。以上は通関統計によって考察したのであるが、

このなかには、本船の積込 .荷卸は名古屋港で行¥' ¥通関手続だ

けを衣浦税関支署で行ったものが相当量含まれている。 浦港全

計における内外貿易の伸びをみ るに(表19)、昭和 32 年に一寸

したピークはみられるが、 6カ年聞の伸びは僅少で‘、ほぼ棋ー這い

といってよ L、。昭和 31年を 100とした :36年の指数は 107で、

6カ年聞に 7%の伸びということ になる。

これを知多側最北の塩崎港についてみるに、昭和 35年に土石
?.) 

の移入があって、やや盛返しているが、昔の繁栄をしのぶよすが

はなし、。亀崎港の南の半田港についてみるに‘その港勢の周落は

明らかで、かつ陸上輸送の場合とは逆に、到着が発送をオーバー

する片荷輸送となっている。半田港をしてこのような港勢をとら
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表 19 衣浦・半田・亀崎・武差是各港内外貿易量 トン)

港輪移出入別 昭和 31 I昭和 32 B召来日 33 昭和 34 日召;f口 35 昭和 36 I 

輸 d:l 3.390 90 
衣 輸 入 97.960 1.390 4.199 17362 20318 42.074 

浦 外貿言十 101.352 1.480 4.199 17362 20318 42.074 

全 移 dj 374.912 555.883 440.275 401.430 434.717 471.797 

計 移入
1.313.868 1. 56R.1 02 1.332.37も 1.298.865 1.392.214 1.405.950 

内貿言十 1.688.780 2.123.985 1.772.649 1.700295 1.826、931 1.877.747 

内外貿計 1.790132 2.125.465 1.776.848 1.717.657 1.847.249 1.919.821 

輸 出

半
輸入 97955 1.390 686 9.581 3.564 5.714 

外貿言十 97.955 1.390 686 9.581 3.564 5.714 

田 移 出 162.982 215.856 174.473 106.315 11.160 16.487 

移 入 525.161 601.556 561.977 500.299 317.313 286.288 

港 内貿言1 688.143 817.422 736白450 600.614 328.473 302.775 
内外貿言1 786.098 8lil.812 737.136 616.195 332.037 

亀
移 d:l 124.231 3.055 287 581 

崎
移入 4.444 5.293 27.417 33.272 65.635 

内貿言1 128.675 8.348 27.704 33.853 65.685 

内外貿百| 128.675 8.348 27704 33.853 65.635 
W上J目L 出 3.390 90 

武 輸 入 7 3.513 7.781 ! 16.754. 
外貿言「 3，397 90 3.513 7.781 15.754 

115，333 86.326 83.111 112，200 

移入 228.560 390.403 279.716 324，850 563.490 

内貿青j'1 321.327 505.736 366.045 412.961 675，690 

内外貿計 I324.724! 505，826 i 369.558 I 420.742 692.444 901.688 i 

注 1 港湾統計Kよる。

注 2 衣浦全計を除〈 、港月iJ統計vcつ円ては三河側の 5港κつ日ては省略コ

せた実態を分析してみると、それは土石.石炭の集散港、鉄知の抜

出入港としての役割Jvて変化がおこったことによるものであった。土

石は鳥羽 .東幡豆 .宮J11 (千葉県〉 ・平坂 .田原等より搬入し 、地

元消費のほかは主として広島 .尼ク崎.川崎.横浜等広く柏送して

きた。また一部は北隣港の紐崎へ転送し ている。しかし このよ うな

役割を最近は武豊港へ委譲してきた。石炭についても北海道炭.北

九州炭を移入し、近隣の高浜.大浜.新jll.平坂 .亀崎.河和等へ
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積出してきたのであった。以上に次いで輸移入訟の多u、のは米穀

であるが、その大半は玉萄奏で直接ノζγ コック、 プ ノンベ γ 、カ

ンポジア等より輸入されるほか、 名古屋 .四日市港を中継港とし

て輸入されるものも相当ある。この大半は地元で飼料.コー γ ス

ターテ製造の原料とされる。また金属及び同製品(大部分は鉄〉

が千葉 .神戸より搬入され、 また同方面へ搬出されている。人造

肥料の積出も昭和 34年頃より社絶したが、 これは陸路輸送に切答

えられたためである。その他比較的少長ではあるが、陶磁器 .硝

子等が県内 .三重 .九州の諸港へ積出されている。知多側最南端j

の武豊港のみが、取扱量Vて増加が見られるが、 この港勢の発展は

土石移入と鉄類移出入増加に負うところが多L、。輪移入が輸移出

を大きく超過することは、半田港の場合と同じである。土石 .鉄

類取扱量の増加については、すでに半田港に関連してみた。この

鉄類関係移出入および輸出入増大こそは‘将来の新衣浦港発展の

推進力となるものであろう。王萄零輸入は、武豊港の場は直輸入

が大部分である。

1 ) 武豊町・半田市・東浦町のほか、者fi築紡積工場Kつv、・ては美浜 ・阿久比

両町所在のものも含み、またwずれも従業員100人以上の工場Kつ円ての

集計でるる。なお、数字は昭幸胞も年の 1年聞の集計Uてつ円て分析した。

2 ) 永誠年間と、 江戸末期は、 一時湾内第ーの港勢をまさった。伊勢の若~公か

ら知多半島西岸大野lぞ航し、大野街道を亀隙VCdj、ととから対岸大浜いて渡

るコースは、東海道の間道として利用された。

【質疑応答】

(質問 1.)柴田教授貿易商社・金融業者などの衣浦港への進出が伴わなけれ

ば、楠花直輸入は困難ではな引か。

(答) たしかκ輸入商社 ・金融業者・倉庫業者・荷役業者等のイ|担、産業道路
の整備が不可欠でるるが、かつて名古屋港がとれ等を整備した如〈、衣浦

港地区の関係業者の協力Kよってとれ等の事も可能である。

(質問2.)米花教授 :東海地域が王見在わが国第ーの綿業地帯Uどなって円るが、

ζの産業精道は永続すると考えてよ引か。

(答〕 名古尾港周辺、特K南部工業地帯の造成Uてより、愛知県の重化学工業
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化は進むものと考えられるが.愛知・岐阜・静岡・三重を含めた東海地域の

繊維産業は相当期間Kわたり成長産業たり得るた・ろう。

(質問3.)氏名不祥:知多地区の陸上輸送vc;b'~て、 トラックが鉄道Kとって代
った時期と理由vrつwてはどうか。
(答) 時期Kつnては自家用トラックも含めて考えているので‘明確Kは言え

~V、が昭和 30 年代K入った直後ではなかろうか。理由は鉄道の貨車が不足

し、急、な輸送を要する場合は相当溺巨離でもトラックを利用するvc至ったも
のでるる。なか、国鉄側の配車不足の事実もさうるが、鉄道輸送難をもたらす

よP直接の原因としては、武豊線より東海道線への貨車流出入が困難化して

きてwゐ ζとをさうげねばならな円。すなわち東海道線Kは昼夜をわかたず上

下綿ともvc、比較的短w間隔で絶えず列車が走って念仏ぞとへ武豊線から
の列車を割込ませるととが困難化してきて円る。

特K上り綜への割込みは、下り線を横切って行わねばならな刊ので、一層技

術的にも難し〈なってwる。東海道新幹線の完成は昭和 39年κ予定されて
竹るが‘ とれが竣行の4うかつきは旅行用列車の多〈はそちらへ切替えられ、

現在の東海道線の遂行Kは余俗が出来るであろう。衣浦地区の工業化が進む

Kつれ、鉄道輸送需要は一層増加すると考えられるので、新幹線完成前の昭

和 38年頃が鉄道輸送難のピークをなすで遅うろう。なな新幹線の竣工と前後

して武豊線の複線・電化も予定されて判るので、 ζの期を契機と して鉄道輸

送の比率は相当復活増大するものと考えられる。

(付記〕 本報告の詳細κつ円ては、中部都市学会編 半出市将来言1.1蛍i調査報告
書半田市役所を参照され度判。
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港湾、経済の本質

北見俊郎

f 関東学院大学〉

( 1 )港湾研究と港湾経済(問題の所在)

わが国経済の高度成長Kともなって、港湾問題がさまざまな形で

とりあげられているのは周知のと F りである。とりわけ、工業生産

力の発展、貿易量の増大K即応しうる港湾能力の拡大を、経済発展と

の関係でどのようにとりあげてゆくかが問題の中核となっている。(1)

とのよう陀港湾への要請が国民経済的な規模をもってかきあが D、

一方では、港湾労働力の絶体的不足と、港湾労働問題の発生を頂点

とする港湾になける労資関係、あるいは、とく K港湾への財政投資

という形で示される国家と港湾との関係等々陀ある諸問題とその構

造性は、いわば全社会的規模を背後陀秘めている。とくにわが固に

あっては、国民経済の自然的条件からして、港湾が、単にターミナ

ノレ (Terminal)機能としてのみでなく、臨海工業の発展衣夕、地

域経済む展開との関係で、きわめて重要な比重をもって、国民経済

K有機的関係を附与せしめている。 (2)

とうした意味を有するわが国経済忙なける「港湾問題」が、した

がってその規模、内容陀わたって経済学、もしくは社会科学の研究

対象としてとりあげられうるだけのととは充分にあるとし乏ければ

念ら念い。この ζ とは、また科学右:!?学問なりにとっても、そのよ

う左時代的な問題の解決を迫られること陀よ夕、理論的念発展な D、

学問形成の場をみてきたことは、科学の歴史にま?いても、またその

白 1当
t. 



-1.0:8-

論理からも自明の理である。しかしながら、との現実の港湾問題陀

対して、それが国民経済的、全社会的規模をもっ故K科学の対象に

なるというととは、港湾が科学的念研究方法陀もどづいた分析と意

義の解釈がなされるべき対象となるととを意味する。とのととは、

現実的港湾問題の解決を迫られていると同じよう K、果して港湾が

何んであるのかという港湾の「性格規定」を試みるべきことをも要

求されているととを示す。社会科学が担う役割Kは、そうした問題

の解決を一定の目的意識に関連した立場から検討するととい研究

対象の本質を規定するというこ面がある。後者の場合陀なける分析

を進めてゆくの陀もっとも有力となる手段は歴史的考察陀もとづく

が、いづれの場合忙ないても、歴史と理論が両者の役割を支える基

盤になる ζ とは当然である。とのような問題解決の前提的操作陀、

いわば科学や、学問はみづからの任務を有してはいるが、問題解決

の直接的な担当者ではあり得ない。なんと左らば、問題解決の直接

の決定権は、実践につら左る「意志」の主体者であり、問題Kつら

なる直接行動と責任をもちうる具体的な存在者であるためである。

港湾問題が科学vcj，">ける研究対象たりうべきととと、したがって、

科学的左方法のもと K分析さるべき ととであると同時K、それら陀

対しては、一定の限界が、政策的な実践との関連でもたれるべきも

のでもある。 (3)

しかしながら、経済成長にとも念う港湾の問題陀対して、一般陀

そうした「科学」からの全体的なとらえ方は、あまり進んでいない。

従来陀珍いても、港湾Kかんする研究は港湾建設を中心とする工学

的視角以外陀は、素材的な分析のものが多く、とくに社会科学的な

方法論を具備した研究陀なされなかった。 (4) 乙のととは、一つに

は港湾の問題意識をものがたるものでもあり、従来、港湾が素材的

念研究、もし〈は形態的なものKとYまり得たととのかげには、港
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湾が全社会的念規模をもっ問題としてたちあらわれなかったためで

もある。その意味にないては、今後陀bける港湾研究Kは、問題意

識の点のみならず、実質的陀従来の枠をとえてあらわれている諸問

題K対して綜合的な研究態度念払社会科学忙なける方法論的適用

をもってし左ければ問題の本質的究明と解決は左され得念い。

との小誌を題して「港湾経済の本質」としたのは、少左〈も以上

のべた方法論的な意味をふくめてのととであり、さしあたっての港

湾陀なける分析の前提とすべきものでもある。港湾Kなける研究分

野が、歴史・理論・政策の経済学のカテゴリーから、それぞれ検討

されるべきであろうが、と Lでは、一般的陀いわれる「港湾経済」

(Por t Economy) (引 の意味を若干陀わたってみるととも K、と

うした本質規定の操作が、研究対象の問題解決Kさきだって必要な

ことであるという ζとを従来の港湾研究への一つの反省としてとり

あげる次才である。

(出

(1)拙稿「経済成長と港湾J(日本交通学会編『交通学研究J1962年〉掲載
参照。

(2) 拙稿「経済発展に会ける港湾への一考察J( [i埋立と俊諜JA::i.19 63年〉
掲載参照。

(3) I歴史」が事実の個別的記述を行うのに対し、「理論」は何らかの普辺的認

識を目指す。とれらに対して政策は「価値判断」の問題性(MaxWeber: 

Die Objektivitat der SoZialwissenschaftlicher 

und SoZialpolitischer Erkentnis. 1904) をかLえ

ているo (拙稿『経済発展と港湾の基本的関係J(上・下わ『貨物JVol.
12.必 11-12掲載参照。〉

(4) 研究の面VCi，>いても、か走り重要左ととは、科学が全社会的立場沙諸ら、ある

一つの研究対象に出会うまで、その研究対象は、(科学の対象として研究の視

界κあらわれ以前は)資本の利潤κともをうものである場合が多いというと
とである。

(5) ・PortEconomy・についての義見は、分析の立場上多くの意味に解せ
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られる可能性がある。しかし一般的VCI Po r t EconornY I とは、港湾

VC ;t，~ける個々の経済的かっ具体的意味内容を示すものに用いられてきたと

とが彦、つでも「港湾経済Jとしての一定のTermi no Iogyとして用い

られてきたととは、代表的念文献とされているもの「例えば、 M.L.

Fair: Port Administratian in th U.S. .l!Hl4.， 
A.H.J. Bown: Port Economics. 19~&， R . S.MacEl­

wee: Port Developnent. 1926.左ど)VCついても見受けら

れ念い。したがって、と Lにがいては「港湾経済」についての定義的用法

をさけた上でζの言葉を使用する。

(2)港湾経済の形成と矛盾

「港湾経済」 が学問的陀何んであるかというとと陀ついての討議

は、わが国陀ないてはもちろん、諸外国陀訟いでもあまりその例を

みてい左い。(1) 港湾が経済と の関連で問題意識をもっKいたった

のは、前節十てないてのべたよう陀、まさ しくわが国経済の特性から

くるものであり、その意味忙ないては、わが国のそれは欧米諸国よ

りはるか陀切実なものを有している。しかしその切実性は、わが国

経済の自然的、地理的環境からくるものではない。経済の社会的諸

条件から港湾を把握しようとすると ζ ろに実は港湾経済陀沿ける分

析上の本質的な問題意識があ D、その切実性も秘められている。 (2)

「港湾経済」が何んであるか、という問題は、わが国港湾の問題

意識が高まるととも当然なきてこなければなら念い点であり、さら

K港湾の諸問題を解決するために必須な条件でもあるはずである。

しかしながら、一般的Kはすで陀沿ぎあがった19 () 0年前後の「

船どみ問題」なれ 19 6 2年春の「港湾ゼネスト」問題などのか

なり大き念問題点があらわれていても、港湾左らび陀港湾問題の本

';1' 
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質的左あり方や、原因念どの追究が、綜合的かつ基本的左立場から、

どの程度わが国経済社会との関係で問われてきたか陀ついては甚だ

疑問とするところである。とれは一つ陀は港湾Kかんする従来の研

究がきわめて技術的左分野陀と Yまって来たため陀、理論的左蓄積

をもち得ず、 したがって、港湾問題が技術的左考察をとえてたちあ

らわれてきただけに、そこでは方法論的Uても役K立ちえない点があ

ったのでは左いかと思われる。こうした方法論的K無反省在焦点が、

実はそのま〉今後の港湾問題対策Kも適応されてゆくとするならば、

問題の本質的解明はいつも背後陀か くされて、一時的走、しかも技

術的左対策として終るであろうととは当然でもあろう。「港湾経済」

の本質を究明する前陀、順序としては「港湾」の本質が検討される

べきであろうが、と Lでは両者を兼ねながら、わが国経済・社会忙

なける港湾の性格を若干Kわたってみてみよう。

「港湾」や「港湾経済」の性格規定を試みる分析それみづからの

必要性は、もちろん科学や学聞の方ーの任務とすると とろにあるが、

現実的意味では、政策上の基盤と してである。つまり、と Lでは港

湾対策上の基盤を設定 し念ければならない必要性が、従来の港湾対

策上の基盤を否定しようとしているととを示す陀他念ら念いσ との

場合、その従来の港湾対策上の基盤を否定しようとしている者とは、

もちろん論者では左〈、いわば港湾がなかれている経済社会そのも

のKある。つまり経済成長という現象的側面陀よって示されている

わが国経済社会の内的念「構造的変化」は今後に訟ける港湾対策が、

従来のようなあり方を否定寸るととを示してなり、根本的な反省を

要求 しているわけで、その具体的なあらわれの一例として、港湾労

働力の絶対的不足をと Dあげるととができる。 (3) 経済の発長が

経済社会の内的な構造変化をももたらすよう念場合には、したがっ

て研究の視角なり、方法論的念反省をも必要とするわけで、そとに
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ないて、研究対象の性格を基び検討する必、要性がで〉来るとともK、

政策上の基盤K反省を与えねば左ら左くなるわけである。

われわれの問題は、どこまでも「港湾の経済・ 社会的存在」であり

「港湾の経済・社会的形成や発展」でもある。したがってその場合、

「経済・社会」的背景K港湾問題の本質があれその本質は「経済・

社会」の本質でも左ければ左ら左い。との港湾のなかれている経済・

社会の本質をどとに求めるかは、改まるまでもなく、わが国「資本主

義」の発展と構造性を意味寸る。す左わち、科学や学問の側から問題

陀しうる港湾は、資本主義の歴史と理論との関連でみてゆかねば左ら

ず、とれらの仕事はその殆んどが今後陀残されているというのが現状

でもあろう。 (4) もちろん、と〉陀かいてはそのよう左面からの考察

陀ふれるゆとりも左いので、若干の点をのぞいては、ほとんど今後の

稿Kゆづらざるを得左い。

経済成長にともなう「港湾問題」は、単左る問題として提起されて

いるのではなし港湾の国民経済忙なける「姪桔」として提起されて

いるととろ陀問題の本質があるとと K注意寸べきである。もともと「

交通論」の立場からは、港湾の存在は理想的念交通路線を遮断するタ

ーミナルでもあり、その遮断にとも左う交通能力の阻害程度はできう

るかぎり縮少寸ることが港湾を刺用するととろの産業資本なり、交通

資本を中心とする企業主体Kとってはのぞましいととである。 (5) わ

が聞の港湾は形成のはじめから、実はとのような大前提を背負ってい

る。なくれて資本主義陀参加したわが国は、急速な産業革命をなしと

げ、 「富国強兵策」にみちびかれえ米主済政策Kよって、短時日のうち

K国民経済の一応の発展をみてきた。明治初年より才二次世界大戦陀

至るそのような急速な資本主義の発展は、周知のような特殊日本的と

類型化される性格を生み山して来た。農 ・工業Kなける「発展の不均

等性」をはじめ、軍事的生産を中心とする生産財生産部門の発展、貿
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易構造忙なける特殊性、交通vc;f，~ける保護育成左どは一連の中央集
権的政策によって、国家独占資本主義的色採の強い国民経済の形成

をみたととろである。港湾の形成と発展も、したがって国家との多

面的な関係の中でみられたのは周知のととろである。近代的左交通

業の形成が明治政府の重要左課題であったと同様陀、近代的港湾の

整備も、展開しつ〉あった外国貿易の要請陀応えることが急がれて

いた。しかし左がら、交通業Kあてては一般的に資本の蓄積は未熟

であり、資本動員の機構は整備されず、技術的Kも、経営的Kも私

的資本がのりだす可能性は在してまた政治的Kも当然国家が積極的

な態度をもってあたらざるをえなかった。 (6) との傾向は、単に交

通業のみ左らず、港湾忙ないてもより国家に依存する必然性があっ

たのは、資本主義にお=ける交通部門の国家への依存性という特殊性

では左〈、資本主義そのものの形成が国家権力陀よらざるをえ左か

ったわが国資本主義の特殊性から来ているわけである。資本陀よる

生産と再生産を基軸と寸る経済体制、つまり資本主義経済の形成諸

条件(資本蓄積、労働力、生産手段、さらに市場)はいづれも国家

の手Kよって作られたととろ陀、交通業なり港湾の形成基盤がある。

とくに港湾の場合は、周知のように港湾建設から、経営管理の全般

が国家権力のもとに進められてきた度合いは交通業のそれよりはる

かに強いものがあった。との傾向は 、 戦後 VC ;þ~ける港湾、法施行後で

も、本質的陀港湾という公共性と、建設のための財政投資の線は変

ら念い。とのよ‘うな港湾陀訟ける国家的性格の強さは、先進諸国に

ないても、同様な点もあれとく K港湾の建設面になける資本投資

は私的資本の可能性も少い上に、公共的性格のため陀当然なもので

もあるとされる。 (7) しかしながら、一万港湾にかける運営、管理

の面Kないては富国強兵策の反映を現在忙ないても強〈残している

点は先進諸国K比してわが国の特徴ともされる。港湾になける運営、
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管理面での特徴的左性格は、一つtrca港湾運送業陀対するもろも ろ

の制約念り 、港湾、陀なけゐ主要行政機関とその業務の複雑性と念っ

て残されている。一般K資本主義になけぷ産業部門中、交通運輸K

かんする産業は、他の生産部問より独立した産業部門の形成期がな

くれるものであるが、とく K港湾になける運輸部門は、内部資本の

零細性、従属性がその当初より本質化されてなり、きわめて前近代

的念性格を強〈残しているのも周知の通りである。とくにわが国陀

かける優勢産業としての工業の展開に主力をそ〉いできた経済政策

にあっては、農業がたえず工業の進展のためK担え手と在ったと同

様K、運輸trc;;，，~ける港湾の役割も、たえず原料輸入、 製品輸出の場

陀沿いて、また、かつての封建的農業生産物の輸出と先進資本主義

工業製品の輸入から現在までのわが国貿易構造の発展の中で、それ

らの具体的念支え手と在ってきた。後れて資本主義国に参加したわ

が国が、海外市場K伸びるためKしばしば行ってきたダンピング方

策のかげには、国家の保護、独占刺潤による補強材があった陀せよ、

港湾部門医診ける撤底的念合理化が大きだt役割をしめていたととは

想像にかたく左いp

との合理化とは、産業資本の成長過程で形成された都市窮乏者階

層を給源、と寸る港湾労働力に対応した労働手段の不備、非体系化で

もあった。カ日うる K前近代的な労資闘係、労務管理を、産業資本

と交通資本医従属するi港湾運送業の中K残存させるととによれ港

湾運送業の支配と従属はより安定化し、港湾は産業資本医とってよ

りのぞましい交通路線上のターミナルとしての幽害事項を最少限度

陀と三め得る ととも陀、貿易の展開を可能念らしめうる要因を手中

K収め得た。

したがって港湾K要請される発展の指標は、どとまでも産業資本

の流通過程陀訟ける合理化、または交通資本の回転率を高めるため
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のものであれ港湾運送業は、との両者の谷間陀埋没されるとと陀

よって自からの展開を計ってきた。わが固になける最もな〈れた港

湾労働のミ・ゼラブル念事情は、とうした各桂桔を末端でうけとめ

てきた結果でもある。

経済成長Kともなう「港湾問題」の発生とは、いわばとのよう念

桂桔が底をついたととを意味するも のであり、わが国資本主義経済

の発展の中K秘められてきた港湾への矛盾が、みづからの発展陀よ

ってな〉いか〈されなく念ったものでもある。

(出

(1 ) 前節注(5)参照、

(2) 邦警「国民経済と港湾J(第 1章、港湾経済にかんする方法論の問題〕

P.P1-10.19:>8年

(3) 拙稿「港湾労働の問題点と将来J( r国土産業経済j1963年 A:4 )掲
載参照。

(4) 港湾の歴史的考察は、 D.J.Owen: The Port of London 

yesterday and Today. 1927.、R.S.MacElwee: 
P 0 r t De ve 1 0 pme n t. 192 6 . をはじめ).I.Grittin:

The Port of New york. 19:>9.念どにも若干みられるが、と

とにbける問題意識のもとでは、高見玄一郎著「近代港湾の成立と発展」

1962年、をあげるととができる。

(5) 拍精「ターミ+ルに必ける技術と経済ー港湾と関連してー 」

'Handling Management' 1962. Æ: 9~10. 掲載参照。

(6) 富永祐治著「資本主義になける交通の発展一日本交通の近代化過程一」

参照。

(7) 拙著「前出J(第2章、国民経済の発展と港湾の形成)P.P 11-3:> 

参照。
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(3 )港湾経済の構造性と問題点

以上はわが国経済の発畏過程のうちにつくられた国民経済と港湾

との関係Kついてであるが、それは今後の港湾政策陀際して前者と

後者との矛盾を改めて認識すべきであるととを告げている。その「

矛盾の認識」こそが、「港湾経済」なるものを再び改めて認識させ

うる契機と走るものであるからである。

一般陀国民経済の発展K港湾が重要であり、港湾の発展がわが国

経済の展開花必須であるとされている。この港湾へ期待は両者の矛

盾が底をついた経済成長の時期陀もっとも大き左ものと左って港湾、

陀対するもろもろの対策がうたれようとしている。しかし左がら、

それら対策の本質的基盤が、両者の矛盾関係をそのま込忙して、よ

り高い立場から国民経済の合理化過程K港湾をおサミせしめようとす

るの念らば、よしんば一時的陀港湾問題が影をひそめたとしても、

それらは少ぐも本質的左解決陀は左ら左いととは当然でもあろう。

たしかに国民経済の発展が、港湾発展の条件をもたら寸とと Kは変

り左い。しかし左がら前節陀みたよう陀、国民経済の発展Kか込わ

る港湾への期待が、産業資本左らびK交通資本の立場のみ陀結果的

陀も固執されるようであっては「港湾経済」を形成寸る要因をそだ

てあげるととには念らない。それでは「港湾経済」の形成要因とは

何を意味するものであるのか。改ま るまで も念〈、こ〉では、港湾

陀訟ける生産力と生産関係一一資本と労働ーーの順当念発展をう左

がすもので左ければならない。港湾忙なける「資本と労働」の関係

とは、とりあえず港湾運送莱を中心とする港湾関係諸企業を意味す

るもので、資本主義の発展が広汎な社会的分業の成立と交通業の独

立を示すものである以上、港湾陀珍ける港湾運送業の成立が論理的

Kもありうる。 (1) しか しながらわが国の港湾運送業の存在は、歴
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史的左側面陀よって、一ずでKふれたように、論理的K自立化しえて

も、支配と従属の現実性をそ左えている。

港湾運送業存立の諸条件は、交通資本陀なける循環表式、(G-W

くL.p・・・ G')をたしかにみたす存在であるが、それらの各
要素は、産業資本ならび陀一般交通資本のそれとは若干の事情を異

にする。(2) たとえば貨幣資本 (G)の存在は、港湾運送業それ自

身にとっては、たしかK個別資本をもってするが、港運事業の生産

活動(荷役)vcか込わる港湾への財政投資が生産手段(Pm)の条
件を決定的ならしめている。したがって港湾の主産活動(P )が、

財政投資 (0)との綜合、もし〈は Pmの部分との佃互関係Kない

てなされるという点を特徴的左ものとしている。との港湾運送資本

( G )、財政投資による (0)、さら K両者Kよる (Pm)の関係

が(P )を通じて、どのよう VC(G' )に配分されているのかが港

湾運送経済を性格的に明由化ぜしめる上での問題点ともなる。

さらに、労働力(A)の存在は、すでKのべたよう Kわが国資本

主義の形成過程VCj:，~凶て都市K沈澱された最下層の労働者K強い依

存度を示してきた。そのために、経済成長期Kなける一般産業の労

働力需要の増大は、いちはや〈港湾、Kなけるとの(A)の存在を固

渇しようとじてきている。港湾運送業資本(G )、財政投資Kよる

資本(0)とが、いづれKないても充分な生産手段(P m )の存在を
与えずして現実K荷役活動(P )を遂行せしめてくるととのできた

理由は 、 (-A )の低賃金労働がゆたかであったとと与 、

前近代的構造性のためでもあった。 とのように港湾陀沿ける資

本の循環、す念わち資本による生産なよび再生産が可能であるため

の以上のよう左条件の存在が論理的Kありうるかげにも、 (G) と

CO)との関係、さらVC(A)と(Pm) との関係、そしてそれら

両者の聞にま?ける経済外的強制をともなう諸条件が、現実の生産を
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可能左らしめているととろ陀港湾運送業の前近代性と特質とがある。

それらは (G)と (0)の表式のかげKある運送業者対荷主、船主の

の前近代的関係であり、 (G) と (A) との封建的な構造性はそれ

の桂桔化したものの反映とも在るものであれさらに、 PのG'へ

の転化陀は港湾経済の構造性がかくされている。 PのG. への過程

Kは、当然、交通用役の生産として、 (G -W.... P ....W. -G') 

のW' が省略されるが、 P-G' への「実現 JV可能性(産業資本

陀なける生産物市場の存在、)には、国民経済忙なける港湾、の発展

(一般に言われる『港勢』の発展。 )と港湾運送業者陀なける荷主

と船主による運送市場が考えられる。すなわち、 P-G'への「実

現」の可能性VC!:，~ ける「港勢 」は、一般K特定港湾陀なける取扱貨

物量、出入港船舶トン数、ヒンターランド (Hinterland) の広

狭左どで示され、それらの可能性を現実に示しう るものと して港湾

設備、港域面積左どが問われてくる。わが国vcj，~ける港湾形成が、
きわめて国家的色採が色濃くつけられ、港湾の発展が国民経済のた

め陀重要であるとされ、そのととが、港湾の発展Kも念るとされて

いるのは、事実は、以上のととから「港勢」陀示される取扱貨物量、

出入港船舶トン数、ヒンターランドの問題~どを意味する。す左わ

ち、それら陀か 込わる交通用役生産上の市場性の拡大陀ある。 しか

し左がら、問題は P-G'への「 実現」の可能性は「港勢」陀示さ

れる市場性の拡大陀よってたしかに与えられるものであ bながら、

それのみが港湾運送業の展開を現実Kは意味しない。港湾経済の中

核をなす港湾運送資本Kよる生産と再生産、なよびその再生産K必

要念条件からすれば、より以上vcP -G' への他の契機(主として
運送費比率決定)が経済外的諸事情陀よって決定されるというとと

がある。い〉かえれば、市場陀かける可能性は工業生産力の上昇、

したがって貿易量の増大によって与えられつ〉も、港湾荷役の料率
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が運送業者を して支配、隷属せしめている両端の力関係陀よって決

定せ しめられ うる傾向をも っと いう点である。

以上の諸点から港湾経済Kか 〉わる資本の循環は、いわば財政投

資附ミ込わる CG)ならびに、港湾建設附ミ Lわる CG )をふく

めれば (G+G)-wくらm+G )…・ 1 ・ G' り形陀よっ
て示されつ い 行政機関の複雑さと経済外的諸関係は国家との多面

的な関係を強〈示 しているととをものがたっている。とうした港湾

運送業資本が、一方十てないては行政機関のいわゆる「縦割り」烹配

と監督のもとで、さまざま念問題点をもっととは、結極、一方V[j甘

いては、運送業者は私的資本の循環過程陀公いて国家の財政投資陀

依存している強さを示すものである。すで忙のべたように、わが国

港湾陀なける生産手段とその体系の貧 しさは、港湾運送業が「人い

れ稼業」として考えられていること Kよってもわかるように、その

資本循環の場陀なける合理化過程を、 もつばら最下層の低賃金労働

力lそむけるとと陀よって左 しとげてとられた反面、貧しいながらも 、

国家投資Kか Lわる cpm)依存をも行ってきたととろ陀存続の理
由がある。経済成長をめぐる港湾問題の中で、港湾運送業は乱立を

きわめ、それぞれの経営課題をもち左がら、現状としては一般的K

倒産のうきめもみづK、零細性と従属性の中で存立をつ Yけている

のは、港湾陀なける特殊な資本の循環表式と 、 したがって表式化し

得左い面での前近代的相互関係依存によるととろが大きい。 (3)

との とと が、運送業陀なける労資関係左らび陀労務管理の封建性や、

日雇労働力への多大左依存と左つであらわれてくるわけでもある。

ともあれ、港湾陀なけるそのよう左構造性は、経済成長の中で港

湾問題が在措となってあらわれているものの焦点となっている。国

民経済と港湾経済が一つの矛盾を生み出していながら、港湾経済内

部忙なける運送業による資本循環の複合性(財政投資K依存 しつ
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つも 、一面それ故陀国家的色採の強い規制と、産業資本や交通資本

の従属的支配のもと で存続しているのは、それらの;佳借を日雇労働

力への転稼陀あるととをくりかえさねば走らない。というのは、産

業資本から港湾運送業資本にいたる桂桔を、最後的にうけもたされ

てきた港湾労働力の絶体的不足という現象が、最上層の産業資本陀

よる異常な工業生産力の増大という契機のためK生 じ、運送業資本

は従来の桂惜転稼の場を失いつ hあるからである。との桂惜の最後

的支え手の消失傾向は、一方陀ないては新しい港湾労働者の組織化

をはやめ、港湾統一ストライキという形を生んでいる。とうした港

湾運送業労資闘係のうどきは、いよいよ運送業経営のより上層支配

層への依存と隷属というこ面的関係に対し一つの反省を与えるとと

も陀、料率問題辛子よび、その他もろもろの従来の支配的関係から離

脱して、 白からの近代的経営の主体性をもっととを要求されている

といわねばならない。 (4)

さらに、とのととは国民経済と港湾経済の聞になける断層を再認

識せしめ、産業資本、交通資本の港湾支配から、港湾経済の主体性

を確立せしむる方向への歩みを期待寸るもので左ければ左らない。

港湾にかける経済活動をもっとも阻害させるものとされている「波

動性」問題も、それが港湾の宿命的左性格をもちそえとえているにし

ても 、港湾経済の何んらかの主体的確立陀 よって多分左是正がもた

らしめられるととも確かである。

港湾、経済の本質が、港湾運送業を中核とする港湾|対係諸企業Kあ

あというのは、以上のべたよう念論理的側面陀のみ理由があるばか

りではなく、経治;成長にともなって当面した「港湾の同題意識」か

らもいえることである。在ぜならば、経済成長Kともなう 「港湾問

題」を、以上にわたってのべたような、産業資本から港湾労働力K

つら念る幾段階かの構造性にないてとらえる ζ となく、技術的な形
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で解決を計るようi.tととがあるとしたら解決の方向は、それ自身本

質的左ものとは左り得左いからである。

(的

(1) 拙著「国民経済と港湾J1 9 fl8年. P.fl 

ωG-W<~m .... P .... WI-G1(K.Marx: Das Kapital 

Bd.rr Erstes Kapitel. Der Kreislauf des Geld-

kapitaIs. s.2ト fl8.) (長谷部訳2巻1.&冊 P.fl3以下〉

K会けるW.1は交i盈AEにかいては即時的vcGIを意味する。

(3) P-G1の「実現」の可能性は、それにつら在る港湾運送業(Pmの不変

資本KかLわる依存度は、一般産業K比して小さl"o )の資本の技術的構

成は、当然、 資本の価値梢成の低さときって現われている。しかしながら

実際問 Wく九仰いて、公共施設「財政投資 )O%!i服矧針

れば、資本の有機的構成度防きわめて高いものと忠、われる。経済成長にと

も芳う港湾施設の糟加によって、港湾運送業にかける可変資本部分が相対

的Kどの程度減少しているかf換算するととによって〉をみるととはきわ

めて重要である。とれば施設使用料の合計をもって資本の有械的構成度を

知りうるほど単純すもので[寸芳 しとのあたりに港湾運送業の性格を究め

る上での盲点が残されているよ号に思える。

との点、工業浴にがいては、工場の専用埠頭きらびκ工場従業員による荷

役作業が行れる掛附、w<丸 山ける械比率は当然明確で川、
資本の有椴的構成度も明らかである。

( 4) 港湾労働力の絶体的不足と港湾運送茶の構造的性格との関係については、

拙稿「経済発展にたける港湾労働問題の基礎J( ~経済系』関東学院大学

経済学研究論集第 刊 号js哉 〉参照れ



港湾施設に与えた損害に対する

船主の賠償責任と海上保険

ーロンドン保険協会の P.工.クローズ

についてー

-122 -

今泉敬忠

(関東学院大学)

一、はしがき

最近の船どみ丞および港の諸施設の狭小ととれに反する船舶の大

型化にとも 左い、船舶が港の諸施設に与える損害が激増 している。

ζ のように船舶が港の施設K与えた損害のために船主が支払わな

ければ念らをい損害賠償金は船舶保険証券中の通常の衝突約款

(COllision Clause主 党は RunningDown Cユause)(注1) 

では担保されず、主 として船主責任相互保険組合 (Protect工on

and工ndemnityAssocia七ionまたは Cユub)(注2)がその保

険を引き受けている。 しか し船舶に関して被保険刺益が診りなが

ら、とういった組合に加入でき左いものが歩る(注3)。 例えば

造船業者とか船舶の修繕業者などでふゐ。をた船主でも所有船を

組合に加入したがら念い場合も歩りうる。とういった場合に対処

するため花、イギリスではロイズ保険者が被保険者の希望によっ

てζ の種の危険を引き受け、まかロンドン保険協会(工nstitute

of London underwriters)の協会造船危険約款 (The Insti-

tute Cユau_ses f or Bui工ders'Risks)や協会係船危険約款

(The Institute port Risks Clauses)には船主責任保険

約款 (protectionand Indemnity C工ause ) (注4)が挿入さ

れてシり、 とき κは通常の協会期間約款(船舶) (The Insti-

tute Time Clauses (Hulls )に も挿入されるととがある。わ
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が国では昭和24年(1949年)まで船主責任相互保険組合は存在

せず、従ってとの種の危険を担保する保険は行われていなかった。

ただ第二次世界大戦前孝る船会社と二，三の保険会社との聞に船

船保険の特約として超過責任額[(ExC 888 Lia bi工工ty)と船員の

死亡がよび傷害の危険が契約されていたととがあるらしい。しか

し残念ながらとのととから船主責任相互保険組合の設立とか、海

上保険会社κよる船主責任保険約款の制定という段階Kは発展し

念かった。大戦後弱体化した海運界の保護育成手段のーっとして

船主責任相互保険組合の設立の必要性が強調され、昭和24年

(HI4<9年)7月1日から日本船主相互補償組合が発足し、更K翌

年 5月船主相互保険組合法が施行された結果、との組合は現在の

日本船主責任相互保険組合に生れ変った。一方海上保険会社側は

組合Kζ の種の危険の担保責任を委ね、現在の和文船舶保険証券

VCfJ船主責任保険約款't;類するものが存在していない。ぞとでと
の時期κ当ってロンドン保険協会制定の船主責任保険約款に関す

る紹介を試みるととにする。

(注1) 今村有博士・海上損害論30 1頁以下、葛城照三博士・イギリス船

舶保険契約論 193頁以下、加藤出作博士・損害保険実務講座第三巻

1 47頁以下、勝呂弘博士・海上保険390頁以下、 Arnould ;On 

The Law Of Marine Insurance And Average (葛城

博士訳 10項以下)、 Dover;AHandbook To Marine In一

surance P. 527 ;Analysis Of Marine Insurance 

Clauses PP. 35，99，225， Templ句n<Jn;Morine Insur一

anc e (葛城博士訳469頁以下)、 Hurd;TheLaw And Prac-

tice Of Marine Insurance(旧版には勝呂博士の訳がある)

p.93等 参照。

(注2) 他の保険の分野と同様にとの分野でもイギリスが発祥地であれDe

Vaux V. Salvador(1836)事件(後出〉の結果制定された2衝
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突約款で担保されない残額のZ を負担するためKいわゆる船主責任保険組

合がで台たといわれている。その後 1862年の会社法に基づいて商事会担り

一種として船舶に関する保険を行う ζとが認められて今日Kいたっている。

わが国では前述のどとく船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)(tL

基づいて設立された日本船主責任相互保険組合がある 。アメリカではとうい

った組合の設立は比較的新ししそれまではもつばらイギリスの組合を利用

していたが、第一次世界大戦中イギリス政府が戦争目的遂行のためイギリス

の組合に対して中立国(当時アメリカは中立国であった)(tL不利な規定を挿

入させたため、アメリカ圏内でも組合設立の要望が起り、 1917年K始めて

設立された。しかし現在では営業保険者がとの分野K相当進出している。ま

たヨーロツパでは、イギリスの活動K刺激されて、ノールウェイ、 スウェー

デン、デンマークの北欧三国が1897年に共同してAssurance Fore-

ningen Skuldを設立している。- Winter ;Marine Insur 

anCe p. 306，Mullins;Marine Insurance Digest 

p. 199， Dover; Handbook p. 505， Hurd p. 94 etc.，勝呂

博士・ 206頁、東京海上 ・海上保険の解説 106頁以下、駒田行雄氏・

P. 1.保険の概要(海運320号 26頁以下)参照。

(注 3) 船主責任相互保険組合K加入で言るのは船舶所有者(裸用船者を含

む)、用船者、回航請負業者などである。なな日本船主責任相互保険組合定

款第2条、第9条参照。

(主主4) Protection and Indemnity Clauseを船主責任保

険約款と訳したが、とiICは内容から判断した訳であって、対象となるのはも

ちろん船主ばかりではないが、との約款で負担される危険は船主責任危険(

いわゆる P.I. Ri sks)ともいいうるものであれをた、船主責任相互保

険組合という名称とも合致すると思う。とれU亡は普から種々の訳が行われて

ビーアイクローズ
来たが、定訳はな〈、実際界ではP.'1". Cl auseといっている。なかイ

ギリスでは Protection と Indemnityというこつの言葉がそれぞ

れ担保範囲を異にするといわれてj:，~ ，I? ¥現Kイギリスの船主責任相互保険組
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合ではProte ct i onの部門と Indemnityの部門に分けて引受け

をしている。例えば、 Doverは前者は船舶の所有権から生じる責任に

関するものを担保し、後者は船舶の使用から生じる責任に関するものを担

保する(H a n d b 00 k p. 5 1 2 )としてなり、また前者は船員旅客の死傷

に対する責任、衝突以外の原因K因り他船辛子よび他船の積荷等に損害を与

えた場合の責任、衝突損害賠償金中保険会社がその1しか填補しない場
合の酌の j、港湾施設等K損害を与えた場合の責任、船骸除去費、異
常検疫等κ関するものであり、後者は大体自船の積荷に損害を与えた場合

の責任であるとする説もある(東京海上・海上保険の解説107頁)が、

とれらの点ははっ台りしてい念い。ただもともとは Protectionとは

船主の利益の保護を意味し、船主が船舶の運航Kともなって生じる第三考

K対する責任なよび船員に対する保護の責任を表わし、 1nd匂nni tyと

は賠償を意味し、船主が運送人という立場上荷主K対し運送人としての過

失K対する責任を表わしたものらしい。イギリス以外の国ではとういった区

別は存在せず、例えばアメリカではとの保険のととをCatch all(何

でもとれる保険)と称している(前掲・駒田氏論文参照)。

二、船主責任保険約款の主左目的

船主責任保険約款いわゆる P. 1.クローズq注左目的は、船舶

の所有者またはその他の利害関係者が当該船舶の過失ある航海ま

たは過失きる管理(negligent naviga tion or management 

(注1)の結果、支払う責めを負わされた損害賠償金のうち、通

常の衝突約款 (注2)では回収され左い部分を損補するととである

(注3)。

(注1) ととにいう管理 (management)とは船長辛子よび海員の船上K

なける器具、例えばポンプ、海水弁等の操作を意味する -Hurd p. 

142参照、。

(注2) 協会期間約款(船舶)中の衝突約款は次の通りである。な辛子協会造

船危険約款なよび協会係船危険約款中の衝突約款は若干とれと異っている
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が、との点K関してはあとで触れる。

"rt is further agreed that if the Vess自1

hereby insured shall COm白 into collisiOn with 

any other vessel and the Assured shall in 

consequence thereof become liabl自七o pay a nd 

sha工1 pay bァ way of damages to anァ oth日r per-

son Or persons any sum or sums in respect of 

such cOllisio~ the Underwrit白rs will pay the 

Assured such proportion of three-fourth白 of

such sum Or sums 自o paid as th白ir resp白ctive

subscriptions her自to bear to the valu白 of th e 

V白 S自由工 h白reby insured， provided alway日 tha t 

their liability in respect of any one such 

cOl1ision sha11 not exceed th白ir proportion-

ate part of thre白-fourth日 of the va1ue of the 

V日sse1 hereby insured， and 士n cases in which 

the 1ibi1ity of the Vesse1 has b円en c 0 n t e s t e d， 

Or proceedings hav白 b自由n taken to limit ユiabiー

ユity with the consent in writing of th白 Under-

writers，七h自Y wi11 a1so pay a 1ike prOportion 

of thre白-fourths of the costs which the Assured 

I3l1n.a.11 th白T白bア incur Or be compe11ed 七o pay; 

but when both vesse1s are to b1ame， thsn un1白 ss

七he 1ibi工ity of the Owner日 of one Or both of 

such vesseユs becom白s 1imi七ed by 1aw， c工aims

under this cユause sha11 be sett1ed on the prin-

cip1e of crOss-1iabi1ities as if the Owners of 

each vessel had been compeユ1ed to pay to the 

Owners of the other of such vesse1s such one-

ha1f Or other proportion of the 1atte~s damー

早ges as may hav白 b自白n proper1y a110wed in ascer-

taining the ba1ance Or sum payab1e by Or to the 
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Assured in consequ白nc白 of s u c h C 0 11 i s i 0 n. 

Provided always that this Clause shall in no 

case extend to any sum which the Assured may 

hecome liable to pay or shall p"y for removal 

of obstructions under statutory powers， for in-
jury 七o harbours，wharves，piers，stages and s.im工1ar

日tructures，or any goods Or property ther唱 on

or on 1 and， consequent upon such coll i s i on : 
。r in respect of the cargo or engagements of 
the insured Vessel， or for loss of life or 

，・・ 11 personal lnJury. 

〔注3) Hurd p. 142， Magee:Generaユ 1n s u r a n c e p. 2 6 6 ， 

Dover:Ana1ysi白 p. 79，ななWinter p. 306， Muユユin日

p. 199参照。

協会期間約款 (船舶)中の通常の衝突約款で填補されるのは、

現実に被保険船舶が他船 と接触した(注1)ζとに因って生じた他

船の蹴失または損傷、他船上の積荷またはその他の財産、他船の

運送賃、旅客運送賃がよび雇用契約、他船上の旅客シよび船員の

身廻品約蹴失さたは損傷等κ関して支払われた損害賠償金の;

と、被此険船舶が全部または一部責任の争る衝突に巻き込まれた

その他の船舶上の上記とどうような損害に関 して支払われた損害

賠償金の~ vc限られている(注2)。
従って五補されかのは、上記の残額である j、死亡または
傷害K対する求償、固定施設、すなわち港の施設等に加えた損害、

衝突の結果生じた障害物を除去する費用率および被保険船舶の他船

との現実の接触はなかったが当該船舶の過失争る航海または過失

歩る管理から生じた損害等である(注3)。ζれ ら衝突約款で損補

されないものは、当該船舶が船主責任相互保険組合に加入 してい

れば当然組合から回収するととができゐものである(注4)。ぞ し
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て当該船舶が組合K加入してい乏い場合に被保険者を組合κ加入

しているのとどうよう左地位に長くのが ζ の船主責任保険約款の

目的左のである 。

(注1) 律喪約款Uてかける衝突の構成要件として、被保険船舶が他船 Can-

oth白r ship Or vessel)と現費犠飢えCactual contact) 

とと、が必要である。とれらわ点K関しては、勝貝博士204頁以下、

葛成博士・船舶 198頁以下、Hurd p. 102参照。

(注2) とれを「子衝突約制 CThree-~ourths Running Down 
3 ~ 1 

clause:Z R.1 0.)といい、残りのーを被保険者に負担さぜて船
4 

舶の航海を慎重κさせようと したのである。従って前十亡のべたようにとれ

が船主責任保険を発生させた要因なのであるが、現在ではロイズあるいは
3 4 

その他の会社保険者がとのー という言穿を ーに変えるか抹消し、また4 ----~ 4 

は船主責任保険約款で引言受けるか、ー船主責任相互保険組合がヲ|台受ける
3 

のが憤行となってなれ従って初期K4"K制限した意味はなくなってい

る一勝呂博士 206頁、葛妓博士・船舶 198頁等参照。

(注3) Hurd p. 142. 

(注4) イギリスの船主責任相互保険組合の担保範囲K関しては後述する。

しかし左がら、船舶を所有 しまたはとれK利害関係歩るいは責

任が歩って、当該船舶の過失ふ る航海または過失診る管理ーから損

害賠償責任を負いなが ら、 船主責任相互保険組合陀加入する資格

がないか、加入したがらないものが診る。例えば造船業者や船舶

の修繕業者左 どであるが、 造船業者に関 しては、 船舶がその管理

下 K 母って船主に引き渡されゐ前、特に進水後は他船と衝突する

ととも李ゐし、また試運転中使用人の過失で第三者に損害を与え

る ζ ともるる。船舶の修繕業者についてもどうようで診る。しか

し造船業者や船舶の修繕業者は組合K加入する 資格が左 〈、ぞの

ため K協会造船危険約款や協会係船危険約款には船主責任保険約

款が挿入されているのである。ぞれから ζ の協会係船危険約款は
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船舶が相当の期間港内で休航し、通常の期間保険証券や航海保険

証券が失効し、しかも当該船船が組合K加入していない場合にも

船主を保護するために使用される。更K船主が当該船舶κっき組

合K加入する資格がないか、加入したがらないような場合、仔11え

ばイギリス船以外の船舶で4ちるとか特殊な貿易K従事している場

合陀は、通常の船舶保険証券κもζ の約款が挿入されるととがき2

る(注1)。しかし協会期間約款(船舶)の場合Kは協会係船危険

約款や協会造船危険約款中の船主責任保険約款のように正式に制

定されたものは左〈、とれらの中の約款を必要に応じて若干変更

して使用すみらしい(注2)。ぎた衝突約款陀関しても協会係船危

険約款がよび協会造船危険約款中の衝突約款は協会期間約款(船

船)中のものと異り、末尾K但し書きあるいは除外条項を排除す

る条項が付加されている(注3)。だから同じ船主責任保険約款を

使用した場合Kは、その損補す之、範囲に相違を生じてくる。

(注1) Hurd p.143. 

(注2) H u r d p. 1 5 0参照。

(注3) 末尾に付加される条項は次の通りである。

Thif' clause sha工1 also ext白nd to any sum 

which the Assured may become liable to pay Or 

shall pay for removal ot obstructions under 

B七a七utorypOwer-s， fOr injury to harbours， Wharves， 

piers， stag白 s，and. simi lar s七ructure自のr f or 

工0日日 of 工if e 0 r p e r s 0 naユ injury consequ白 nt on 

such cOllisiOn. 

三、協会船主責任保険約款の本文

協会係船危険約款では第 11条ないし第 13条、協会造船危険約

款では第 15条会よび第 16条が船主責任保険約款となっているが、

両者の相違は死亡または傷害κ関する一条項だけで他の点ではま
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った〈同旨同文で歩る。 ζ の点K関しては解説のととろで触れる

ζ とKすゐ。下記のものが協会係船危険約款中の船主責任保険約

款で 1942年 8月1日施行されたものである。

11.It is further agreed that if the Assured 

sha工ユ by reason of his interest in the insured 

ship becomeユiab1e to pay and sha工1pay any sum 

Or sums in respect of any responsibi工ity， c1aim， 

demand， damages， and/or expenses arising from or 

occasioned by any of 七he :01ユowingmatters or 

things during the currency of this po1icy， that 

is to say 一一

LOSS of or damage to any other sh工por 

goods， merchandise， freight， or other things Or 

interests whatsoever， on board such other ship， 

caused proximate工y Or otherwise by the ship 

insured in so far as the same is not covered 

by the running down clausG set out above: 

LOSS of or damage to any goods， merclsn-

dise， freight， or other things or interest 

wha tsoever， other 七hanas aforesaid(no七 being

bui1ders' gear or materia1 or cargo on the 

insured ship)， whether on board the insured 

ship or not，which may arise from any cause 

wha.ts oever : 

LOSS of or damage to any harbour， dock 

(graving or otherwise)， slipway， wa~ gridiron， 

pontoon， pler， quay， jetty， s七age，buo~ telegraph 

cable or other fixed Or moveab1e thing what-
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soeve~ Or to any goods Or property in or on 

七hesame howsoever caused; 

Any attempted or actuaユraising， removaユ，

or destruction of 七hewreck of the insured 

ship or the cargo thereOf， or any negユect or 

faiユure to raise， remove， or. destroy the same: 

Any sum or sums for which the Assured 

may becomeユiable or incur from causes not 

hereinbefore spe ci fied， but which are a bsoユutely

Or conditiona工工y recoverabユe from or underー

ta~en by the Liv8rpool and London steamship 

Protection and Indemni七yAssociation， Limi ted， 

anQ/or Nortn of England Protecting and工ndem-

nity Association: 

Loss of Iife or personaI injury or pay-

ments made on account of salvage，whether of 

Iife or property: 

七heunderwriters wiユユ pay the Assured such pro -

por七ionof such sum Or sums so pai~ Or which may 

be required to indemnify thθAssured for such 

工os~ as their respective subscriptions bear七o

the insured vaユueof the vessel hereby insured， 

provided always tha七 the liabiユi七y under 七his

clause， together wi th any ユiabi工工七y there may be 

under C工ause 12， in respect of any one accident 

Or series of accidents arising ou七 ofthe same 

event， sha工1 be limi ted 七o the sum hereby insu~­

ed， but when the liabiユityof the Assured has 
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been cont8sted w工ththe consent in writing of 

the underwriters， the underwriters will alsO pay 

a 工ike proportion of the costs which the Assur-

ed shaユユ thereby incur or be compeユユedto pay. 

12. This insurance also to pay the expenses， 

a1'ter deduction 01' the proceeds of the sa工一

vage， not recoverab工eunder Clause 11， of the re-

mOvaユof the wreck of the insured vesse工1'rom

any place owned， leas8d Or occupied by the Assured. 

underwriters' liability under this cユause

is su bj ec七七o the limitations in amoun七 provided

in Clause 11. The provisions of that clause re-

garding the payment of工ega工 costs shal工 app工y

aユsOhereto. 

13. Notwi thstanding the provisions 01' Clau-

es 11 and 12， this pol工cyis warranted 1'ree from 

any cユa工m arlslng， 

(a) direc七lyor indirect工y under Wor凶 en's 

compensation Or Employers' Liability Acts and 

any other S七atu七e or under common Law in re-

s~t of accidents to Or illness of workmen 

or any other person employed in any capacity 

whatsoever by 七heassured or others in on or 

abou七 Or 工n connection with the insured ship 

or her cargo materiaユsOr repairs. 

(b) in connection with an occurreDce resuユt-

ing from the operation 01' a peril excepted b~ 

(i) the Free of Capture and seizure Warranty. 
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(ti) the Free of strikes， Riots and Civiユcom-

motions warrant~ 

在会、私訳は次の通りである。

第11条更に次の通.り約束する。被保険者が被保'険船舶につい

て有する彼の利害関係のために、本保険期間中、次の事由K因っ

て生じた一切の責任、求償、要求、損害賠償金主および/もし〈は

費用K関し、歩る金額を支払う責めを負わされて支払わねばなら

ない場合、す左わち一一一

上記衝突約款κよって担保され念い限度で、被保険船舶に近

因しまたは遠因して生じた一切の他船または他船上の貨物、商

品、運送賃あるいはその他一切の他物もし〈は矛IJ益の戯失また

は損傷

原因の如何をとわず、被保険船舶上陀歩ると否とをとわず、

上記以仰の(被保険船船上VLtfる造船業者の施設または材料も

し〈は積荷を除 ()一切の貨物、商品、運送賃歩るいはその他

一切の他物もしくは矛IJ益の蹴失または損傷

原因の如何をとわず、一切の港、船渠(乾船渠たると否とをとわず)

船架、通路、船棚、船橋、埠頭、防波堤、突堤、足場、浮標、

海底電線またはーその他一切の国定あるいは可動物体、もし〈は

上記の物の中毒トるいは上陀歩る一切の貨物または財産の猷失ま

たは損傷

被保険船舶の船骸または同船の積宥rVL関する一切り企図され

たあるいは現実の引揚げ、除去または破壊、もしくは上記の物

を引揚げ、除去しまたは破壊するに当つての過失あゐいは失敗

被保険者が上に特κ記載し左 lハ原因から責めを負いまたは支

出した一切の金額で、絶対的K争るいは条件っきで theLiver-

pool and London steamship Protection and Indem-
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ni七y Associatio~ Limited志および/もしくは Nor七h

of En~land Protecting and Indemnity Associa-

七ionから回収するととができまたは上記二組合によって引き

受けられるもの

死亡または傷害もしくは人命たると財産たふとをとわず救助

のためになされた支払い

保険者等は各自の引受額の被保険船舶の協定保険価額κ対す

る割合で、との種の支払われた金額またはとの種の損害κ対し

被保険者を損補するのに必要左金額を支払うものとする。但し

常に本条 (17基づく責任は第 12条に基づ〈一切の責任と合計し

て、同一事由から生じた一個または一連の事故κ関して保険金

額を限度とする。しかし被保険者の責任が保険者等の書面κよ

る同意を得て係争される場合κは、保険者等はとのためκ被保

険者が支出しまたは支払わされた費用のどうよう左割合をも支

払う。

第四条 本保険契約はまた被保険者により所有され、賃借さ

れまたは占有されている一切の場所から被保険船舶の船骸を除去

する K当って、救助物の売上げ金を控除した後、第11条 K基づ

き回収され念い費用をも支払う。本条K基づく保険者等の責任は

第 11条に定められた金額の情!J限に従うものでふる。訴訟費用の

支払いK関する同条の規定は本条tても適用するもので争ゐ。

第 13条 第 11条がよび第 12条の規定Vてもか Lわらず、本

保険契約は下記の事由κ因って生じる一切の求償を担保しをい。

(a)直接なると間接なるとをとわず、如何在る資格によるとを

とわず、 被保険船舶またはその積荷、材料歩るいは修繕Kつき

もしくは ζれに関連 して被保険者またはその他の人々に使用さ

れる労働者あるいはぞの他一切の人々の事故または疾病κ関し

労働者災害補償法または雇用者責任法シよびその他一切の制定
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法あるいは普通法に基づいて生じた求償

(b)下記免責約款によって除外された危険の作用K起因する事

故に関連して生じた求償

'(i) 捕獲掌捕不担保約款

(ii) 同盟罷業、ー撲暴動不担保約款

四、船主責任保険約款の解説

船主責任保険約款を解説すれば大体次の通りで珍ゐが、との約

款はも ともと衝突約款に関連をもつものでき子夕 、従って衝突約款

から始めるのが本当であるが、 ζれについては過去陀多くの研究

が行たれ ているので、ととでは最小限に とどめることにする。

1. 第 11条の前文は同条の適用範囲の概略を定めている。ま

ずH 工七工sfurther agreed" (更陀次の通 り約束する)とい

う言葉はとの約款が船舶自体の保険契約がよび衝突約款K含まれ

る保険契約と異る男iIの契約で歩るととを示していゐ。従って との

約款が含されている場合K段、保険者は保険証券自体生および衝突

約款に基づき填補するのに加えて更κζ の約款K基づき損補する

とと K 在る (注 1)。場合K よっては一つの事故K関連 して被保

険船舶自体の全損または分損と、衝突約款K よヲて被保険船舶が

相手船K加えた損害の賠償金を場、補し、その上 ζ の約款に基づき

衝突約款で除外された損害も填補しなければ念らない ζ とになり

保険金額の限度をはるかに超えた金額を損補 しなければならない

ととも診る (注2)。

" by reason of his interest in 也 e insured ship" 

(被保険船舶κ関して被保険者が有する利害関係の ために)とい

う言葉は、被保険者が必ずしも当該船舶の船主でなくてもよく、

当該船舶K契約上のまたはその他の関係を有するもので争ればよ

いととを示していゐ(注3)。
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11 become 工iable to pay and sha工1 pay any sum 

or sums" (診る金額を支払う責めを負わされて支払わねばなら

ない)という言葉は第三者κ対する責任を意味し、被保険者自身

に属すゐ財産の損害は除かれる(注4.)。との場合第三者とは衝突

の結果、相手船が更K第三船に損害を与えた場合には、との第三

船も含むので診る(注5)。更に ζの言葉は、保険者の填補責任を

被保険者が衝突損害賠償金支払いの責貯を負うだけで左〈、現実

K支払うとと K も懸らせている。だから被保険者が、衝突の結果

損害賠償をする法律上の責めを負い、実際Kぞれを支払った場合

に限り、保険者の填補責任が生じゐので歩る。との点は衝突約款

とどうようで歩る(注6)。

(注1) との約款K基づ〈契約は衝突約款とどうよう責任保険契約であって

本来の海上保険契約では乏い。

(注2) Hurd p.145，葛城博士、船舶196真。ななAdelaid白 S. 

S. Co. v. A t t orney Genera l 0 n behaユf of the King 

(The Warilda)， (1923JA. c. 292; 28 COIn. Cas. 315; 

1 6 A s P. M. C. 1 7 8 ; Lユ.L. Re p. 549事件参照。

(注3) Hurd p.145. 

(注4) Hurd p.145 

(注5) 被保険船舶が自船の過失で他船に衝突し、ぞの衝突の結果他船が更

に第三船K衝突した事件で、他船ばかりでなく第三船に対する損害賠償金

も衝突約款に基づいて回収するととがで台るという判例がある。一一一一

France， Fenw工ck & C o. V. M a r i n白 Insuranc白 Co.

( 1915)， 3 K. B. 290 ; 19 C OIn. C a s. 446 ; 20 C 0 In. C a s. 

227 ;12 Asp. M. L. C. 544; 13 Asp. M. L. C. 106. 

(注6) 葛奴博士 ・船舶210頁参照。ななDover; Analysis p. 

80参照。

2. 第 11条 1号は、被保険船舶が他船と現実K接触 した場合、

他船会よび他船上の財産話ちるいは利益の威失または損傷に関して
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3 1 
Z衝突約款κ基づき回収できない部分である Z と、現実κ被保
険船舶が他船と接触はしなかったが、同船の過失ある航海または

過失あゐ管理のために他船長よび他船上の財産ま たは利益陀損害

を与えた場合、その損害賠償金の全額を支払う旨を規定 している

(注1)。

衝突約款では原則として保険者の損補責任を生じさせるために

は、被保険船舶が現実K他船と接触したととが必要で争D、例外

として、衝突の相手船が第三船κ損害を与えた場合κ、被保険船

船との接触が念くてもとの第三船K対する損害賠償金を填補する

のであるが、 ζの船主責任保険約款』てよれば、被保険船舶が何ら

現実κ接触するとと左〈、ただ過失ある航海または過失ある管理

の結果他船相互間κ衝突を生じさせた場合にまで保険者の損補責

任を拡大している。従っていわゆる Wash damage(注2)や

crowding damage(注3)も担保されみとと K念る。

(注1) Hurd p. 145. 

(注2) 船舶の起した波浪K因る損害。

(注3) 衝突KよらずK船舶の不当な航海のためK他船間K衝突を生じさせ

た場合の損害。

3. 2号は、被保険船舶の船種 と用途によってその適用範囲が

違ってくる。タ11えば通常c航路κ就航している船船もあるし、建

造中、修繕中ある凶は解体中の船舶の ζ ともある。通常の航路κ

就航している船舶の保険証券κζの約款が挿入されている場合に

は括弧内の除外事項は大した意味をもた左いが、船舶が修繕業者

か造船業者の手κある場合κは 重大な意味をもっ ζ とκなる(注)。

(注) Hurd p. 14<5， Dover;Analysis p.80. 

4. 3号では列挙された物件の損害が、必ずしも被保険船舶に
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因って直接に生じた ζ とを必要としてい左い。 /1 hOWeV.8r 

caused/l (原因の如何を とわず)という 言葉は、被保険船舶の

衝突、過失去る航海または過失彦ゐ管理の結果他船κ損害を与え

た場合はもちろん、 184<7年港湾法(The Harbours， Docks 

and Piers Clauses Ac~ 1847)やその他同種の諸法Kよって

被保険船舶 K過失が念 いにもかかわらず、 港の諸構造物K加えた

損害に対 して船主が責めを負う場合も保険者K よって担保される

ととを明らかK している ので歩る(注1) (注2)。

(注1) Hurd p.146， Dover:Ana:lysis p.80. 

(注2) 本号K夢l挿された物件は訳し分けるととので台るものもあるが、判

別のつかないものもある。とれも英法の並列主義の現われと居われる。衝

突約款の但し書台中に列挙された物件よりずっと多〈、港内にあると考え

られるほとんどすべてのものをあげている。

5. 4号では、その適用が被保険船舶ぎたは同船上の積荷κ限

られている。 ζ の限定は前述 したように、協会係船危険約款会よ

び協会造船危険約款では衝突約款の末尾K付加された条項で、被

保険船舶の過失で衝突 して沈没 した他船の船骸を除去する費用を

担保しているためκ生じたので争ーり (注1)、 従っても し通常の協

会問間約款(船舶 )vcζ の約款が挿入される場合Kは、 ζ の点を

考慮する必要がある (注2)。

(注1) Hurd p.146，DOver;Anaユysi日 p.8U

(注2) 前掲衝突約款参照。

6. 5号では、被保険者が以上に明記されない原因から支払う

責めを負わされあ るいは支払った金額の中、列挙されたこ組合の

一方または双方か ら回収できる金額κも適用すると とを明らかκ

している(注1)。イギリス(lCは現在多数の船主責任相互保険組合
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があるが、その中で上記二組合を争げて凶るととは ζ れらが代表

的左存在であるととを示しているものと思われる(注2)。そ ζで

とれ約款の適用範囲を明確にするためにも必要で珍るので、 ζの

種の組合が負担する危険の中第三者に対する責任に関するものを

取り歩げてみると次の通Dで歩る。念シ前lぐものべたよう Kイギ

リスの組合では Protectionと Indemnityの二部門K分けて

引き受けをしているので歩ゐが、 ζ の分け方が一定していないの

で一括して取り扱う ζ とにする。

イ、死亡きたは傷害 船員、旅客、荷役人夫またはその他の人

々の死亡がよび傷害に対する責任を担保すゐ。

口、衝突危険 衝突約款で担保され念い衝突の結果K対すゐ責

任ま担保する。との中には衝突の結果生じた他船の船骸または同

船上の積荷の難破物の引き揚げ、除去または破壊に要すゐ費用、

更K他船が港の諸施設lぞ加えた損害を含む。

ハ、衝突以外の原因から生じる責任 いわゆるwashdamage 

や Crowdingdamage等が含まれる。

二、積荷危険 自船の積椅の被失または損傷陀対する責任を担

保する。もちろん ζ の場合事故が組合員の現実の過失κ因カまた

は黙認のもとで生じたもので 念い ととが条件で歩る。

ホ、港湾被害の危険 港の諸施設の披失または損傷κ対する責

任を担保する。

へ、難破危険 自船の船骸シよび同船上の積荷の難破物の引き

揚げまたは移動の費用を担保する。

ト、人命シよびその他の救助と共同海損の危険 人命救助K対

する組合員の責任と組合員が支出しなければならない救助料、共

同海損費用書および特別費用で航海の開始の際に船舶を堪航Kする

ために相当な努力をはらうととを怠ったため積荷の刑害関係者か

ら回収できな凶部分を担保する。
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テ、船員の求償 船員の病院に入院する費用、医療費または葬

祭費bよび ζれらの結果で争る送還費は担保される{注3)。

以上簡単κイギリスκキおける船主責任相互保険組合の担保危険

κ触れたがもちろんとれは十分なものでは念〈、アメリカと異り

各組合によって相当な相異が存在する。

(注1) Hurd P. 146. 

(注2) Dover:Analysis p.80. イギリスVL:j;~ける最大の組合は

United Kingdom Mu七ual steamship Associa七ion

L七d.であるが、との二組合も代表的なもので前者は1881年、後者は

1860年K設立されている。な辛子、日本船主責任相互保険組合の定款は

後者の規約を模範として作成されたのである。

(注3) Hurd p. 147， Dover:Handbook p.515 日t s eqq. ， 

MUllins p.199 et seqq. 

7. 6号は協会造船危険約款では11 but exc工udinglOss 

of life and personal injury' (但し死亡または傷害を除

< )となってシD、との協会係船危険約款よ D狭〈在っている。
11 Or payrcents made on acccun七 of salvage，wheth-

er of 証工fe Or proper七y' (あるいは人命または財産のいず

れたるとをとわず、救助のためκなされた支払い)という言葉は

恐らく、人命救助の報酬としてあるいは人命シよび財産の救助の

報酬として左された支払いで争って、通常の船舶がよび積荷保険

証券では回収され左いもののととを指しているものと思われる (注)。

(注) Hurd p. 146， Dover:Analysis 弘 8O. 

8. 第11条の後文は、前半で保険者の填補の限度を示し、保険

者の引受額の被保険船舶の協定保険価額κ対する割合で被保険者

。支払った金額あるいは損害 を損補するととを規定している。ま

た後半では訴訟費用κ関し、被保険者の責任が係争された場合K、
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保険者の書面κよる同意があれば ζれも上記の割合で支払う ζ と

を定めている{注)。

(注〉 一時との約款に基づ〈保険者の責任K制限のない時代も存tEした

(Dover ;Anaユysi s p. 80)。

9. 第 12条では難破物の除去κ関し、第 11条で与えられた

保護の範囲を、その難破物が被保険者κょタ所有され、または占

有 された財産の上κ横たオ?っている場合にまで拡張 している(注)。

(注) Hurd p. 146， Dover;Analysis p.80. 

10. 第 13条はA号では直接在ると間接在る とをとわず雇傭者

責任法等κ基づいて生じる一切の求償を除外 している。更κB号

では捕獲牟捕不担保約款 (注1)がよひ・同盟罷業ー撲暴動不担保不J

款 (注2)で除供された危険K関連の歩る求償を除タtしている(注3)。

B号はこの約款の初期の様式κは存在しなかったもので Ade-

ユaide S七eamshipco. ~ The crown(The Warilda)事件

(注4<) の結果挿入されたものである。同事件では衝突約款は保

険証券中の主たる契約を補足する契約であるから、捕獲掌捕不担

保約款は衝突約款Kは適用 しないと判決された。との約款は衝突

約款 とどう よう補足的念契約であるため、捕獲季捕不担保約款会

よび同盟罷業ー挟暴動不担保約款を適用するためには、特月IIVC挿

入するととが必要なので るる。

(注1) 葛城博士・船舶323頁以下参照。

(注2) 葛妓博士・船舶406頁以下参照。

(注3) Hurd P. 146. 

(注4) (1923 J A. C. 292 ; 1 6A s p. M. L. C. 178. 

以上が船主責任保険約款の概略であるが、協会係船危険約款の
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船主責任保険約款で去るが、協会造船危険約款中のとの約款とは

前κ指摘したよう K大きな相違は左いが、 ζれが協会期間約款(

船舶 )κ挿入された場合Kはぞの適用範囲が異ってくる。すなわ

ち、第 11条前文 1号はI! in so far as 七he same is 

not covered by the r.、unningdown cユause set out 

a bove I! (上記衝突約款κよって担保され左い限度で)適用され

るからである。衝突約款の広狭の差がとと K現われるので争る。

従って協会期間約款(船舶 )vcζ の約款が挿入される場合κは、

この点も考慮する必要がある。

五、む すび

以上、述べてきた船主責任保険約款はほんのータI¥VCすぎず、他

κも種々存在する。伊iIえば第 13条 B号の効果を排除するものも

使用される ζ とがある。アメリカではとの分野ではすでκ一つの

約款としてではなく、一つの保険契約として通常の船舶保険証券

と別個の保険証券となっている場合が多い。をた組合と営業保険

者で使用される保険証券も賦課徴集の部分が異なるだけといって

よ〈、むしろイギリスよりも整理されているように思われる。わ

が国でとの種の保険を行えるのは、現在の日本船主責任相互保険

組合のような船主相互保険組合法κよって設立された相互組合か、

保険業法により免許を受けた相互会社または株式会社か、あるい

は外国保険事業者に関する法律によ D免許を受けたものに限られ

ている。これからの外国保険者の進出を考え、また経済社会が急

速に進歩発達するκつれて、更κ社会的な立法の制定 K従い、と

れからも船主が船舶の運航κともなって生じる責任の範囲は拡大

してゆくのでるるから、 ζ の際κわが国の営業保険者もとの種の

保険若手・るいは約款を制定使用するととを考えてもよいのではない

かと思う。
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(ロッテデール報告書 1962年〉
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中 西 睦

(早稲出大学)

1961年3月 29日、イギリス下院で、マーフ・ル交通相は、 「イギリス主要港湾が

どの程度、現在ならびK将来の国家的要請V[ζたえるK充分でるるかどうかを検討

し、改善されるべきものあればぞの改善の方法を発見また勧告を行うJ調査委員会

を設けると発表した。その後直ちKロツチデール郷を委員長とする委員会が作られ、

報告書が出来るまで正式な会合を 34回、ロンド ンで行円、実際の港湾祝祭V(18日を

貸やした。調査の初期Kるたっては、資料を集めるため‘主要港の担当者を招待し

たり、また、 との調査K興味を持つ個人団体と会って、 豊富な資料を集めるととK

成功すると共に調査目的 V[役立つ、文献の解説分析を行った。次v、で、実際κ主

要港湾のみならず、地方港湾Kもでかけて視察調査し、併せて、ヨーロツパの主要耳

港湾でるるアントワープ; ロッテルダム、ハンフ'ルグを視察、それら各港湾の当事

者と情報意見の交換を行った。一方、港湾の財政商での調査K対しては、専門の会

計事務所を費財土専任して、その助言を受けて寓全を期した。関係官庁がるらゆる援

助、資料の提供を惜まなかったのは言うまでもな円。

とのよう K して、約一年半Kわたり広範かつ綿密な調笠を行~. 1962年 7月初

日K報告書の作成を完了、 9月末日K一般K発表した。同報告書は、全文 264頁、

9編 44主主からなるほう大なものであるが、ロツチデール委員長をは じめと?る各委

員は、『日常の港湾業務行政の細目Kつ円て論議すれば、報告脅の作成発表が遅れ

われわれが緊急、を要すると見て円る行動の開始を返らせるととKなるので、むしろ

広範囲Kわたる全般的政策Kつ円て、勧告すゐととを中心vc筒円て円る。

とれまで戦前戦後を通じて、港湾V[焦点を皆き、調査研究がなされた事は、イギ

リス Vl;t，~~て数多〈有り 、 その主なものを挙げて見る と次のようなものがるる。

第二次大戦前Kは、 リヴアプールならびκロンドン浴の紛争問題K助言を与える

ため、1853年及び 1902年K任命された RoyaI Commission 

1924年ならびV(1929年K二度報告書を発表した Chamber of Ship-

pir留 任命のイギリス港湾設備調査委員会、更爪 1930年Kぞの最終報告書の一

主主をさwて港湾問題を論じた RoyaI Co~ission on Transportか

るる。第二次大戦后は、港湾一般K関するものとして、 19岳8年の海運の構造変化

Vて関ナる報告書、 1950年の機械化の増大に関-jる報告書などが労働組合側から発
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表され、 Port Efficiency Committeeは 1952年K二度、 1956弔て

一度、計三度の報告書を発表した。港湾の特定分野K関するものとしては‘ 1945年

のClyde Estuary~関ナるクーパ一委員会報告害、 1951年のBritish

Transpor t Comm'i ss i on の'菅理港湾K関する報告書な どがるる。猶また

労働関係のものとしては、 1920年のショウ委員会を忘れてはならぬが、港湾労働の

困難K対する分析を行ったものとしてレゲツト ・デヴイリン委員会報告書がるり、

ど〈最近では、港湾労働機構の効果K関する調査を行ったホースター郷の研究があ

る。.tJ._上述べた委員会ならびに報告警は、港湾K関する研究調査分析の過程tてな

円て、重要な資料でるるが、ロツチデール報告書のよう K、イギリス主要港湾全搬

vcわたれしかも、詳細かつ綿密で、完全な報告書は今迄見られな円ものでるった。

ぞれ故、港湾関係者、関係各方面ならびK、イギリス以外の港湾関係者Kとって、

今後、イギリスは勿論のとと、諸外国の港湾調査の指針となり、基礎となるととは

間違加な円。イギリス政府ならびK港湾関係者が、明治，~て、ロツチデール委員会の

成果を重要視したかは、 ζの調査費用として約8，9∞ポンK邦貨Kして 890寓円が

支出されてwる点からも理解出来る。

ロツチデール報告書は、前述したよう K、全文264頁、 9縞 姐 主主からなって日

る。

第一編では、イギリス主婆港湾の取扱円貨物量ならびにそれが港湾が‘国家の

現在ならびK将来の嬰請UてとたえるK充分なものであるかどうかを、概略的(rC観察

してwる。主要港湾と しては、イ ギリスK三百以上ある港湾の中から、(1)外国貿易

K関係のるる、 ドライ・カーコ・ーがイギリスKとってどれだけ重要性を持っか、 (2)委員

会の目的K対して‘どれだけ有効な資料を提供して〈れるかKよって、15港湾を選

んでwる。すなわち、ロンドン、サザンプトン、プリストノk ニユウポ一人 力一

デフ、 スオーンジイ 一、 リヴアプール，"""'Tンチェスター、 グラスゴ一、 グレンジマウ

ス、 リーヘ ニユウカ ースル、アポン、 タイン、 ミドルスパラ. ハノ1.-， イミンガム

の 15港湾でるる。第二編から第六編までは、港湾産業の五つの基本的問題vcつ円て

述べて円る。第二編は、管理、組徐及び経営、第三編は財政問題、第四編、入港通

路、港湾地域(Working space) と地域開発言十刷、第五編、工場ならびK設

備、第六線、労働問題の五つの基本問題でるる。第七編では、重要港湾取扱w貨物

の円〈っかを選んで、海運の将来の方向を貨物取扱v、量の時代的変化から占うと共

(r[、イギリス港湾の現状、将来の開発の必要点などKついて論 じてwる。第八編は、

港湾を倒別的Uてとりるげて論及して円る。 第九編は、委員会の主要注結論 と勧告を
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要約して円る。ロツチデール報告書は、以上のような構成を待つてなり立って円る

のであるが、報告書の中K常K考慮が払われて円るひとつの問題がるるようでるる。

言wかえれば、ロツチデール郷ならびK各委員はひとつの信念と確心を待って、調

査を進め、報告書を作成してwる。との点では‘調王立の弾力性K欠けてW るのでは

な引かと云う疑問も生ずるが、しかし、ほう大な資料を集め、関係者多数の意見を

間約て撰択し、最後κ実地見学も充分K行ってとの信念と確信を得たととは、種々

の統計資料の倣w方、その利用した資料文献の非常K広範囲Kわたるとと、更K、

意見を開v、た関係機関、団体の数(同報告書の末尾K列挙されてwる)の大きさか

ら見て杷憂Kしか過ぎなwょう K忠われる。

委員会が、主要港湾を調査してwる途中lI[I>'V>て抱き、遂K、最終的K信念とな

ったものは、『イギリス港湾を改善し、発展させる手段として、一度|浪りの単純な

近道はなし全関係機関の絶え間なき努力Kよってのみ達成されるもので、しかも

とれらの努力はるる中央機関のもとK統一的K行われるべきであると確'信してwる。

つまり、現状では、資源を厳大限K利用し、一定期間内Vてその成果を期待するため

Kは、ある穏の国家的言H射の樹立がよび統ーの方法がとられるべきでるる。 過去、イ

ギリス港湾は、その時々の要請K辛うじて見合う程度の断片的な発肢を示してきた

が、近年急激な変化を見せてv、る貿易や海選需要を満たすKは、全〈不十分なもの

でさうる。イギリス港湾が多〈の関連産業から喜要求されている港湾業務の高標準化K

は、単なる現主櫛設の改善だけでは足らず、ある種の根本的な対策を必要とナるJ
とwうものでるった。その具体的な策として、『イギリス港湾の総合的発展をはか

るためK、資本投資のコントロール、港湾諸経費K対する監督、港湾合同の言li白人

全般的な港湾、の効果、 効率の向上などを実施出来る法的権限を持った経営

主体としてでな〈獄督機関の性絡を持つ NationaIPort Authorityを

設立するべきであるJと主張して円る。

ロツチデール報告書は、どの編、 どの章を取りあげてみても、興味深〈 、多〈の

示唆を与えて〈れる。しかし、とのほう大友報告書-を完全K伝えるKは、全報告書

を完訳する以外K方法がな円。ととでは、報告書:の中で重姿な点を伝えるだけK止

めよう。

第一編では、先ず委員会の目的と調主主の方向を示し、次v、で、主要港の交通量オて

つwて多〈の統計を示し、 過去、現在及び将来の傾向を調査してwる。貨物取扱w

量の簡で、委員会の選んだ 15主要港湾は、イギリス輸出入貸助のほど70パーセ

ントを取扱円、ロンドンとリヴアプール両港のみで三分のーのドライ・ヵーコL 、
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ロンドンだけで全体の 20パーセントを取扱って円る。旅存運送の面では、ロンド

ン、サザンプトンならびK リヴアプール三港以外の主要港湾ではそれ程重要ではな

明。 しかし‘1938年以来、港湾交通量のパターンK大きな変化が生じて円る。第-

K工業立地、工業地区の中心の変化移転、第二K石油貨物の急激な増加、第三はイ

ギリス輸出入貿易の性格の変化、第四はEEC諸国との貿易拡大が予測されるEE

C加盟Kよって吏K拡大するなどの諸原因Kよって、バターンの変化が生じたと見

て円ゐ。更vc、とれらの諸原因K加えて、船舶の船裂の大型化、航空輸送の払大な

どが、大 きな影響をパタ ーンの変化K強〈与えて来て円るととを指摘してwる。殊

K航空輸送の拡大は、旅客運送量の増加だけでな〈 、比較的高価な商品である一般

旅貨の依存度まで矯大して来る。また、港湾諸経貨は、将来、従価ベースで決定さ

れる傾向Kるるので、港湾財政~CI>-ける影響は、扱v、貨物の重量と容積K比例しな

いよう Kなると予測して判る。しかし、イギリス港湾の現状は、全般的Kその犬半

がすたれかLつてなり、取扱w貨物の質のみならず、サーヴイスの質の函で、国家

の要請K応じるK充分でるるためKは、現在の港湾の設備を使ってもるる程度、効

率と生産性をるげるととは出来るが、 とれは、今後二三年の要求Uてとたえる最も実

際的かっ安易な方法であフて、 とれのみで近代的港湾として要求される条件を完全

Uてみたすととは難ししと<vc長期的観点から根本的かつ大規模な改善が要求され

る。特K石油ゃ鉱石運送K袈E択される特殊港を除wては、現在の主要港を重点的

K改善発展させ、その際水深の深v、大型船主車頭を建設しなければならないとしてw

る。

第二編の管理、組織及び経営では、先づ港湾機能Kつれてー調査し、その責任所在

が複雑な点を、ひとつひとつ実例をさうげて指摘し次のようK勧告してwる。 (1繕

庁、監督機関ならびκ水先案内機能は、実践的だと忠われるときはwつでも、単一

のオーソ リテイの中K結合されるべきでるる。 (2)港庁は、 トランシツ卜 ・シエド

建設費用を支払う意図を持ち、 クレーンや他の必要設備を提供する意志を有する船

主または倉庫荷役業者K一般貨物パースを賃貸ずるととを考慮、ナるべきでるる。若

し、賃貸を許すためK必要なら、法律を変えるべきでるる。 (3地庁は大量貨物を

輸入し、重量貨物を輸出する諸産業を魅するためvc、あらゆる機会を掴み、港湾資

産の長期賃貸曳約K興味を持ち、ピルデイーング、工場左らびK機械の投資Kも興

味を持つべきである。 (4)一般的K見て、港湾K必ける荷役は、大規模の港湾関係

企業主の小数Kよって行われるべきであり、その際港庁は必ず、その一人でなけれ

ばならな円。とれを可能UてするためK、法律を変えるべきでるゐ。 (5)港庁は、港
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湾経営K関する総ての団体と、引かtて'if，'接な関係を保ち連絡するかKついて考慮

を払うべきである。 第二K港湾管理の点では、 boa r d ， t r u s t ， a u t h 0 r i ty 

もし〈は Commission と色々な名称で呼ばれる自治体Kよって管理される

か、または経営される港湾と、 BritishTransport CommissionR 

よって公的K砂清または運営される British Transport Dockのこ

っκ大きくイギリスの港湾は分けられるとして‘それぞれを考察し、次のよう K

結論してW る。 (1)個々の場合笑践的でさうれば、主要港湾の私法律(Private

Pcts ) の一般改正をするべきでるる。 その際、特K、港庁の活動、財政協定、

ならびR BO'a吋の定員、代表刺益団体の範囲、年令の制限、給与、就任期限な

どK関する規定K中心を糧〈べきでるる。 (2)新しv> British Trans-

port Docks Board は、その港湾が普通財政面で目立し、 若し目立出来

なければ、その港湾を維持するはっきりとした理由がな円|虫 丸港湾を閉鎖する

べきであるとwうととを心K止めるべきである。 (3)新しv>Br i t i sh Trans-

Port Docks Boardが発表する会計報告は、個々の港湾の完全な財政

状況を別個に示すべきでさうる。 刷新しv> British Transport Docks 

Boardは、港湾の利用者利益団体K対して考慮ナる方法Kつ円て;再検討するべ

きでるる。

ととで注目を払う点は、港湾関係企業主の数を結イ、する ととでるるO 大巾な縮

小が行われるととによって、最も望まし円労働者の常備制を経済的K達成すると

とも、また最も能率的な労働管理方法を達成するととも可能となるからでるる。

第三κ港湾の合併問題Kつ円て述べ、過去から現在まで払われた合併の努力を再

検討し、合併の長所欠点を考察すると共に委員会としての給冷を出してwる。

統W て、 港湾経営の簡では、組絵的な改良はさるととながら、秀れた人材がイ出産

業K逃れまた新しv、有能な人材を得るのK、港湾は魅力Uてかけているので、給料

、昇進、その他の労働条件将来の見透しを明る〈ナるととによって人材を出来る

だけ集めなければならなwと強〈主張 してwる。

ロツチデール委員会は以上の諸点をすゐ どく観察批判しながら彼等の目的とす

る Natjonal Port Authorjty の必要性を主張する。すなわち、「

イギリス港湾業務は全〈中央計i由i~[欠けて沿払とれがイギリス港湾言 1'{lt!iの基礎

的な欠陥となってwるととK気づV>iセ。 したがって、イギリス港湾の総合的な発

展をはかるため‘官、公、私有、大小などの区別なし全港湾K管轄権を持つ政

王型機関としての National port Authority の必要性が痛感される。
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同オーソリティーの目的は、将来』て沿けるイギリス港湾の発展kてつwて計闘すると

とUてるる。とれには資本投資b よび各種:チャージK対ずる統制、港湾合同の計i白人

統計b よび経済情報センターの設筒、各種研究の促進、港湾施設の利用促進などが

含まれる。

しかし、最初の数年は、特 K、外国貿易貨物を扱う主要港の改善K集中すべきで

るる。との National port Authority のメンパーは交通大臣Kよっ

て指名されたノj、委員会K よって構成され、一定期聞の任期をつとめるものとする。

とのオーソリティーの所要資用は、当然港湾企業からの徴集金によって賄わるべき

でるるが、設立当初は、研究資用を除wては、公資金から支出されるのが妥当と考

えるJと National Port Authority の構成、性格、業務左らびK財

政方面まで具体的K述べて、ν、かU亡、ロツチデール委員会が、との National

Port Authority(l[、イギリス港湾将来の夢を託してwるかはっきり知ると

とが出来るのでるる。

第三編は、財政問題でるるが、ととでは、先づ主要港の財政状況Kつwて述べて

仰る。委員会、港湾の経営はるぐまで、商業的な線。て治って行われるべきでるる。

ぞれ故、港湾の開発計随lは、ボート・チャージの引上げか、または、一時的K市中

銀行から融資を受けるととで資金を確保し、政府貸出しはるくまで最終的手段とし

て考えられるべきでるる。ヨーロツパ大陸諸港は、サーヴイスの改善及び、港湾作

業のスピード化はさる事ながら、ポート・チャーシを著しく低率Kして船主の負却

をす〈な〈したので、貿易貨物の誘引K成功、 とれを促進せしめてwるが、イギリ

スの場合.ポート・チャージの引上げはイギリス港湾取扱円貨物をヨーロツパ大陸

の各港K転換させるなぞれがるるとの見方もあるが、イギリス港湾扱い貨物Kはほ

とんど積換えものがなし大半がイギリスを起点として円るので、ポート・チャー

ジの引上げKよってとれら依w貨物を他国K逃すととはな刊との見解をロツチデー

ル委員会は持ってwるo ~(I[、 委員会は、イギリス港湾の諸経費が割高な点を指摘

し、との問題につwて非常K憂慮して円る。ポート・チャージは、イギリスとヨー

ロツバ各港を比較すると、各種船舶なよび貨物を通じ、イギリスの港湾の最 も安円

所で、ヨーロツパ大陸の最底水準vL(らべて平均二倍、高円ととろでは三倍半と円

う高率を示してwるととK気づき、更Uてまた、イギリス園内で、ボート・チャージ

の高低の差が著し〈大きし加えて、イギリス港湾は船舶K対する迅速かつ有効な

サーヴイス、スピーデイな作業能率、労働問題の正常化、明僚かつ簡単な計算方式

なよび書類などK著し〈欠けてwる点を発見した。とれらの諸問題の解決が急務で
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るると考えたロツチデール委員会は、現実的Uては競争的な低ωポート ・チャージの

設定が重要でるるが、港Uてお‘ける能率的かフ信頼性のるるサーヴイスの提供も非常

K重要であるととを忘れてはならな仰と強〈との点を袈望して円る。何故なら荷役

回転率のスピード化は、それだけ船舶の航海数を増し、ひwては、運賃コストをそ

れだけ低〈するととが出来るからでるる。船会社も自ら利用する港湾を対外的K同

ーの競争レベルK背くため、コンフワレンス政策と密接な関係を持つ荷役貨の配分

問題Kつ円て再検討する必要があるとも述べて円ゐ。

イギリスの港湾投資は戦後総言1'1億 5.000寓ポンド、 1.500億しかな〈非常K

少な仰とと K委員会は篤wてwる。そして、港湾の近代化が返れ、老桁化か明らか

Uてなって来てwる点と Uてらみ合せて、港湾投資の必要性を強〈感じてwゐ。しかし、

特殊なケースを除wて、『国家補助を必要とするゲオ拷え甘味v>jと結論し、今後

の資本調達は、あくまで、市中銀行K依存するべきでるるとした。また、凌諜ぞの

他の管理貨を政府が負担するとwう考え方は、ポート・チャージのあり万や港湾の

正常な発達を妨げるものだとの理由から否定した。そして、港湾企業の課税なよび

評価tても特別有利な扱仰をする必妥がな円としてwる。

第四編は出入浴の通路、港湾地域ならひr地方開発計l由i全般の実情を伝えて円る

が、現状把僅K役立つとしても、ぞれ程目新し円ものはな円。第五編の工場ならび

K港湾設備κつれても、機械化、荷役の発達、重畳貨物取扱刊の問題を述べて、興

味るる点が多〈 、世界貿易貨物の著しw戦後の変革を知るととが出来るが、ぞれ程

革新的な意見も見当らな円。唯、淡深、i車営言li到の促進、クレーンの新設、入渠中

の船舶不労コスト、現存施設なよび労働力の生産性向上の方法、新設備十てよる生産

性向上の程度、コ ンテナー ・システムの採用Kよる新たな問題などを専門K調査研

究する機関、港湾業界の設立する Porthrlustry ReBearch ABsociationが一日も

早〈設立されるよう希望してwる。

第六編は港湾労働問題である。イギリスの港湾労働問題は、戦後の労働争議の過程

を眺めればはっきりするが、イギリス港湾のカ・ンとなって円る。港湾労働者のスト

はイギリス港湾サーヴイスのスピード化、能率ならびK信頼性の多くを失わしめた。

ロツチデール委員会は、本編で ζの微妙な問題をとりるげ、労働組合の背景、港湾

労ulV.舟j度 ・構成、労旬j安全制度の確立、港湾労働の直閲してw顧問」噛K古、て、非

常K神経を使円、港湾労働組合を刺激しなwょうK観察調査を行って円る。そして、

港湾労働問題K関しては、労働者の常備制を採用するととが唯一の長期的かつ確実

な問題解決となる。とれを実現するためKは、まず港湾運送業・者の数を縮小し、労
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働の生産性を引上げ、〈わえて機械設備の利用拡大をはからねばならな円。さら K

一歩進んで、もし港湾労働状態を完全K満足出来る状態まで高めようとするなら、

労働者K作業~W"線沿よび作業の快適さを与えるとと K よって達成出来るでるろうと

注意深〈述べてwる。

第七編では港湾取敏い重要貨物を観察して、港湾のそれら貨物K対する適応性:を

述べ、|司時K海運の船舶構造ならびK今後の方向(((つ円て多〈の示唆を与えてwる。

第八縞では、主要港湾のひとつひとつをとりるげて、現状を分析し、将来の発展開

発言|下町Kつwて示唆を与えて判る。

イギリス港湾の取扱v、i:1t要貨物は石油、鉱石、穀物、木材などであるが、全般的

K、世界船腹の大型化、スピード化Kマッチずる港湾の近代化が遅れ、港湾の老朽

化が目立つて来てwる。その上、 船舶の大型化K対して‘水深の深v、大型船 ドック

K不足してtハるので、その開発建造をすみやかK行わなければならな円。(な訟詳

細t'L"?V)ては、拙著雑誌『海運j7月号 EECとイギリス海運を参照されか。)

以上、ロツチデール報告書、すなわちイギリス主要港湾K関する調査委員会報告

書の最も重要な点を中心tどその概要を述べて見た。とtてかくとの報告書を読んで明

る問、私の頭K浮かんだものは日本港湾の現状でるった。日本港湾の現状とイギリ

ス港湾、の現状を比較して見るとき、実K面白w対象的な事実が両国の港湾の間Kあ

るととが発見された。例えば港湾労働者の登録のようκ、既Kイギリスではほとん

ど登録されてwるが、 日本の場合はそうでな円。一方、ロツチデール委員会の勧告

事項を既K日本で実施して効果をあげて円るものが沢山あるととであった。とれら

両国港湾の実務と現状κ、類似性と共U亡、日本がラ喉をつけたもの、イギリス沙洗

進的でるったものなど比較して見て笑κ教えられるととろが多かった。恐らしと

のロツチデール報告替のようK、莫大な費用を費やし、用意高全で完全な報告書は、

今まで類例のな加ものであろう。日本の浴湾経済学は、まだ方法論K訟判てさえ、

種々の考え方がるり、絶対的な方法論の確立は、今後益々努力を尽さなければなら

1.tv) 問l[tlでるると思う。しかし‘港湾経済学の成立K対して、 とのロツチデール報

告書はー守L一句が、意義のるる内容探w報告書であるので、 との報告審を更K分析

研究を進めて行けば、必ずや、港湾経済学成立のひとつの道標となるととは間違w

な円。

ロツチデール報告書は、また、私の第二回目のイギリス留学(1959 - 1963年)

とWJを-t'LしてwただけK、その調査経路がイギリスの新問、雑誌K報告されて、
その跡をたどるととは誠K忠v対多為、ものがある。ぞれで、私自身にとっても、 との

報告書は一生忘れ得ぬものとなるととは間違円な円。
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「神戸港における港湾荷役経済の研究」

神戸大学経済経営研究所

1962年

寺谷武明

f横浜市立大学〉

周知のどとしわが国経済の高度成長にともすって、予想以上に貿易量が増大し、

港湾取り扱い貨物量は、いちじるし〈増加した。昭和3s年K生じた異常念船どみは

解消したものの、滞船i滞貨はいまや慢性化してなb、円滑走経済成長を阻害するbそ

れを生じてきた。それにつれて、「港湾問題」が、近年ジャーナリズムを賑わすよう

K在ったが、まだ一般人の「港湾JVLついての認識はとほしし学界tてあっても、

「港湾問題」は、交通論 ・海運論の一隅Kとどめなかれ、「港湾」を正面から体系的

κ、学問的に取り扱った文献は、きわめてとほしいのが現状である。

かLる時、神戸大学経済経営研究所の交通 ・海事経済研究スタッフの共同成果とし

て、港湾作業のうち、もっとも把握しKくい港湾荷役を神戸港にないて実証的κ分析

された本書が公刊されたととは、「港湾問題JVL関心をもつものκ、大き左刺戟を与

ぇ、まととに意義深いものがある。

執筆分担は下記のとがbである。

第 1章総説 柴田銀次郎

第2主主神戸港の治岸荷役 山本泰督

第3章神戸港の船内荷役 佐々木誠治

第4章神戸港の鮮回漕 秋山 直E

補論 佐々木誠治

海運業と港湾荷役

E 海上輸送Vζなけるター ミナル ・コ スト問題

札上のどとし本論4章266頁と補論 288頁、計!)!) 4頁から成る。各章毎κ、

内容を要約、紹介したいと思う。

〔第 1章 〕

港湾荷役作業は、常K貿易の軌道の上にないて行われる。売買契約の成立した商

品を婚の中にスれえときから船舶亡積込みを終るまで、または蜘帥靖穆し?ザチを砂十てか以園駅し
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た貨伽:関税区域V明るまで叫乍業一切を含んでいる。荷役業、回1曹業、乙イ中、お岸荷役業、
はしけ業、港湾軍き業、船内荷役業、荷直し業等が、と Lでいう港湾荷役であり、貿易

業者は、 ζれらの作業を一手で引受ける元請業樹亡、ー切の荷役を委任すみl)，ol普通である。

荷役元請業者の収入は、荷主または船会社が港費もしくは港湾荷役費として、その

商品価格もし〈は、運賃に計上される金額であり、元請業者は一部は自己の作業力を

使って、請負事業を果たし、一部は一定のマージンを取ってとれを下請業者K請負わ

せ、下請業者はさらにとの中から労賃、荷役器具等の使用料、その他のコストを差引いて

マージンを得る。

港湾労働は、内容・重量・形態が極端K不同念貨物を取扱うから機械化Kも限度が

あり、多数の労働者を必要としている。神戸港では、一日の労働量に約2万人、常用

労働渚は 1万2千人、日雇労働j者 8千人を使用している。内訳は、船内荷役6，f) 0 0 

人、治岸荷役5，f) 0 0人、その他労働7，f) 0 0人である。

業者は、作業の繁闘に応じて増減しうる日雇労働者Kより、港湾労働の需要を充足

し、経営上の利益を得ている。とれらの臼蔑労働者が、実際は業者からの指名により、

長期化、常備化する者が多数である。しかも、彼等は、強力な組織力をもたないので、

労働需要の波動性をととどと〈しわょせされる、という幣害を生ずる。と ~VC、日雇

労像情の常備化が問題κ走る。

神戸港の荷役量は、年間 1，00 0万トンをとえ、輸出では雑貨、繊維が主要君子もの
であり、との 2穏類で、船積貨物総量の半分を占めている。輸入では農産物、穀物が

重要である。

荷役料は、業者聞の協定による基本料率と複雑念割増料率左どの諸条件Kよって、

荷役元請業者が、荷主または、船会社から徴収するが、貨物の種類、荷造h 荷役作

業の種類 ・内容・難易左どKょb、多種多様であb、かつ料率の改訂がしばしば行わ

れるため、荷役量の実状を把短しがたい。それゆえ、類型的傾向を把握するには、貨

物の種類を神戸港としてもっとも典型的で、かっ捕捉しやすい品目K限定して推論せ

ねば念らぬ。

そこで、神戸港のもっとも重要念船積貨物は雑貨と繊維製品であ払陸揚貨物は食

料品、ととに穀物であるから、とれらの価格を荷役費左いし港費と対比して、その負

担力を検討する。

神戸の典型的左某商社よ b実際資料を求めた関係上、多年一貫して多〈取扱い、か

つ品質がもっとも単純で、価格も平均に近い品種をえらんだ。すなわち雑貨はイース

ター・バスケット、竹製のすだれと熊手、履物であb、繊維製品としては、綿布のう
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ち、白綿ポプリンである。輸入貨物κついては、玉萄黍、大豆、小麦を選び、主菱商
社から資料をもとめた。
輸出入貨物の原価にたいする港費の割合をみるに、一貫荷役料が比較的差が少ない関
係上、原価の高低によって、一般荷役料の割合にいちじるしい差異を生じている。

価格の高いものほど負担能力があh 綿ポプリンでは、荷役料は 0.3%台Kすぎぬ
が、原価のもっとも安いイースタ ー・パスケッ トでは、 9%から10%近い。しかも、

荷役費のもっとも高率なイ ースター・ パスケッ トですら、そのほかに原価の 70 係を

とえる運賃を支払って、なた毎年莫大念数量が海外に輸出されているのでるる。それ

ゆえ、たんに、諸掛bの大小をもって、負担能力を論ずるのは認識不足といわれるべ

きである。輸出業者から見ると、原価は景気K左右されるとしても、諸掛1)1'設定して

いるにし〈は左〈、原価Kたいする割合よ bは運賃、港費の諸掛りが急激に上昇しな

い方が望ましいn たとえば、荷役費は、運賃にくらべれば、はるかに軽微な支出であ

るが1、とれが急激K増加するととは、取引基準を揺がす。一方、荷役業は、景気や労

賃の上昇Kよれ荷役料を賃上げをせねば経営が困難となる問題をかLえ、港湾経済

の上からは軽視でき念いのである。

〔第 2章 〕

神戸港の治岸荷役専業者は、企業規模が零細であれ元請業者の下K系列化され、

多〈は大業者の荷役量変動K伴う危険の調節弁と しての機能を果す。 日傭は4O%~ 

!'i0%ときわめて高い。とうして、多数の零細企業と多数の日雇労働者の存在が、封

建的な人間関係とあいまって、荷役業の系列、下請関係、を形成し、下への慢性転化を

容易Kしている。神戸港の港運業の波動性は、交通業のー紋的性格より生ずるほかV亡、

港運業をめぐる社会経済的環境によってはげしく在っている。

治岸荷役の機械化も、近年顕著であるが、荷役業の日本的特質が阻害因として働い

ている。それは荷役機械設備の購入、保有は、従来の日雇労務者への強度の依存、あ

るいは、下請業者の利用Kよって、回避してきた作業量変動の企業危険を、直接K当

該業者に負担せしめるゆえ、当該企業が恒常的κ確保しうる最低荷役量κ見合った機

械設備にすぎず、一定の限界がある。それを上廻る荷役作業は、依然として、日雇労

働者、または下請依存κなろう。また零細業者は資金の面からも、荷役機械の保有が

す Lむととは期待しにくい。したがって、との方からも、労務請負業的性格を強める。

現行の荷役料金の認可の基礎となったお岸荷役作業の原価計算を、雑貨はしけ揚積

Kついて示すと、原価1!'i 2円 70銭C作業費114円97銭+一般管理費37円

7 3銭〉利潤9円 7!'i銭、トン当b原価162円4!'i銭である。治岸荷役料の原価が
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以上のどときでも、現実の荷役料金の収受状態は、公示料金ど会b収受されているか
疑問である。それは治岸荷役業界の機構が、巨大左一貫元請業者とその系列下κある
大手下請業者が存在し、他方多数の海運貨物取扱業者の濫立と、その下請関係にある

多数の零細治岸荷役業者の存在があり、系列関係κよる圧力、過当競争等が、料金低
下へ導くからである。業態が機構的に料金引下げの可能性を含んでいるのである。

〔第る章〕

神戸港Kがける船内荷役は、海運会社→元言脊→ 第一次下請の段階的委託、ンステ

ムを通じて遂行される。そして現実の船内荷役は、第一次下請が雇傭する船内荷役労

働者によって遂行される。神戸港船内荷役労働請の最重要の問題点は、二つである。

1.就労がはなはだしく変動的であるの 2 日雇労働躍依存性の大きい点である。

日雇依存率は、90%にたついお岸荷役労働は!'i0%以下、その他荷役労働では

20 '"以下であるζ とL対照的である。

現行の船内荷役料の原価計算資料により、船内荷役費の雑貨1トン単価1s 7円

87銭、利潤をのぞいた総原価1!'i 7円 80銭、とのうち作業費原価11 8円 23銭の

数字が算定されている。

〔第 4章〕

わが国のどとし接岸荷役が少左〈、沖荷役が多い港湾では、鮮は港湾運送で重要

在地位を占め、神戸港もその例外ではない。静回i曹は船内荷役業とは反対K専業独立

業者が多〈、勢力も旺盛である。

捌合夫の場合、日雇労働請は通常見うけられ左い。鮮船夫は、昼夜を分たず、鮮を

守払貨物を保護する責任を有するからであ払鮮所有業者κ直傭されている。その

ため船内労務者、お岸荷役労務者K比すと、きわめて安定的である。

自字国i曹業者は、資本構成・労働者構成からみて、零細企業が多〈、個人企業的色彩

が波厚であb、大会社の下請となるが、兼業、多角経営Vとよ り景気変動Vとともなう荷

動き量に適応している。長期、短期傭船の場合でも、系列化が定まっている。しかし、

需要の増減による変動はさけられず、経営も不安定で、資本蓄積は不十分である。

神戸港の鮮船夫の供給源は、広島、呑川、兵庫、岡山県出身者K限定され、陸上の

どとし雇傭人員の急激念増減現象を示さず、補充は大量を要しない。

鮮回i曹料の原価言樽を雑貨について、考察すると、運航原価トン当 926 9円 46 

銭、(運航費総額216円68銭+一般管理費!'i2円 78銭 )VC、刺潤6%を加え、

1トン当9286円66銭が最終原価となる。
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雑貨の輸出貨物の沖荷役と本船直積の場合を比較すると、開:e]t曹料は沖荷役のコス

トの約30%を占め、両者の差額の主たるものとなっている。

むすびとして、沖懸b荷役に大きく依存するため、荷役能率の庄問、労期=足加叶ま鮮

不脂て帰せげlるから荷役能率改善のための諸施設の充実とともに、鮮に対する港湾施設

吃改普・が必要である。さらに、労働力確保の手段が望まれる。従来、水上の労働条件

と生活の劣悪さが指摘され念がら、本質的K改善されてい念い。そのため、鮮船夫希

望者は少な〈、他産業へ流出するのを免れず、新規補充も困難K念る傾向にある。

〔補論〕

(1) 昭和36年、本邦主要港で問題化した港湾マヒ=鉛混みに対する海運業者の対

芯の仕方は、いえって消極的、傍観的であった。との問題を熱心Kとbあげ、政府を

動かす原動力と念ったのは、海運業者、港湾業者でなれ一般財界、と (VC主要都市

の商工会議所であった。それKは、それな bの理由もあるが、海運業者は、海上輸送

の実質上の主役として、みずからの船舶運航能率向上のため、本問題にもっと積極的

K取bくみ、接涯ずる必要がある。

on 理論的、 d実際的に、港湾荷役作業を抜きにして、海運活動は考えられず、港湾マ

ヒ現象を機として、ターミナノレ・コストぐ港に必ける船舶の直接的積卸作業の費用〉

の重要意義に着目したい。

ターミナル・コストの大部分は、港湾運送業事業者がいとなむ、ターミナノレ作業κ

対する代価である。

海上輸送κなけるふたつの段階、ナ~わち船舶の海上航行と港VCi.'けるターミナル

作業を前提とし、前者κ海上運賃、後者に港湾作業料金が対応するものとすれば、元

請一貫料金K船内荷役料金額を加算したものが、積出港のターミナル・コストである。

神戸港の雑貨1トγのターミナル・コストは、沖荷役 1.800円、接岸荷役l，!'i∞
円と念る。神戸港の代表的輸出雑貨の運賃と積出しターミナル・コストの割合を見る

ふサンフ弓ンシスコ扱いについて、高運賃の綿織物で 14.2%、最低の敷物で24.7

%、もっとも比較K適する運動靴で 20%という高比率である。もって港湾ターミナ

ル・コストの重要性を知bうる。

xx xx xxx xx xx 
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きて、以上の内容でわかるどとしわが国でもっとも典型的念国際港である持戸港

を舞台κ、港湾荷役作業を、治岸荷役、船内荷役、静回i曹の三過程Kわたト総合的

κ、それぞれの荷役業の特徴Kふれ左がら、分析し、神戸港を通じて、わが国の港湾

荷役業の実態、ならびK問題点を明らかにしたととは、学界Kとって、きわめて益す

るととろが多い。本文中K見られる幾多の付表、統計表、左らびに原価計算例や、料

金表は、との種資料が、一般人κは入手しがたいだけに貴重である。

とのような研究が、ひと b神戸港のみ念らず、東京・横浜・名古屋・関門等その他

主要港で行われ、総合化・体系化されるならば、わが国の若い「港湾学」の発展は、

期して待つべきものがあるであろう。
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日本港湾経済学会設立趣意書

今日わが国が当面している港湾及びとれK関する輸送事情は、極めて重要な問題

を各方面K提起している。入港船舶の増減あるいは港湾貨物の増減は、もとより景

気の動向K支配されるものであり、波動性K富むととは周知の事実であるが、とれ

を長期的K観察するならば、港湾の整備K対する公共投資の不足、あるいは港湾運

送事業の組織及び機能の立後れ、港湾行政及び管理上の矛盾等のため、時として甚

だしく困難念事態を招来している。とのととは、わが国の港湾経済の体系そのもの

を、学問的K深〈掘り下げて検討しなければならない時期κ際会しているととを意

味するものである。

わが国になける港湾の経済学的研究は、可なり古くから行われて居旬、 それは交

通論や海運論の一部として、あるいは倉庫論に附随する問題として、さ らK経済地

理学上の問題等として研究されて来た。し:かし今日、われわれは港湾K関する経済

の法則性、港湾の将来の発展の必然、的方向、あるいは港湾機能及び活動に関連する

経済的、社会的諸問題の研究、とれを基礎にした港湾経済の綜合的研究が必要であ

るととを痛切κ感ずるものである。

すなわち、 ζのような基本的研究は、現住わが国が当面している港湾問題の解決

と、その将来の合理的発展のため寄与するととが極めて大であると確信するので、

ととに広〈各大学、官庁、業界の専門家を糾合して「日本港湾経済学会lを設立し

目的K向って努力 lたい考えである。

各界の有識者が如上の港湾問題について、深い理解と協力を賜わ旬、本学会が意

義ある事業を遂行出来るよう、御賛同あらんととを切望してやま左い次第である。

昭和37年 10月12日

日本港湾経済学会発起人

代表矢野 剛

同 柴田銀次郎

、、、
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日本港 湾経済学会会則

1 .総 会

第 1 条 名称本学会を日:本港湾経済学会という。

第 2 条 目的 本学会は港湾K関する一切の社会的・経済的学術研院を行い、

わが国港湾の合理的発達K寄与するととを目的とする。

第 3 条 事業本学会の目的を達成するために次の諸事業を行う。

(1) 年次大会及び定期的研究会の開催。

(幼 内外文献及び資料の収集、整理。

(3) 内外港湾の視察及び調査研究。

(4j 港湾経営の調査研究 ・コ ンサノレタント事業。

(ゆ 学会報その他刊行物の発行。

(6) 講演会、講座等本学会の目的達成に必要念事業。

第 4 条事務所本学会の事務所を横浜市に債〈。

2.役員

第 5 条本学会に次の筏員を晋〈。

(刀会 長 1 名

(劫副会長 2 ~ 

(3) 常任理事 若干名

(必理 事 若干名

(5) 評議員 若干名

(6) 監 査 2 名

第 6 条会長会長は本学会を代表し、会務を総理する。

会長は規事会が推せんし、総会にむいて承認するものとする。

日長の任期は2ヶ年とし、再任をさまたげ設い。

第 7 条副会長不;労会κ副会長 Z各を置〈。

副会長:a'~lとを干，tl佐 し会長事故あると台はとれを代押する。

副会長は政与会で邦せん L 、総会K:j;~いて承認すみ もり とす人"

副会長の任期は2ク守ーとし、再任をさまたげないれ
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第 8 条 常任理事本学会に常任理事若干名を置く。常任理事は理事会の互選

により選出し、常任理事会を構成し、常時会務を運営する。

第 9 条 理事本学会κ理事若干名を置し

理事は王望事会を構成し、本学会の基本的問題Kついて協議する。

理事は総会にかいて選出し、任期は 2ク年とする。但し再任をさまた

げない。

王要事会は会長が招集し、会長が主宰する。

第 10条 評議員本学会陀評議員若干名を置〈。評議員は会長が委嘱し、会長，

及び理事会の諮問K応ずる。

第 11条 監査本学会に監査2各を置〈。

監査は本学会の会計を監査し、総会K報告する。

監査は総会にたいて選出し、任期は 2ヶ年とする。但し再任をさまた

げない。

3.会員

第 12条 本学会の会員は次の2種類とする。

(1)正会員

(幼賛助会員

第 13条 正会員本学会の正会員になろうとするものは、会員Z名が推せんし

理事会の承認を得なければならない。

正会員は、定められた会費を負担し、総会K出席し、選ばれて役員に

なるととがガ台る。また正会員は本学会の主催する会合に出席し、印

刷物の配布を受け、学会の事業K参加するととがで者る。

第 14 条賛助会員本学会の趣旨K賛同し特別の会費を負担せる者は、常任理

事会の承認を経て賛助会員となる事が出来る。

賛助会員は、本学会の印刷物の配布を受け、会合K出席し、また必要

な調査研究を本学会に委嘱するととが出来る。

4.総会

第 15条総会総会は本学会の最高機関とし、年1回定期的K開催する。会長

が必要と認めると昔あるいは会員過半数の要望があると言は、臨時総

会を開催するととが出来る。
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総会は会長が招集する。

第 16条議案総会の議案は前もって理事会の承認を必要とする。

次の事項は理事会の承認を経て、総会で決定しなければならない。

(1) 事業計画及び事業報告

(2) 予算及び決算

(3) 役員の選任

(省 その他本学会の重要事項で、理事会が総会の承認を必要と認めた

事項

第 17条決議総会Kなける決議は、出席者の過半数をもって行う。

可否問数のと告は議長の判断で決定する。

5.支部及び部会

第 18条支部本学会K支部を設けるととが出来る。支部を設置し 商うとする

と台は、理事会の承認を経なければならない。

支部K関する規定は月IJVC定める。

第 1 1}条 部会本学会K、浬事会の承認を経て研究部会を設けるととがで告る。

研究部会K関する規定は別K定める。

6.事務局

第 20条本学会κ事務局を置〈。事務局は事務局長主宰のもとに、常時本学会

の事務を行う。

第 21条 事務局K事務局長及び幹事若干名を置し事務局長及び幹事は会長が

とれを委嘱し、常任理事会に出席する。

事務局長は事務局を統轄し、次の事項Kついて責任を持つ。

(1) 本学会の経常事務

(2) 総会その他本学会の会議の準備

(ゆ 理事会及び常任理事会で決定した各種事業の準備及び遂行

(労本学会の会計事務

(防 学会報の発行その他理事会にないて委任された事項

第 22条 事務規農本学会の事務K関ナる規程は矧JVC定める事務規程による。
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7.顧問及び参与

第 23条 本学会K顧問及び参与を置くととが出来る。顧問及び参与は、理事会

が推せんし、会長が委嬬する。顧問及び参与は、本学会の運営K関し

会長の諮問K応ずる。

8.会計

第 24条 会費本学会の会費を次のように定める。

(1) 正会員の会費 年額1千円(ー率)

(砂賛助会員の会費 年額8万円以上

第 25条 収支 本学会の収入は会費、喜子附金、及び事業収入とし、本学会の事

業目的のため支出する。

第 2 6条 予算及び決算本学会の予算及び決算は理事会にないて作成し、総会

の承認を得なければならない。

第 27条 会計年度本学会の会計年度は、 4月1日Kはじまり、翌年の8月31

自に終る。

9.加入及び脱退

第 28条 本学会K加入しようとする者は、、会員2名の推せんを得て、所定用

紙K必要事項を記入し、 会長あて申込むものとする。

本学会を脱退しようとする者は、文書をもって会長あて届出なければ

ならない。

年度会費を納入し左い者は会員の資格を失う。

10.本会則の改正

第 29条 本会則を改正しようとすると告は、総会出席者3分の2以上の承認を

必要とする。

附 貝IJ

1 本会則は昭和37年 10月12日よ b効力を発生する。
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日本港湾経済学会役員(敬m 称略創立がに)、
て選出された氏名

会 長 矢 野 岡リ

冨11 会長 柴 田 重良 次 虫E

/1 白 山 源 一 良目

常任理事 東 寿(東 京)

n 伊 坂 市 助(横 浜〕

n 高 見 玄 一 郎(横 浜)

H 前 田 - (名 古 屋)

H 富 永 J祐 Y台(関 西)

" 佐 々 木誠 治(関 西〉

理 事 東 寿 (工学博士 前第三港湾建設局長)

" 伊 坂 市 助〔関東学院大学〉

H 上 原 轍一 郎(北海学園大学)

/1 植 村 字国 七(香川大学〉

n 岡 野 鑑 記(仲奈川大学)

/1 奥 村 武 正(東京都港湾局)

/1 カ日 賀 実 文 (横浜経済同友会〕

H カ日 地 照、 義(伸戸商大)

/1 越 村 信 一 郎 (横浜国立大学)
/1 佐 々 木 誠 治(仲戸大学)

/1 佐 技 宣 平(京都大学)

/1 酒 井 正 郎(名古屋大学〉

/1 柴 田 銀 次 郎(関西大学)

/1 白 山 源 郎 (関東学院大学)一
/1 鈴 木 要 〔清水市前市会議長〕

/1 左 右 田 俊 夫 (伸奈川県経済調査会〉
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理 事 高 見 玄 一 郎 (神奈川県経済調査会)

" 田 中 文 信(富山大学)

n 富 永 結 治 (大阪市立大学)

H 西 原 主長 次 郎(久留米大学)

n 野 村 寅 一 良E (神戸大学)
N 早 瀬 刺 雄 (横浜市立大学)

n 原 田 郎(東北大学〉

H 松 浦 茂 治 (愛知学芸大学)

g 前 田 - (名古屋港管理組合)

H 松 本 清 (日本倉庫協会)

11 r白ムー， 崎 茂 (運輸省港湾局〉

n 矢 野 岡Ij (前早稲田大学 〉

評議員 伊 藤 重 次 郎 (東洋大 学〉

n 井 関 弘 太 郎(名古屋大学〉

n 江 端 正 義 (東京都港湾局〉

11 大 森 (青山学院大学)

信 河 村 宣 介(関西大学)

" 北 見 俊 郎 (関東学院大学)

" 斎 藤 武 雄(神 奈 川大学〉

n 住 田 正 (運輸省船員局)

If 土 井 矢口口 喜 (日本船主協会内海運研究所)

H 野 田 早 苗(福岡 大学 )

11 米 花 稔(仲戸大学)

細 野 日 出 男(中央大学)

， 前 田 議 信 (甲南大 学 )

11 柾 幸 雄(横浜 市立大学)

H 武 藤 正 平(横浜国立大学)

H 布 藤 豊 路(東京商船大学)
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評議員 =Et 3 )11 貫 (同志社大学)

， 島 昌 太 郎(桃山大学)

， 米 田 富 士 雄(日本船主協会)

A悟mと- 査 左 右 田 俊 夫(検 浜)

， 米 花 稔(伸 戸)

事務局長 高 見 玄 郎(検 浜)
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学 会記事

1 9 6 2年 10月16目、 17日の両日Kわたって、日本港湾経済学会の創立総

会、第一回年次大会(研究報告会)が横浜の、ンノレクホテルにないて聞かれた。まず

さu立総会は、学会発起人(後述参照)代表の挨拶Kはじま夕、設立までの経過報告

が詳細K行念われ、議事にうつった。議事は学会設立趣意書(前述参照)、会則決

定(前述参照、)、事業計画、予算案Kついての検討が行左われた。次いで各種役員

の選定(前述参照)がみられた。

との問、横浜市長、神奈川県々知事、運輸省港湾局長の祝辞と挨拶があった。議

事終了後、学会役員を代表して会長の挨拶、横浜四大学の代表挨拶、その他をも っ

て創立総会を終了した。

また、第一回研究報告会は、16日 (午後〉と 17日(午前)vcわtcT ¥ 6名の
報告者Kよって行念われた。(後述研究報告会次第参照)

日本港湾経済学会設立発起人

(昭和37年8月15日現在)

代表(関東) 矢 野 岡t

同 (関西) 柴 田 銀次郎

発起 人(五十音順)

東 寿 (前運輸省第三港湾建設局長士)
工学博

伊 坂 市 助(関東学院大 学)

伊 藤 重治郎(東 洋 大 学)

上 原 轍三郎(北 海 道 国 大)

交 渉 中

大 森 一(青 山 寸持£ー， 院大学)

岡 野 鑑 記(神 奈 J 11 大学)

央 村 武 正(東 jJl， 都港 湾局)

加賀美 文 (横浜経済同友会)

力日 地 H長 義(神 戸 商 大)

河 村 宣 介(関 西 大 学)
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北 見 俊 郎(関 東 学院 大学)

越 村 信三郎(横浜 国 立 大学)

斎 藤 武 維(神 奈 )11 大 学)

佐々木 誠 治(神 戸 大 学〉

佐 波 宣 平(京 者日 大 学)

柴 田 銀次郎(前 神 戸 大 学〉

住 田 正 一(遥 輸 省船 員局)

左右田 俊 夫(神奈川県経済調査会)

高 見 玄一郎(神奈川県経済調査会)

富 万く 祐 治(大 阪市 立 大学)

西 原 峯次郎仇 留 米 大 学)

野 回 早 苗幅 岡 大 学)

野 村 寅三郎(神 戸 大 学〉

早 瀬 利 雄(検 浜 市 立 大学〉

原 田 一 郎保 北 大 学)

米 花 稔(神 戸 大 学)

細 野 日出男(中 央 大 学)

松 浦 茂 治(愛 矢口 Aーォ昌ーa 三コZ土" 大 学)

前 田 義 信(甲 南 大 学)

柾 幸 雄(横 浜市 立大学)

松 本 清白 本倉庫 協会)

武 藤 正 平(横 浜 国 立 大学〉

宮 崎 茂 G笠 輸 省港 湾 局)

布 藤 豊 治(東 尽 商船 大学)

矢 野 剛(前 早 有百 田 大学)

τEt 3 )11 貫 一(同 志 ネ土 大 学)

日本港湾経済学会設立準備委員会

同 発起人会次第

1 日 時 昭和37年5月7日(月〉午後2時-5時

(準備委員会を午後2時---3時、発起人会を午後8時-5時
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K予定して居ります。)

1. 場 所 東京都千代田区大手町パレスホテノレ隣接

パレスピノレ内

経済同友クラブ

1. 設立準備委員会次第(2--3時)

(1)経過報告

(2) 発起人会打合せ

1.発起人会次第

(1 )開会挨拶

(2) 座長選出

(3) 経過報告

(4)審 議事項

(関東代表挨拶)

(関西代表挨拶)

(挨拶)

(a)設立趣意書案

(b)会則案

(c)役員(発起人代表その他)選定に就て

(d)総会名、よび大会の準備に就て

(e)其の他

(5) 閉会挨拶

1. 懇親会(午後5 時半、~7 時〉但し会食費 5 00 円 当日御持参下さい。

以上

第 1回研究報告会次 第

築' 1 日 (10月16日午後1時半-5時)

① 「港湾経済の本質j 関東学院大学 北見俊郎

② 「港運業の実際」 日本倉庫協会 松本 清

③ 「高見氏の新著について」 横浜市立大学 早瀬利雄

④ 「本邦主要港湾になける造成の現伏と将来」

関東学院大学 伊坂市助

第 z 日(10月17日午前9時より〉

① 「衣浦港の問題点J 愛知学芸大学 松浦茂治

② 「港湾財政の問題，曳j 関西大学 柴田銀次郎
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日本港湾経済学会

昭和 ;j 7 年 度決算書

昭和38年3月31日

(収入の部)

経常会費

(支出の部〉

印刷費
円

109，395 

正会員会費 (58名分) 58，000円通信資 16.246 

臨

賛助会員会費 (14口妨 420，000 交 通 費 58.130 

事務所費 10，709 

時 収 入
(文具，用紙ほか一式)

設立準備会(5月4日) 人 件 費 67.000 

出席者懇親会費 !J，O 00 
(事務手伝謝礼など〉

大会への寄附金 会 議 資 43，964 

(日通，鈴与D2伸 60，000 
(借席料 ，弁当代など)

雑 収 入 750 調 査 設 41，670 

大会補助費 124，460 

(借席料.弁当代念ど〕

雑 費 1，400 

(写真用品など〉

次年度繰越剰余金※ 70，776 

(合 言十〉 543，750 (合 計〉 543，750 

※ 次年度繰越剰余金内訳(昭和38年3月31日現在)

普通預金残高

振替貯金残高

手元現金残高

(合 計〉

39，5541Lj 

29.956 

1.2 66 

70，776 

以上



(収入の部)

経常会費

日本港湾経済学会

昭和 3 8年度予算案

自昭和38年4月 1日

至昭和39年8月31日

(支出の部)

年報刊行費

正会員会費 (100名分~ 100.000円一般印制費
賛助会員会費 (24口分~ 720.000 通 信 費

交 通 費

前年度繰越剰余金 70.776 事務所費

人 件 費

会 議 費

調 査 費

大会準備費

大会補助費

雑 費

予 イ蔚 費

(合 言十〉 8 9 0.776 (合 計)
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円

80.000 

50.000 

70.000 
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50.000 

20.000 

90.776 

890.776 
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副長 後記

第 1回大会Kなける研究報告と、他K論説の寄稿を願って、さL

やかながら年報 Nu1 の誕生をみた。学会創設の期なるをもって、

編集の上でも数多くの不行届きの点があった D、記事の取扱い方K

も反省を要する点があるよう Kも思われる。とれらKついては、今

後、「 年報編集規約」な!Jr年報編集方針J~ i?をはっき D定めて

ゆかなければならないと思う。

「記録 」は、主として創立総会 ・研究報告会を中心と したものの

資料の収録 KとYめたが、今後は学会活動の活援化Kとも在ヲご、

さら K要を得たものKし左ければならない。

当初の計画では、活版印刷の予定であったが、経費の都合でタイ

プ・印刷Jf'Lなてしまった。とのため原稿を願った方々 K執筆者校正を

していた~ (ととができず、との点、御海容の与えられんととを念

ずる。

向、末巻K会員名簿を附したが、とれも不備の点があるので、い

づれ別の形で名簿作製を試みたいと思っているので、名簿整理K御協

力賜らんととをか願いしたい。

ともあれ、 とのように意K満たない恨みが残されているが、大方

の御高説、御叱正Kよb、もっとよい「年報 J(1(そだててゆきたい。

編集ならびに、印刷IJVCかんしては、その都度編集会議をもったが、

とく K寺谷・今泉両先主の笹11努力にあづかっている。(北見)
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